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凡例 

 

１．本稿でのヘーゲルの引用は例えば（23/45）と記す。引用は存在論の初版からであり、

最初の数字「23」はアカデミー版ヘーゲル全集（GW）第 11 巻の頁付け、「/45」の部分は、

その原著に対応する寺沢恒信氏による「存在論」初版の訳（『大論理学１』、以文社、1977 年）

の頁付けである。第二版の存在論からの引用を示す場合には（2:67/89）といったように記す。

「2:」は存在論の第二版を表し、「67」は同じく GW 第 21 巻の頁付け、「/89」はそれに対応す

る武市建人訳の存在論（『大論理学 上巻の二』、岩波書店、「ヘーゲル全集６b」、1960 年）の

頁付けを表す。ただしすべての訳文は筆者が訳しており、翻訳はそれに対応する部分の頁づ

けである。 

初版の最新訳としてヘーゲル全集第 10 巻 1、責任編集久保陽一、訳者：飯泉佑介／岡崎秀

二郎／三重野清顕『『論理学』客観的存在論：存在論（第１版 1812）』（知泉書院 2020 年）が

あるが、この本には訳文中に原著の頁付けが示されているので、それを見てもらえば利用で

きる。 

２．引用文の前につけられた〔 〕内の数字は、テキストのそのつどの小タイトルに入って

からの段落番号を表す。引用文中の〔 〕内の文は、筆者による補いである。 

３．太字はヘーゲルのテキストからの引用を表す。引用文中の①②の番号は筆者による付

け加えであり、原文のピリオドごとの文章の順番を表す。／は改行されていることを表す。  

４．第二版の当該箇所の段落番号を記す場合には【 】内で記す。また、初版からの引用文

中の【 】の中の文は第二版でのヘーゲルによる加筆部分を示す。  
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（初版） 

第７注釈 

 

要旨：本注釈は『大論理』・第三章「度量」（初版）の「第２章 自立的な度量の比例関係」の「A 自

立的な度量の比」の「3．選択的親和性」から「第３章 本質の生成」までを扱い、度量論とはいった

いいかなる論理であるのかを考察する。ヘーゲルの度量論は質と量との関係を扱う論理であるが、ただ

し度量論においてはなお量の規定力の優位のもとに質と量との関係が捉えられており、このことから度

量論の一般的意義は質と量との統一である
、、、

ことにはなくて、量のなかで質が回復していく過程を叙述す
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

る論理
、、、

だと言うことができる。その意味で度量の論理はなお自然科学の枠内にとどまる量的思考にとど

まっている。それゆえに度量論は第一義的に「自然の数学」という性格をもち、いわゆる物理的
、、、

自然の

論理学である。しかし第二義的にはそれ以外の領域、すなわち化学的
、、、

自然においても発揮されるが、精

神の領域においてはその適用には限界がある。この限界に突き当たっとき、精神的なものを理解するた

めには度量を超える思考が必要とされ、こうして存在論の終結と本質論への移行が正当化されることに

なる。ヘーゲルが物理学、特に化学から取り込んだ度量のカテゴリー（中和性、親和力、結節線）は論

理的カテゴリーとしては成立せず、その点で彼は失敗を犯している。それもかかわらず、「量における

質の回復」という度量論の目的そのものはまったく正当なものだと評価することができる。  

 

はじめに――ヘーゲルの度量論の主題 

本稿は『大論理学』・第三編の Mass（Maass/Maß）の注釈の後半である。まず度量論全

体で扱われるカテゴリーを目次に従って以下に示しておこう。（独文表記は現代的に改め

ている。【】内は第二版で改定された部分であり、－は変化がないことを示す。  

 

第三編 度量 DAS MASS  

 

 第一章 特質的な量 Die spezifische Quantität 

  A 特質的な定量 Die spezifische Quantum 

B 規則 Die Regel 【特質化する度量 Spezifizierendes Mass】 

1. 質的な大きさ規定と量的な大きさ規定  Die qualitative und quantitative 

Größen-Bestimmtheit 【a.規則 a. Die Regel】 

2. 質と定量 Qualität und Quantum 【b.－】 

3. 諸々の質としての両側面の区別 Unterscheidung beider Seiten als Qualitäten 

 【c. 諸々の質としての両側面の比例関係 Verhältnis beider Seiten als Qualitäten】 

 注釈 Anmerkung 

C 質どうしの比例関係 Verhältnis von Qualitäten 【度量における対自存在 Das Fürsichsein 

im 

 Mass】 

 

 第二章 自立的な度量の比例関係 Verhältnis selbständiger Masse 【実在的な度量 Das 
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reale Mass】 

  A 自立的な度量の比例関係【Das】Verhältnis selbständiger Masse 

1. 中和性 Neutralität 【a.二つの度量の結合 a. Verbindung zweier Masse】 

2. 中和性の特質化 Spezifikation der Neutralität  

【b.度量の比例関係の系列としての度量 Das Mass als Reihe von Massverhältnissen】 

（………………………以上前号掲載分） 

3. 選択的親和性 Wahlverwandtschaft 【c.－】  

注釈 Anmerkung 

  B 度量の諸比例関係の結節線 Knotenlinie von Massverhältnissen 

    注釈 Anmerkung 

    C 度量なきもの Das Masslose 

 

第三章 本質の生成 Das Werden des Wesens 

    A  【絶対的】無差別 Die【absolute】Indifferenz 

    B 諸因子の逆比例関係としての自立的なもの Das Selbständige als umgekehrtes 

  Verhältnis seiner Faktoren  【諸因子の逆比例としての無差別 Die Indifferenz als umgekehrtes  

Verhältnis seiner Faktoren】 

        注釈 Anmerkung 

    C  本質の登場 Hervorgehen des Wesens  【本質への移行 Übergang in das Wesen】 

（…………………………以上本号掲載分） 

 

 上記の通り、本誌前号では第２章「A」の「1」と「2」までを扱ったので、本稿では

「3.選択的親和性」から始める。 

 

 

第二章 

自立的な度量の比例関係 

Verhältniss selbständiger Maasse. 

 

 

Ａ．自立的な度量の比例関係 Verhältnis selbständiger Masse 

 

１．中和性 Neutralität  

２．中和性の特質化 Spezifikation der Neutralität  

（以上前号掲載） 

３．選択的親和性 Wahlverwandtschaft 

 

 「選択的親和性」（親和性は「親和力」とも訳される）とは、18 世紀の化学において物
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質 AB が物質 XY と化合したとき、物質 AX あるいは BY ができるが AY や BX ができな

いことを説明するために生まれた概念である。単純化すれば、それは或る物質 A が他の

物質 C・D・E…を差し置いて B と優先的に結合することであり、C・D・E…を他者とし

て排除するという点では A は質的な性格を表しているが、B と一定の比をとって結合す

るという点では質に無関心な量的性格を表している。ヘーゲルは中和性を論じてきた第二

章を締めくくる三項のカテゴリーとして、当時の化学からこの概念を取り入れようとした。

その理由は、選択的親和力を認めることは各物質が示す引力にそれぞれ質的な違いがある

ことを認めることになるから、この理論に依拠すれば「量のなかの質を回復する」という

度量論の目的が実現できるのではないかと期待したことにあった。その試みの成否を検証

する前に、選択的親和性の概念に関して、テキストの理解に資する範囲で、したがって

『論理学』の初版が 1812 年に刊行されるまでの簡単な化学史の知識を確認しておくこと

にしよう。 

 

18 世紀から 19 世紀初頭の化学史における科学的親和力についての概説 

「親和性」あるいは「親和力」訳されるラテン語の affinitas（英 affinity）とは、あ

る特定の物事どうしが他のものに優先して結びつくことを表す言葉である。物質や物事が

或る特定の他のものに引き付けられる現象は古来観察されているわけであるから、当然

「親和性」という考えも古くからあった。Neue deutsche Biographie の Verwandtschft

の項を参照すると、親和性を意味するドイツ語 Verwandtschaft は、元々は 16 世紀ころに

動詞の verwenden（使う）から作られた分詞 verwandt からできているという。それは当

初は様々な関係性を表す言葉（例えば義務関係 Pflicht-Verwandtschaft、同盟関係 Bunds -

Verwandtschaft）として一般的に使われ、16 世紀以降、徐々に家族的関係（例えばルター

の「友情」Freundschaft）、さらに血縁関係を意味するようにもなったという。しかしヘー

ゲルがここで扱う「選択的親和性」とはこうした社会的な意味での親和性ではなくて、

「化学的親和力」（英 chemical affinity）のことである1。この意味での親和性は古い例

ではアルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus, 1200-1280）が 13 世紀に物質の化

合における親和力の概念を使っていたと言われているが、彼の場合はまだ錬金術との関係

においてである。化学的結合を説明する近代化学の学説として「親和力」が使われたのは、

17 世紀に燃焼反応を説明する理論においてであるという2。 

すでにニュートンはその著書『光学』（ラテン語版、1705）で溶液中の金属の選択的な

引力について論じていた。ニュートン的な普遍的引力の理論では、宇宙のすべてに貫徹す

る重力の力によってあらゆる運動は説明される。ところで、ここで問題になったのは、普

遍的で均一な力では或る特定の物質どうしの間に働いているように見える選択的な引力の

ことが説明できないということであった。この難問に答えようとしたものこそが化学的親

和性の理論であった。すでに 1718 年にフランスのジョフルワ（Étienne François 

Geoffroy, 1672-1731）が諸物質の間にはたらく親和力の一覧表を作成し、さらにはスコ

ットランドの医師・化学者であったウィリアム・カレン（William Cullen、1710- 1790）

は物質の「選択的引力」（elective attraction）について研究を開始した。そして彼の弟子

 
1 以下のことを書くにあたって参考文献表の化学史を参照した。 
2 山本（2008）、262 頁他を参照。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1710%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1790%E5%B9%B4
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であったスェーデンの化学者で、特に鉱物研究で成果を上げたトルビョルン・ベリマン

（Torbern Olof Bergman, 1735‐84）がこの概念をさらに掘り下げた。彼はその著書

『選択的引力の研究』（Disquisitio de Attractionibus Electivis, 1775）において、物質

A に B が「飽和」点に達するまで加えられてできた化合物に C が加えられた時、A と B

とが分離してどちらかが C と結合する現象を affinitas という言葉を用いて説明し、この

ような操作を繰り返してできる諸物質の選択的引力の度合いを表す表を作成した。つまり

ヘーゲルがここで扱う選択的親和性という概念はベリマンによって確立された概念だと言

える3。しかしべリマンにおいても物質間に働く化学的親和力の大きさは酸と塩基と言っ

た物質の「力」の差と考えられており、それらの親和力の序列がいかなる場合で不変であ

るのかはまだ分からなかった。こうしたカレンとベリマンの親和性概念に古代以来の観念、

すなわち物質そのものに物事を変化させる「能力」が備わっているという形而上学的な思

考の名残がみられるのに対し、物質の化学反応を定量的に、すなわち数と重量に従って研

究する方法を導入したのがイエレミアス・ベンヤミン・リヒター（ Jeremias Benjamin 

Richter, 1762-1807）である。 

リヒターは化学者であるが、1785 年から 89 年にかけてケーニヒスベルクに学び、カン

ト哲学の影響を受けた科学観を抱いていたということが興味を引く。彼の化学史上の功績

は「化学量論」（Stöchiometrie）と呼ばれる理論を基礎づけたことにある。物質が化学的

な反応を起こした場合、それらの量の間には比例関係が成立するが、その量的な関係を研

究するのが化学量論である。リヒターはベリマンらの研究を引き継ぎながら、酸と塩基が

中和する場合、両者の間の量的比例関係が常に一定であることを発見し、酸と塩基はどの

ような比率で互いに中性化されるのかを研究して発表した（Ueber die neueren Gegenstnde 

in der Chemie, 11 Stücke. 1791–1802）。1791 年に彼は「中性法則」を提唱するが、これは

今日「等しい比率の法則」（Gesetz der äquivalenten Proportion）、すなわち「化学当量」の

法則とよばれているものであり、彼の作成した「中和表」は最初の「当量表」となった。

リヒターの研究は同時代にはあまり顧みられなかったようであるが、化学量論の嚆矢であ

り、フィッシャー（Ernst Gottfried Fischer,1754―1831）によって再評価されてヘーゲル

の注目するところとなる。 

親和「力」の理論をより発展させたのがフランスのベルトレ（Claude Louis Berthollet, 

1748-1822）であり、ヘーゲルがテキストで主に参照しているのも彼である。ベルトレは

「親和力の法則についての研究」（Recherches sur les lois de l’affinité, 1801）のなかでベ

リマンの「選択的親和力」の概念に疑義を表明している。すなわち、ベリマン及びその後

の親和力論者たちは、選択的引力を常に一定の力と見なし、その数値を確定することに力

を注いできたのに対して、ベルトレは親和力が一定に働くのではなく、化合する物質の量

によっても左右されると考えた。つまり化合物質 AB に C を加えた場合、C の A に対す

る親和力が B より強ければ組み換えが起こり、B が分離して化合物 AC だけが残るという

わけではなく
、、

、AB と C とがどれだけの量があるかによって化合の仕方が左右されるとい

うのである。ベルトレはこの「不定比例」の考えに立ったのであるが、これに対抗したの

が「定比例の法則」（化合物の成分となる元素どうしの質量比率は常に一定であるという

 
3 ゲーテの小説『親和力』（Die Wahlverwandtschaften, 1809 ）もべリマン依頼普及した科学的親和

力の概念に彼が感銘を受けて書かれたものであったと言う。 
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法則）を支持するプルースト（Lous Joseph Proust, 1754-1826）であった。ベルトレとプ

ルーストは 19 世紀初頭に長きにわたって論争を続けるが、最終的には自然界に存在する

化合物の多数は定比例の法則にしたがうことが次第に明らかとなって、この論争はプルー

ストが勝ったと評価されるようになった。（しかしその後定比例の法則に従わない化合物

――ベルトレにちなんで「ベルトライド化合物」と呼ばれた――も多数存在することが分

かり、ベルトレの不定比例の考えも見直されている。） 

 原子論を科学的結合の説明に導入し化合の化学を進展させたのがジョン・ドールトン

（John Dalton, 1766-1844）である。彼は「倍数比例の法則」（同じ 2 種類の元素 A,B から

複数の化合物ができたとき、A の一定量と化合する B の量は、それぞれの化合物の間で

整数比となるという法則）がなぜ成り立つのかを検討した結果、諸物質の化合は物質を構

成している原子の数とその質量に依存するという考えに至り（1805 年ころ）、化学理論に

おける原子論の立場を確立した。――ヘーゲルはこの原子論を度量論に取り入れることを

拒否し、単なる重量比の立場に固執した。それがなぜだったのかも後で見よう。 

 ヘーゲルが初版の度量論を書いた時の化学の知識はここまでである。その後彼はベルチ

ェリウスの理論を知り二版で言及するのであるが、いまは以上の化学史を念頭に置きなが

ら、ヘーゲルのテキストを読んでみることにしよう。 

 

３－１．論理的カテゴリーとしての選択的親和性 

 

量の原理のもとでの量と質との統一〔1〕 

 まず〔1〕でヘーゲルは「選択的親和性」という性格をもった諸物質がどのような振る

舞いをするのかを考える。 

 

 「〔1〕①選択的親和性においては、特質的に自立的なものは直接的に
、、、、

自体的に規定さ

れているという自分の最初の性格を完全に失ってしまっている。それはもっぱら対自的

に存在している否定的統一として自体的に
、、、、

規定されている。②この統一がどのように示

されているのかというと、量的なものと質的なものとの絶対的な統一であるという、量

的なものと質的なものとの自己へと還帰した移行運動としてである。」（210/344） 

 

ここで「特質的に自立的なもの」と呼ばれているものの例となるのが、後の「注釈」で

挙げられている通り、酸や塩基などの「化学物質」（die chemishen Stoffe）である。選択

的親和性の段階ではそうした化学物質はそれ自体で何ものかであるという性格を失ってお

り、どれもが一つの度量をもつ物質として他の物質に関わり、その量的な比例関係のなか

で自分自身が何であるかを規定される。例えば塩酸と水酸化ナトリウムは 1:1 の割合で中

和されて塩化ナトリウムと水になるという場合、塩酸は自立した物質（対自存在）である

が、はじめから（自体的に）水酸化ナトリウムと 1:1 の重量比で中和する（否定的に統一

される）ものだということは決まっている。この意味でどちらも自分の概念のうちに他方

の概念を含んでいて、このような相関関係のなかで存在しているものである。ここで「対

自的に存在している否定的統一として自体的に規定されている」という言葉で示されてい

るのは生成した中和物のように思えてしまうが、そうではなくて酸と塩基として区別され

https://ja.wikipedia.org/wiki/1766%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1844%E5%B9%B4
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ている個々の物質の本性である。すなわち他者との相関関係のうちにあって非自立的であ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

りながらそのことによって自分が何であるかが自立的に規定され
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ている
、、、

というありかた、

言いかえれば自分自身は一つの
、、、、、、、、

契機でありながら
、、、、、、、、

同時に
、、、

潜在的に
、、、、

相関関係の全体をも表現
、、、、、、、、、、、

している
、、、、

という酸や塩基などの存在のあり方そのものである。こうした諸物質はどれもそ

れぞれの重量比に基づいて他の物質と中和し、一つの質的なものを生成させる。ヘーゲル

が質と量とが自己還帰した「絶対的統一」だと言っているのは、酸や塩基のような化学物

質が或る特定の相手と優先的に化合するというこのことである。 

以上のことを一般的に理解することは本来そう難解なことではない。しかしヘーゲルは

これを何とか論理的に導出しなければならないために、以下に非常に晦渋な言葉でこの統

一の説明を続けている。――ちなみに、こういう論理的に叙述しようという努力が初版の

特徴であり、後で見るように、二版ではこのような説明はすべて削除されごく簡単な説明

に置き換わっている。 

 

「〔1〕③このことによってこの統一は次のように規定されている。すなわち、それは

〔一方では〕自己のうちでの量的な区別であるから、自己自身に対し無関心的で〔ある

という意味で〕自己の内で〔自己をもたないものとして〕崩壊するか、あるいは〔他方

では〕自己のうちで質的なものとして自己に対して否定的に振る舞うか――この二つは

ここでは同じことであるが――であり、そして先に示された仕方で〔量的比例関係によ

って〕自己を特質化するのである。④この反発作用において、一方では諸々の比例関係

〔相関関係〕は自分の普遍的で質的な諸項へと自己を分離し、他方ではこれら〔の質的

な諸項〕が互いに特質化しあい、それと共に自己自身をも特質化し、そして互いに排斥

しあう。⑤そのときはじめてここから自立的なものが、比例関係
、、、、

〔相関
、、

関係
、、

〕として現

れ出てくるが、この比例関係〔相関関係〕のうちでは無関心的な定量として現れるもの

は同時に契機であるにすぎない。」（210-211/344） 

 

酸や塩基のような中和する化学物質は、一方では量的なものであって、量的である限り

自分の質に無関心であるはずである。ところが他方でこの量が――「重量比」などを考え

れば分かるように――自分の量的性格、すなわち無関心的な自立性を否定して他の物質と

結合しようとし、それによって自分を質的なものにしようという性質をそなえている。つ

まりそうした物質は自分の量的規定性に従って他の物質と関わり、新しい質を生み出す。

この意味でどの物質も無関心的な量でありながら質的に振る舞うのだが、ヘーゲルはこの

二つの性格は同一であると言う。なぜならこうした物質は自前の量的比例関係をもつこと

で自立的なのであるが、同時にその量的比例関係によって自分の自立性を自ら否定して他

の物質と必然的に関係し、新しい質的統一を生み出すからである（③）。こういう自己矛

盾の発現をここでヘーゲルは「反発作用」と呼んでいる。反発作用とは、第一に、各物質

が自分の自立性を否定して他者と関わること、すなわち中和的に結合する作用のことを指

し、第二に、中和において二つの特定の物質が関係して互いに特質化しあって第三の中和

された物質を生み出すにもかかわらず、二つの物質はそれで消滅してしまうわけではなく、

同時に反発しあって中和された物質とは無関係に自立的なものとして存在し、かつまた各
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物質はそれ以外の物質が自分と関わることを拒否し、互いに排斥しあうということを指し

ている（④）。こうして各物質は相互の相関関係の中の一項として現れ、他の物質に対し

て特定の定量を比例関係として備えているのだが、この比例関係は各物質独自の自立性を

表す定量にすぎないのではなく、同時に他者との関係を表す比率なのであるから、相関関

係の中の契機にすぎないものになっている。 

そして、自立的でありながら関係の契機にすぎないというこうした物質のあり方がさら

に説明される。 

 

「〔1〕⑥この自立的なものは二重の関係をもっている。それは他の自立的なものに

〔比例的に〕関わって中和化するという関係であるが、一方ではこの自己を揚棄する自

分のこの関係において直接的に他のものへと移行するのではなく、自己を変容させるだ

けという関係であり、他方では純粋に自己へ関係するものとして振る舞い、こうした自

分の変容から他の比例関係を排除し、それらと中和することをみずから防ぐという関係

である。⑦他のものにこのように比例的に関係することに自立態は成り立っている。し

かもその結果、同じくらいそれ〔この比例関係〕に対する他の自立態の〔比例的に関係

するという〕振る舞いが、一般的に言いかえれば、すべてのものに対してすべてのもの

の振る舞いが存在するのである。⑧さらには各々の契機が量的本性のものであると共に

質的本性のものでもあり、こうして互いに排斥しあう諸々のものの区別という最後の

〔質的な〕規定でさえも、定量の区別である。」（211/344-345） 

 

 この自立的な物質が他の物質と作る関係は二重である。一方では或る物質は自分の重量

比に従って他の物質と結合し中和されるのであるが、その中和においてその物質は他のも

のに変化して消えてしまうのではなく、契機としての両物質は第三の生成物とは別に存在

し続ける。つまり酸と塩基が中和されて中和物が生成したとしても、酸と塩基はそれぞれ

独自の物質として残る。この変化をヘーゲルは単なる「変容」Modefication と言っている。

そして他方で、それが純粋に自己関係する質的なものとして振る舞うということは、自分

が結合したものとは他の物質とはまったく中和せずあくまでも他者として自己から排除す

ることである（⑥）。ここでいう自立態とは、自立しているといいながらこのように特定

の他者と特定の比例関係において中和するものであり、そして他の物質もまた同様にその

物質とある特定の比例関係において中和するのであり、多種多様な関係がそこには成立す

る（⑦）。こうしてどの物質も中和関係の契機である場合には量的なものであると同時に

質的でもあって、或る物質と結合もすれば他の物質を排除するのであるが、そうした質的

な区別は量的な区別に基づくという事態がここで成立している（⑧）。 

 

選択的親和性〔2〕 

こういうかたちで量における質の回復が一層進んできたのであるが、ヘーゲルはここに

成立している事態を「選択的親和性」としてカテゴリー化する。 

 

 「〔2〕①或る特質的な契機が自分の他のものとの〔間にもつ〕連続性は中和である。

この連続性はまた否定的本性をもそなえていて、特質化しながら排斥する。②だがこの
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選択的親和性から排斥されたものは同時に諸々の指数の一つである。それは定量として

区別されている。それだから排斥するものもまた一つの相異なる定量である。③数は、

排斥的に振る舞うというこの側面において互いに連続しあうこともなくなりまた合流し

あう可能性も失ってしまっている。〔数が〕より多いか少ないか
、、、、、、、、、

ということが、このよう

な否定的性格を獲得し、或る指数に他の諸々の指数に対する優位
、、

を与え、そしてこれら

の指数の間で或る指数にそれ以外の指数に対する優位を与える。」（211/345） 

 

或る物質は或る特定の比例関係で他の物質と関わって中和反応を起こすが、中和は或る

酸 X と或る塩基 A のような特定の二つの物質の間に成り立つ関係である。そしてこの特

定の関係はその他の物質をその関係から排斥する（①）。これが「選択的親和性」と呼ば

れる関係である。ところで排斥された物質も特定の比例関係で何らかの物質と化合する。

この場合物質が持つ特定の数値のことをヘーゲルは「指数」と呼んでいる。例えば 10ml

の硫酸を中和するのに必要な水酸化ナトリウムは 20ml であるが、水酸化カルシウムなら

ば 10ml であり、ヘーゲルがここで「指数」Exponent と言っているのは現在の用法とは違

いここに成り立つ重量比
、、、

のことである。そのような独自の「指数」によってすべての酸や

塩基は定量的に区別されている（②）。量は元々質的区別には無関心で「より多く」あろ

うが「より少なく」あろうが他の量と連続するという本性をもっていたのであるが、選択

的親和性においては指数という定量が区別の原理となるために量がもっていた連続性は失

われ、逆に指数の数値の違い（より多い、より少ない）が各物質を区別し、どの物質と優

先的に化合し、どれと排斥的な関係になるのかを測る基準となるとヘーゲルは言うのであ

る（③）。当時の化学者たちは、もともと酸はどのようなアルカリ性物質とも化合するこ

とができるが、或るアルカリ性物質が他のアルカリ性物質よりも優先的に酸 A と化合す

るのであれば、そこには「親和力」というものが働いているのだろうと想定したのである

が、ヘーゲルはここで「質的区別をする力の源は量だ」という考えを取り入れ、「選択的

親和性」を論理的カテゴリーにしたわけである。 

これに続くテキストは分かりにくいが、そこでヘーゲルは「親和性」の振る舞いの曖昧

さまで視野に入れているようである。 

 

「〔2〕④しかしながら、排斥しあうものが同時にまた定量にすぎないことによって、

自立的なものとみなされることのできる一つの契機は、排斥しながら、自分にとってよ

り多いものであるところの指数とともに、特質的な中和性へと自己を措定する。しかし

また或る契機にとってまたしても無関心的であることは、それに対立している多くの諸

契機からこの中和する定量を受け取ること、その各々の契機から他のものに対するその

特質的な規定態に従って〔この定量を〕受け取ることである。⑤それら〔対立する諸契

機〕の排斥的な振る舞いがここでは規定するものであるにもかかわらず、この否定的な

振る舞いもまた量的な側面からこの侵害をこうむっている。」（211/345） 

 

選択的親和性の純粋な概念から言えば、中和はあくまでもある決まった指数を持つ相手

としか生ぜず、それ以外の物質とは没交渉となるはずである。ところが実際の中和現象は

そう簡単に割り切れるものではない。例えば酸は或る塩基と優先的に化合するといっても、
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優先性の低い他の塩基と化合しないわけではなく、それぞれに特質的な仕方で化合する

（④）。だから選択的親和性が働いて質的区別が成り立つと言っても、諸々の物質を相互

に区別する原理はここでは質ではなく量である限り、完全な質的区別が成立するわけでは

ない。ヘーゲルはこの化学的現象をそのように論理的に説明しようとしている。彼が「量

的な側面からの侵害」と言っているのは、そのようにここではまだ質と量との統一は完全

ではないことを確認したかったのだと思われる（⑤）。 

 

移行〔3〕 

続く段落〔3〕では、前半（①～⑤）で「A」節全体が回顧されているが、二版ではす

べて削除された。後半（⑥～⑧）で次の節への移行が述べられているが、二版ではわずか

に⑧だけが残されているにすぎない。ここでは後半部分を引用して初版でのヘーゲルの移

行の論理を確認しておこう。 

 

「〔3〕⑥これとともに現存しているものは、比例関係の直接的な単位と特質化する単

位との否定的関係であり、またそれとともに量的なものと質的なものとの質的な区別そ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のもの
、、、

である。⑦それによって上述の直接的な単位は無関心的な直接態一般として、つ

まり定量そのものとして規定され、特有なものは質的なものとして規定されている。⑧

さらに、諸々の比例関係はいまやこうした諸規定のもとで、またこれらの規定は端的に

互いに対し関係づけられているが、このことによって一般に、無関心的で、単なる量的

な振る舞いから〔質的振る舞いへ〕の転回は、逆に特質的に規定された存在から単なる

外面的な比例関係への移行である。――〔それは〕単なる量的な本性のものが特質的な

ものだったり、そして度量であったりする諸々の比例関係の系列である。」（212/346） 

 

最初の「これとともに」というのはそれに先立つ「A」を回顧した叙述を受けている。

そしてここではその成果として二つの要素、すなわち、α「比例関係の直接的な単位」と

β「特質化する単位」とが存在すると述べている。α は第 2 章で扱われる実在的な度量の

出発点になったもので、「比熱」とか「比重」といった直接的な比例関係（正比例）で表

現できるものを指す。これは或る物質の質をつくる基礎となる度量とされている。これに

対して β は他の物質に関わってその比例関係を特質化し、新しい質をもった定量を作り出

すものである。β はもともと α の作用によって成立するものであるが、中和の段階を超え

ると、β が新しい度量・したがって新しい質をもった物質を生み出す単位になるので、α

と β は互いに否定しあう関係になり、二つの別の単位として区別されることになる（⑥）。

つまりこの段階から振り返ると、α は新たに「無関心的な直接態一般として、つまり定量

そのもの」として位置づけられ、β は「質的なもの」と規定される。α は増減しても或る

ものを変化させないという定量としての度量であり、イメージで表現すれば、直線的に伸

びていく量の流れである。これに対して β はその量の流れのなかにその流れを分断して登

場する新しい質である（⑦）。要するに、ここでヘーゲルが言いたいことは、選択的親和

性においては量的なものと質的なものとが否定的に関係するということなのである。 

以上の文章は分かりにくい。二版では削除されてしまうので、ヘーゲル自身もこの説明

には満足していなかったのであろう。重要なのは二版でも残された⑧だけである。それに
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よれば度量は量の振る舞いから突如として質の振る舞いへと転回する。この「転回」はド

イツ語で umschlagen と言うが、これは或るものが突如としてひっくり返ることを意味し

ており、ある程度の量的変化では質的変化を生まないが、限度を超えると突如として新し

い質が現れるという度量の変化を表している。そしてまた抗して生じた新しい質を示す度

量も、ある限度内で増減する外的な量的振る舞いになる。こうして定量の変化の流れの上

に質的変化が繰り返し現れる。選択的親和性においては、物質どうしの化合は一方では量

的なものという外面性（外延量）に従って質的区別が生み出されるが、同時に逆にその質

的区別（内包量）はふたたび量的な進行に戻っていく。いまや度量はこの意味での量と質

との相互移行となり、ここから量的なものが質的なものであるという比例関係の一系列が

新しく発生するが、それが次の「度量の諸比の結節線」である（⑧）。こうして「A．独

立した度量の比例関係」であったものは、いまや「B．度量の諸比例関係の結節線」へと

移行することになる。 

 

補論：「選択的親和性」の二版での叙述 

 「選択的親和性」の初版と二版の叙述の違いについてはすでにいくらか言及はしたが、

もう少し詳しく比較をしてみよう。二版の叙述はごく一部が言葉の上で重なるだけで、ほ

とんど書き替えられている。ただし言わんとすること（選択的親和性というカテゴリーの

論理性）に大きな違いはなく、分かりやすく書きなおされているのである。ここでは、初

版の叙述の理解を深めるのに役立つところを選んで紹介しておこう。 

二版の第一段落【1】の冒頭で「選択的親和性」、「中和性」、「親和性」という表現が

「化学的な
、、、、

関係に関するものである」（2:352/245）と背景が明かされている。その理由は

以下の通りである。 

 

「【1】②というのも化学の領域では、物質的なものは本質的に、自分の特質的な規定

態を自分の他のものとの関係のうちにもつからである。物質的なものはこのような差異

としてのみ現実存在するのである。③この特質的な関係は、さらに量に結びついており、

また同時に他の個々のものへの関係であるにすぎないのではなく、そうした他者と対立

している差異されたものの系列への関係である。こうした系列との結合は、その系列の

各々の
、、、

項とのいわゆる親和性
、、、

に結びついている。しかし〔各々の項との親和性という〕

こうした無関心性にもかかわらず、各々は同時に他に対して排斥的である。」（2:352/245）。 

 

この叙述は初版に比べれば分かりやすくなっている。「相関関係」Verhältniss は、本来

は本質論で本格的に論じられるが、その相関関係が「存在」の枠内で深まった領域が「化

学」における諸物質の比例関係 Verhältniss である。そこでは二つの物質はそれぞれ特質

的な仕方で他の物質と結合するが、この関係を規定するのはそれぞれの物質のもっている

量的規定性である。この量的規定性に従って各々の物質は他の或る物質と結合するが、そ

れだけでなく、酸と塩基の化合のように、その結合はいろいろな物質との間の結合の仕方

の一系列を形成する。しかしそもそも量は他のものに対して無関心な規定なのであるから、

結合する物質どうしも無関心であるはずである。それにもかかわらず、ある物質は他の物

質よりも優先的に結合するという点で「親和性がある」と言われ、また他の物質を排斥す
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ると言われるという点でも、親和性においては量的無関心性を超えた振る舞いが示される。 

さらに、初版では例は化学物質だけであったが、二版では「音」も例として挙げられて

いる。 

 

「【1】④だが特質的なものが一連の諸結合のうちに示されるということは化学的なも

のに限ったことではない。個々の音もまた他の音との、そして他の音の系列との関わり

と結合においてはじめて自分の意味をもつ。そうした一連の結合における調和あるいは

不調和が音の質的な本性をなすのであり、この本性は同時に量的な諸比例関係に基づい

ていて、これらの比例関係は指数の一系列を形成し、二つの特質的な比例の比例である。

結合された音のそれぞれがそれ自身のもとでこうした比例関係なのである。⑤個々の音

は一つの音階の基音であるが、しかしまたありとあらゆる基音の音階の個々の項でもあ

る。⑥調和は排斥的な選択的親和性であるが、しかしそれの質的な固有性はまたただの

量的な進行の外面性のうちに解消されてしまう。」（2:352-353/245-246） 

 

ヘーゲルがこの文で何を念頭に置いていたかは明らかに記されてはいないが、彼の教養

からすれば当然ピュタゴラス派の音楽理論が浮かんでいたであろう。ピュタゴラスは楽器

の弦の長さが整数比になるとき音どうしの調和が起こることを発見したということなどは

そのうち分かりやすい例である4。ドとファは 4:3、ドとソは 3:2、また 1 オクターブ高い

ドとは 2:1 で調和するといったように、調和は指数の一系列をなしている。そしてもちろ

んド以外の音も同様に基音（単位）となって調和の別の系列をつくりだすことができる。

そこにある結合をヘーゲルは「親和性」というカテゴリーで捉えるのであるが、しかしこ

うした調和は量的進行のなかで解消されてしまうと考えている。ところで、ピュタゴラス

の理論ではドとソのように 3:2 の比例関係をもつものは「完全 5 度」と呼ばれ、それを基

礎にして全音階を導出しており、この考えはむしろヘーゲルの「真無限」に当たるはずだ

が、ヘーゲルはそれについては言及していない。 

続く二版の【2】は新たに書き下ろされた段落で、先の〔1〕の引用の内容を分かりや

すく掘り下げてくれている。――ある系列（例えば酸の系列）が質的な統一を保つのはそ

れと対立する系列（塩基の系列）の全体と関係することによってである。だが酸の系列の

諸項が相互に異なるのは、塩基の諸項と中和化する際の定量による。だから「【2】②排

斥的で質的な関係としての選択的親和性においては、比例的な関係作用はこの量的な区

別から取り出される」（2:353/246）。二版ではこの量的な区別は「集合数、外延量」と呼

ばれている。或る酸はさまざまな塩基物質と親和性をもつにはもつが、その区別は定量に

よって規定される。そしてまた他の物質を排斥するのも、この量的規定性に基づくのであ

る。こうして以前にのべた外延量と内包量との相互転換の論理を使いながら、中和におい

ては実際にはいろいろの組合わせが起こることに言及している。ここは内容的には初版の

〔2〕の①～③のところに対応している。 

最後に【3】では、それを受けて、初版の〔2〕の内容が別な表現で書かれ、最後に〔3〕

 
4 ヘーゲルの哲学史講義の従来の版の「ピュタゴラス」の項では弦の張り具合（重りの重量）に比例し

て振動数が比例的に変化する例が挙げられている。例えば Werke in zwanzig Bänden.Bd.18( Theorie 

Werkausgabe. Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

a.M.1971.), S259. 
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⑧の内容が付け加えられて終わる。 

 

３－２．「注解」における化学物質の親和性についてのヘーゲルの見解 

 

 ヘーゲルは度量論で量的規定態のなかに質を回復するというテーマを扱っているわけで

あるが、何を念頭に置いてこれまでの本文を書いているのかは明かさない。実際は当時の

化学の事例の中にその回復の論理を支えてくれるものを探っていて、この節に付けられた

「注解」においてその舞台裏をようやく明かしている。彼がそこで参照している事例は今

日から見れば近代化学の発展のなかの初期に属していて、度量の論理学を正当化するには

もはや強力な例とはならないが、ヘーゲルの意図はよく分かる注釈になっている。 

 

選択的親和性の概念〔1〕 

冒頭の〔1〕の叙述は本文以上にヘーゲルの意図をよく伝えてくれる。 

 

 「〔1〕①諸々の化学物質
、、、、、、、

は、ちょうどいま明らかになったように、それらの規定をな

すものを、もっぱら他のものに関わる振る舞いのうちにもっているような、諸々の度量

あるいは度量の諸契機である。②諸々の酸やアルカリあるいは塩基一般は、直接的に自

体的に規定された物として現象するが、しかし同時にむしろ不完全な物体要素として、

〔すなわち〕本来的にはそれだけでは現実存在せずに自分の孤立した存立を揚棄して自

己を他の存立と結合させるという現実存在をもつにすぎない成分として現象する。③そ

れらの区別によってそれらは互いに対して自立的なものなのであるが、そうしたそれら

の区別が存立しているのは直接的な質においてではなく、比例的に関係する振る舞いと

いう量的な様式においてである。④さらに、この区別は酸とアルカリあるいは塩基一般

との化学的な対立に制限されているのではなく、それ以上に飽和の度量
、、、、 、

Maaße der 

Sättigung にまで特有化されていて、互いに中和しあう諸物質の量の特質的な規定態をと

って存立するのである。⑤飽和の観点におけるこの量的規定が或る物質の質的本性をな

しており、物質を、それが対自的にあるところのものにしている。このことを表現する

数は、本質的に、対立している単位に対する多くの指数のうちの一つである。」（212/346-

347） 

 

 度量も論理的カテゴリーである以上、すべての存在に通用すべきものではあるが、ヘー

ゲルは特に「化学物質」を度量の論理を表す格好の例として挙げている（①）。いまむし

ろこの事例を抽象化することによってヘーゲルは本文の論理を作り上げたと言った方がい

いだろう。何が格好なのかというと、化学物質は量的規定によって区別されながら、それ

ぞれが独自の質的な振る舞いをするからである。化学物質の例としてヘーゲルは酸とアル

カリを挙げている。というよりも、酸とアルカリ性物質のことを化学物質と呼んでいる。

酸とアルカリはそれぞれ自立した物質でありながら、同時に自分だけでは不安定（「不完

全」）で他方と化合されたとき中和されて安定した（完全な・不活性な）塩となる（②）。

この点で両者はあたかも右と左といった本質論的な相関関係 Verhältniss をなしているの

であるが、しかし本質のカテゴリーがすでに量的規定に依存していないのに対して、度量
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のカテゴリーとしての両者は量的な比例関係 Verhältniss に基づいてその統一を形成する

（③）。次に出てくる「飽和」Sättigung とはここでは「中和」と化学的に同じ概念である

5。ここで「飽和の度量にまで特有化されている」という難解な表現でヘーゲルが言って

いるのは、酸性物質とアルカリ性物質とは単に相関関係の両項として対立しているにすぎ

ないのではなく、或る特定の重量比に従って中和するということであり、その意味でこの

相関関係は比例関係であって、あくまでも量的規定態がその統一の根底にあるということ

である（④）6。酸性であれアルカリ性であれそれぞれの物質は互いに相手に対して一定

の重量比で中和するわけだが、その量的比例関係を表す数値がそれぞれの物質の質的性格

を定め、一つの自立した物体としての形を与えているわけである。それぞれの酸やアルカ

リの質を表す数値をヘーゲルは「指数」と呼んでいるが、それはフィッシャーの表（後述）

に見られるような、或る単位物質、例えば硫酸を 1000 としたときに、他の物質が中和の

際の取る重量比のことを指している（⑤）。 

 

 「〔1〕⑥――このような物質は他の物質といわゆる親和性のうちにある。⑦この関係

が純粋に質的な本性のものにとどまる限り――磁極ないし電気の〔陰陽の〕関係と同様

に――一方の規定態は他方の規定態の否定的規定態でしかなく、そして両方ともまた同

時に相互に対し無関心的であるのではない。⑧しかし、その関係は量的な本性のもので

もあるから、これらの物質はどれも多くのもの
、、、、、

と中和させられることが可能であって、

対立している一つの物質に制限されているわけではない。⑨酸とアルカリあるいは塩基

というものが関わりあうだけではなく、諸々の酸と諸々のアルカリあるいは塩基とが関

わりあうのである。⑩それらは〔或る〕酸と〔他の〕酸との区別、〔或る〕アルカリと

〔他の〕アルカリとの区別において互いに特徴づけられるが、それが何によって特徴づ

けられるのかと言うと、対自的にはある酸はすべてのアルカリと結合でき、またその逆

でもある〔あるアルカリは他のすべての酸と結合できる〕のに、それらの諸々の親和性

は互いに対して排斥的に振る舞い、一方の親和性が他方の親和性に対して優位をもつと

いう事情によるのである。⑪だから或る酸の他の酸に対する主要な区別をなすのは、そ

れが塩基に対して、他の酸よりも密接な親和性をもっているか否かということである。

⑫そしてより密接な親和性
、、、、、、、、

は、対立している質的契機を飽和させるのにそれで足りると

いう、数量の区別
、、、、、

に基づいている。それゆえそうした物質の特質的な性質を表現するゆ

えんのものは、比例関係の数
、、、、、、

なのである。」（212-213/347-348） 

 

酸とアルカリのような物質どうしの相関関係をヘーゲルは「親和性」というカテゴリー

で捉えるのである（⑥）。しかし相関関係にあるものがすべて親和性をもっているという

わけではなく、この相関関係が「純粋に質的な本性」にとどまっている場合は別である。

例えば磁石の N 極と S 極あるいは電気の＋、－とは、一方の極に対して他方の極はある

 
5 飽和、Sättigung（英 saturation）は今ではそれ以上増大できない含有最大量という意味になってい

るが、この時代の化学においては、はじめに酸と塩基の中和反応の意味で使われ、その後に化合物にお

いて親和力が満たされることを意味するようになったという。参照：清水（1987）、45-46 頁。 
6 渡辺氏は「飽和の度量にまで特有化されている」という文を「それぞれの物質に特質的な中和の際の

重量比にまで数値化されている」と意訳している。渡辺（2007）64 頁。 
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特定の他者ただ一つに決まるという関係にあり、この両者が互いに相手を否定しあいなが

ら必然的に関係しているということを意味する。これはつまり本質論的な相関関係のこと

である（⑦）。これに対して選択的親和性という相関関係は或る酸はただ一つのアルカリ

と中和するのではなく、多くのアルカリと中和可能である（⑧⑨）。なぜなら、その関係

は量に基づくから、量的な比例関係が形成されさえすれば酸はどのアルカリとも結合する

ことができる。ただし、その量の間には優劣があって、酸は或るアルカリと優先的に中和

する（⑩）。だから酸どうしの区別もまた、或る酸が他の酸より或るアルカリに対してよ

り密な親和性をもっているという点で互いに区別される。そういう相関関係をヘーゲルは

「選択的親和性」というカテゴリーで捉えようとしているのである（⑪）。そして「より

密接な親和性」だと言う場合のその密接さは或る酸が或るアルカリと結合して中和する際

にどういう量的な比例関係をとるのかに成り立っている。だからそうした物質の質はその

密接さを決定する比例の数値、つまり量によって決まるというわけである（⑫）。 

 

リヒターとフィッシャーへの言及〔2〕 

 以上がヘーゲルのカテゴリー化した「選択的親和性」の概念であるが、その際に彼が依

拠しているのは、フィッシャーが紹介したリヒターの研究である。 

 

「〔2〕①種々の酸とアルカリ〔性物質〕との化学的親和性についてリヒター
、、、、

とギトー
、、、

とが発見した法則は、二つの中性〔塩の〕溶液が混合されてそれにより分解が生ずる場

合、その化合物も同じく中性であるというものである。②ここから帰結するのは、ある

酸を中和するために要求される二つのアルカリ性塩基の分量は、他の酸を中和するのに

必要とされるのと同一の比例
、、、、、

においてである、ということである。一般に単位として捉

えられたアルカリ性物質に対して、比例数の系列
、、、、、、

――その系列の中で様々な酸がアルカ

リ性物質を中和させる――が規定される場合、他のどのアルカリ性物質に対してもこの

系列は同一である。ただし様々あるアルカリ性物質は〔その種類が異なれば〕互いに対

して様々に異なる集合数〔数値〕において捉えられる。――〔そうした〕集合数〔数

値〕は、それはそれでふたたび対立している酸のどれに対してもまさにそのような恒常

の指数系列を形成する。というのもそれらのアルカリ性物質は個々の酸のどれに対して

も他のあらゆる酸に対してと同一の比で関係づけられているからである。③――フィシ
、、、

ャー
、、

がこれらの系列
、、

をリヒターの研究に基づいて取り出し、単純な形に改めた（ベルト
、、、

レ
、
の論文「化学における親和性の法則」の翻訳に付けられた彼の注（232 頁）および『ベ

ルトレ化学熱力学』第一部、134 頁以下を見よ）。」（213/348） 

 

 この段落の①で言われている科学的親和性についてリヒターとギトン（Louis-Bernard 

Guyton-Morveau、173-1816、フランスの化学者）が発見した法則というのは「中性法則」

（das Neutralitätsgesetz）と言われているもので、二種類の中性塩の水溶液を混合したと

きにできる二種の塩もやはり中性になるという現象を指すものである。二種の化合物が混

合されたときに、それらが成分を交換し合って別の二種の化合物に変化する化学反応は現

在では「複分解」と呼ばれている。ここでの塩の複分解という現象は二つの酸が塩基を、

https://www.wikiwand.com/ja/1737%E5%B9%B4
https://www.wikiwand.com/ja/1816%E5%B9%B4
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あるいは二つの塩基が酸を交換することで起こるが、その現象は例えば熱するとか圧力を

加えるとかはせずに起こる化学反応であり、それを説明するためにべリマンは水溶液中で

どの物質が他の物質よりも「選択的な引力」をもつのかを調査し、物質どうしの親和力の

強弱を測定しようとしたのであるが、その強弱を数値化することはできなかった。これを

試みたのがリヒターである。リヒターは塩の複分解という現象を利用せず、或る一定量の

酸を中和できるアルカリ性物質の重量を測るというかたちで各物質の親和性を数値化しよ

うとしたのであった。その研究を彼は「化学量論」Stöchyometrie と呼び、著作『化学量

論または化学元素の計測術の基礎』（ Aufgründe der Stöchyometrie oder Meßkunst 

chymischer Elemente, 1792～1794 頃）に或る量の酸（塩基）を中和する塩基（酸）の量を

記載した。この中和量の研究は化学史上はじめて反応する物質間の量関係、現在では「当

量」（Aquivalenzgewicht）と呼ばれているものを扱うものであった。ヘーゲルはその意義

を②でまとめている。この時点ではまだ原子論は導入されていなかったので、リヒターは

任意に酸を 1000 と定め、その場合それを中和させるアルカリの量は、以下のように測定

した。 

 

リヒターの当量表7 

 ポタッシ（炭酸カリウ

ム） 

ソーダ（炭酸ナトリウ

ム） 
石 灰 

硫酸 1000 1606 1218 796 

塩酸 1000 2239 1699 1107 

硝酸 1000 1143 867 565 

 

 ヘーゲルが引用文②で言っているのは、この中和反応において、それぞれのアルカリ性

物質のとる互いの重量の比が（おおむね）等しくなる、つまり 1606:1218:796 ≓ 

2239:1699:1107 ≓ 1143:867:565 という比になるということである。三つの酸を中和するア

ルカリ性物質の最初の二種どうしの比例関係（本文で「比例数」と言われている。「指数」

と同じ）を見てみると、 1606/1218 ＝ 1.3185… 、 2239/1699 ＝ 1.3178… 、 1143/867 ＝

1.3138…であり、ほぼ一定であることが分かる。こうしたアルカリどうし（もちろん酸ど

うしの場合も同じ）が作る系列を彼は「比例数の系列」と本文では言っている。 

 この原理が分かってしまえば、いちいち酸や塩基をすべて 1000 という単位にそろえる

必要はない。そこで、③で言われている通り、E・G・フィッシャーは硫酸のみを 1000 と

してリヒターの数値をまとめ直した。この「フィッシャーの表」によって酸とアルカリが

中和する際の重量比が簡潔に示されることになった。 

 

フィッシャーによる当量表（硫酸を 1000 とする）8 

酸 塩基 

フィッシャーの値 理論値 フィッシャーの値 理論値 

 
7 渡辺・竹内『読み切り科学史』59 頁の表から酸とアルカリそれぞれ 3 つだけを選んで作成。 

8 大木／田中編『酸塩基と酸化還元』7 頁より。この本ではこの表に関して注がつけられ、そこには原

子論以前だったため、硫酸を任意に 1000 と定めたほか「塩基を金属化合物、酸を無水物として取り扱

い、それらの結合によって塩が生じるとし、水素イオンや水分子の出入は全く考えられていないが、そ

れは当時としては当然のことと言える」（6 頁）とある。 
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硫酸    1000 1/2SO3     1000 マグネシア 615 1/2MgO      504 

炭酸     577 1/2CO2      550 アルミナ  525 1/6Al2O3     425 

リン酸    979 1/4P2O3      887 石 灰   793 1/2CaO      701 

硝酸    1405 1/2N2O3    1349 バリタ   2222 1/2BaO     1916 

シュウ酸  755 1/2C2O3     900 ソーダ   853 1/6Na2O     774 

  うとれ   1605 1/2K2O     1177 

  アンモニア  672 1/2(NH４) 2O  651 

 

 

ベルトレによる親和性概念の修正 〔3〕 

フィッシャーはその表をベルトレの論文「親和性の法則の研究」（Recherches sur les 

lois de L’affinite, 1801）を翻訳したさいに、その訳者注に掲載した9。つまりヘーゲルが主

に勉強したのはベルトレの著作であったわけである。そのベルトレの研究の意義をヘーゲ

ルは続く段落で以下のように要約している10。 

 

 「〔3〕①よく知られているように、ベルトレ
、、、、

はさらに〔選択的〕親和性という一般的

な表象を化学的質量
、、、、 、

chemische Masse の作用という概念によって修正した。②この修正

は化学的な中和法則そのものの量的比例関係には何らの影響も与えず、ただ排斥的な選

択的親和性の質的契機にのみ影響を与える。③質的な比例関係の基礎が量的な諸規定で

あるがゆえに、その質的契機はそれらの量的諸規定の無関心的な本性によって弱められ

る【だけでなくむしろ廃棄される】（二版での追加）ことになる。④たとえば、二つの酸

が一つのアルカリ性物質に作用し、またそれ〔アルカリ性物質〕に対しより大きな親和

性をもつ〔一方の〕酸が、現に塩基の定量を中和しうるだけの定量である場合、選択的

親和性の観念に従えばこの〔一方の酸による〕中和だけが生じ、他方の酸はまったく作

用しないまま中和的結合から排斥される。⑤これに対して、先の化学的質量
、、、、、

の作用の概

念に従うならば、二つの酸のどちらもある比例関係〔比率〕において作用する。この比

例関係〔比率〕は、二つの酸の現にある分量とそれらの中和能力あるいは親和性から合

成されている。⑥ベルトレの研究が挙げたのは、化学的質量の作用が廃棄され、［そして］

より強い親和性をもった酸がそれより弱い別の酸を追いやってその効果を排斥
、、

し
、
、した

がって選択的親和性という意味に従って働いているように見える、もっと詳細な諸事情

である。⑦彼が示したのは、例えば凝集の強さ、水中に形成された塩の不溶性といった

諸事情
、、、

が存在し、そうした諸事情のもとで前述の排斥作用が生じるのであり、それは

〔反応を起こす〕作用動因〔作用物質〕そのものの本性
、、

において生じるのではない、と

いうことである。――それらは別の諸事情、例えばそれ〔らの作用因・作用物質〕が作

用する際の温度によって廃棄されうる諸事情である。⑧これらの障害が除去されるなら

ば化学的質量は有効に働くようになり、そして純粋に質的な排斥作用として、選択的親

和性として現れたものは外面的な諸変容のうちにあるにすぎないということが示される

 
9 このフィッシャーの注は渡辺（1994）に付録として翻訳されている。 
10 この段落の内容は、GW11 の編者によれば、ベルトレの著書『化学静力学論』（Essai de statique 

chimique. Paris 1803.）の序論をヘーゲルが要約したものである。 
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のである。」（213-214/348-349） 

 

 ベルトレは当時必ずしも影響のある化学者ではなかったようであるが、ヘーゲルは終始

一貫して彼を高く評価し、その著作を精読して研究し、『エンチュクロペディー』におい

てもたびたび言及した。ヘーゲルがベルトレを評価した理由の一端はこの段落に書かれて

いる。フィッシャーが翻訳し表を載せた「親和性の法則の研究」においてベルトレはベリ

マンが提唱した「選択的親和性」という概念を批判し、それを物体の質量に基づいて考え

直そうとしたのだが、「物体の親和性の強さというものは
、、、、、、、、、、、、、、、

、物体の質量によって変化する
、、、、、、、、、、、、、

のではないか
、、、、、、

」という彼の着想はヘーゲルにとっては画期的と思われたのである（①）。

その場合、中和を引き起こす選択的親和力は量に基づく規定となり、その質的側面は弱め

られる、というよりも否定されてしまうことになる（②③）。そもそも化学における選択

的親和性の従来の概念は、親和性をもった酸と塩基が結合し、それ以外のものは排除され

るというように親和性を単純に考えるものであった。少なくともヘーゲルはそう理解して

いる（④）。それに対してベルトレの「化学的質量の作用」という考えに従うならば、或

る塩基 A に対して酸 α、β がある場合、仮に α の方により強い選択力が働くとしても、β

の方も排除されることなく A と結合しうるのであって、ただその結合の際の比例関係が

異なっているだけだということになる（⑤）。ベルトレによれば「選択的親和性」という

作用が働いているように見えるのは、物質そのものの質的本性によるのではなく、反応が

起きる際の事情 Umstände によるということ、すなわち親和性だけでなくそれが発揮され

るときの諸条件が作用するからである（⑥⑦）。そしてそうした諸事情が取り除かれるな

らば、中和反応は純粋に化学的質量に従って生じ、選択的親和性というものは「外面的な

変容」にすぎないということが分かるということになる（⑧）。 

では、この段落でベルトレに言及することでヘーゲルは何を示したかったのだろうか。

⑧の最後を読むとベルトレは物質間に選択的親和力が働いているのではなく、いろいろな

諸事情の下でそうした力があるように見えていると言っているので、むしろ選択的親和性

を否定しているように聞こえるし、その上、質的規定性をすべて質量によって理解しよう

とする彼の理論は度量から質的側面を消し去るという試みをしているようにも読めてしま

う。そしてここでヘーゲル自身は触れていないが、ベルトレが自分の理論の基礎にしてい

たものはヘーゲルの嫌っていた粒子哲学であり、ニュートン力学だっただけになおさらで

ある。だから実際ヘーゲルはベルトレを非難するためにこの段落を書いたという誤解が生

まれてしまうのも無理はないが、しかしこの段落では明らかにヘーゲルは、ベリマンを批

判して新しい親和性概念を作ったベルトレに賛同し、その理論に依拠して自分の論理学の

構築しようとしているのである11。ではいったいベルトレの理論とヘーゲルの論理学とは

どこで響きあったのであろうか。それには二つのことが考えられる。 

第一に
、、、

、カテゴリーの純粋性のことである。塩の複分解という現象を親和性によって説

 
11 例えば寺沢氏は、選択的親和性の概念を相対化するベルトレの見解はヘーゲルにとって好ましくない

ものであったと解し、ベルトレの試みを理解しないと言ってヘーゲルを非難している。寺沢訳 449-450

頁、注 40 を参照。こういう誤解に対し、ヘーゲルがベルトレを高く評価していたことは渡辺氏の研究

（渡辺、1990）によって明らかである。また論理学との関りは書いていないが、Snelders の論文を読む

と、ヘーゲルがベルトレに依拠していたこともよく分かる。 
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明することは、そこに熱や圧力など外的な作用を考慮することなく、物質自体の備える力

によって説明することである。そこでヘーゲルは「選択的親和性」は化学的カテゴリーで

ある以上にすでに論理的カテゴリーとしての資格をそなえていると理解し、それを論理学

に熱心に取り込もうとしたのだと考えることができる。 

第二に
、、、

、その親和性の概念がベルトレ理論によって量と質という両概念の関係として厳

格に規定できるようになったことである。先の④の引用に見られるように、選択的親和性

の概念を単純化して捉えてしまうと、親和性はむしろ純粋に質的な力
、、、、、、、

として働いているこ

とになってしまいかねない。ヘーゲルが懸念しているのはそこである。なぜならヘーゲル

は親和性を純粋に質的カテゴリーとしてではなく、度量のカテゴリー、つまりそこでは質

はあくまでも定量によって基礎づけられていて、その意味で量の限界を越えることのでき

ないカテゴリーととして考えているからである。その意味で「様々な諸事情を除去するな

らば、諸物質間の化合はそれらの物質の質量によって決まる」というベルトレの説こそが

「量によって質が規定される」という自分の度量概念に化学的な根拠を与えてくれるもの

であり、「選択的親和性」を度量のカテゴリーとして正当化できるとヘーゲルは考えたは

ずである。 

 

ヘーゲルが求めているもの――定量を特質化する規則を認識すること〔4〕 

そこでヘーゲルは次の段落〔4〕で比重という量的規定性が選択的親和性と同じ課題を

もっていることを指摘しようとする。 

諸物体の比重とは度量論の第二章「実在的な度量の比例関係」で登場した概念で、或る

一つの基準となる物体を想定して、それと同じ体積当たりの重量をはかってそれらを比較

し、その比例関係のなかで或る一つの物体に固有の数値として定められるものであった。

それをヘーゲルは「比の指数」と言いかえているが、この指数は比較という外からの反省

によって得られる定量であるから、基準となる物質は何であってもよいし、それと比較し

て得られた数値はどの物体にとってもその固有の在り方を表すものではなく、外的な数で

しかない。それにもかかわらずこのような比重によってそれぞれの物体は互いに区別され、

質的自立性を獲得し、それらが一つの系列をなす。〔4〕の①～③でこう回顧してから、

彼はそこにある課題について次のように述べている。 

 

 「〔4〕④しかしこれらの区別が規定一般として〔定量を〕特質化する単位を根底にも

っており、そして一定の質化は自分の区別する働きのうちにある自己同一性、つまり規

則であることによって、比重の系列
、、、、、

の比の指数を体系
、、

として一つの規則
、、

から認識すると

いう課題が現にあるのであって、その規則が算術的進行を特質化して調和的結節の系列

にするのである。そうした結節のどれに対しても一つの指数が対応せねばならないだろ

うが、その指数とは現前している物体の比重の定量である。⑤こうして比重の単一な諸

数――つまりそれ自身では没概念的な直接態をもち、それゆえいかなる秩序をも示すこ

とができない諸数が――諸々の比例関係の最後の成果
、、

として現れて、その成果において

根底にある〔定量を〕特質化する規則が認識可能になることであろう。⑥――同じ要求

が先に挙げた化学的親和性の系列の認識に対して出されているのである。」（214/349-350） 
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 指数によって質的に自立した諸々の物体の区別の根底には或る自己同一的なものがある。

それが「規則」だとヘーゲルは言う。規則は第 1 章 B に位置づけられたカテゴリーであ

るから、第 2 章で論じられた比重について使われるのは厳密な意味ではおかしいのである

が、それを「区別のなかにおける自己同一的なもの」と大きく理解しておくならば、ヘー

ゲルが求めているものが何であるかは分かる。つまり度量論は「比重の系列
、、、、、

の比の指数

を体系
、、

として一つの規則
、、

から認識するという課題」、一般的に言えば、諸々の物体を、そ

れを質的に規定している定量に従って体系化し、そこに働いている普遍的なものを理解す

るという課題をもっているということである。個々の物質の質を作り出す定量（次節で言

う「結節」）の系列は無秩序な数の羅列のようにみえるかもしれないが、その根底に働い

ている一つの意味ある自己同一的なものを認識することによって、区別されていた諸物質

は一つの系列（「調和的結節の系列」）に整理され、体系的な認識への道が開ける。それ

こそが比重のようなものを観察する場合の化学の課題であるが、それは選択的親和性の考

察においても同じで、物質間の親和性の違いによってできる指数の系列のなかにある普遍

的な規則を認識することそれこそが課題だとヘーゲルは言いたいのである。 

 その後の段落〔5〕でも比重を例にとった話が続く。比重とは量でありながら質的な関

係を形成するものでもある。だからヘーゲルは比重を自分の度量概念の正しさを示す格好

の例だと考えたのであろう。その正しさを彼はさらに「比重の中和
、、

」（215/350）と彼が言

う現象のなかにも見ようとする。「比重の中和」というのは諸々の物体の「科学的な結合」

ばかりでなく、単なる「アマルガム化」（今では水銀を含む合金のことだが、ヘーゲルは

ここで一般的な混合
、、

のこと考えているように思われる）や「合体」の場合に起こる比重の

変化のことを指している。さらに彼は体積の違う二つの物体を混ぜ合わせた場合に混合物

の体積はその和にならないという例も挙げている。だからこの場合彼が「比重の中和」と

言っているのは酸と塩基との中和のことではなく、二つの液体を混ぜ合わせた場合にでき

たものの比重が元の二つの物質の比重から変化するという現象、いまでは中和とは区別さ

れて「混和
、、

」と呼ばれているもののことである。こうして混和によって比重や体積などの

量的関係が変化するということから、彼は元の物質がもっていた量的規定がその物質固有

の質的規定をつくりなしていたことが明らかになると述べて、こう結論する。「〔5〕⑤し

たがってここで比重の定量は、たんに固定的な比
、
較数
、、

としてではなく、変動可能で他の

比重〔寺沢訳では「他の物体」〕とともに特殊な中和をつかさどる比の数
、、、

として自己を外

化させる」（215/350）。比重のような定量は単に物質そうした比較の結果でてくる変化し

ない固定値ではなく、それらが中和・混合すると別の数値に変化することから分かるよう

に、諸物質の関係とともに変化し、質の変化をもたらすという、変動する数として現れる

というのである。 

 ヘーゲルは明らかにここでもなお「中和」と「混和」を区別しないで使っているために

現代の知識をもつ私たちが読むと混乱させられるが12、ヘーゲルの言いたいことは簡単で

 
12 現代の知識からすると中和と混和を同一視するのは間違いであるが、当時にあってはその区別ははっ

きりと認識されていなかったらしい。ベルトレは「化合」と「溶解」とを区別していておらず、彼にと

っては「溶液」は化合物であったという指摘もある（清水、47 頁）。ベルトレをよく勉強したヘーゲル

がそうした考えを無批判に継承したのかもしれない。 
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あって、物体の質を規定するものは個々のものが独自に備えている定量なのであるから、

物質どうしが関係することでその定量が変化すれば質も変化するということである。 

 

二版におけるベルツェリウス批判 

 二版では初版の〔3〕と〔4〕の間に 5 段落にわたる長いベルツェセルス批判が挿入さ

れた（二版の【4】～【8】）。初版刊行後にヘーゲルは新たにベルツェリウス（Jöns 

Jakob Berzelius, 1779-1848）の理論を詳細に検討し、そして激しく拒絶した13。その理

由は何だったのか。ここでは第二版で追加されたヘーゲルによるベルツェリウス批判から、

要点を 3 つに絞って検討しよう14。それは以下の通りである。 

1．化学的原子論を採用したことに対する批判：ヘーゲルによればベルツェリウスの考え

はベルトレの考えの反復にすぎず、ただそれが「無批判的な反省の特異な形而上学」

（2:357/251）によって飾られているだけである。「形而上学」だというのは彼の理論に

おいては感覚的表象が経験に与えられていないのに、思考規定を適用しているというまっ

たくカント哲学的な意味で使われている。具端的にはベルツェリウスがドールトンの化学

的原子論を導入したことを指している。つまりベルツェリウスの理論は「原子」という経

験によって捉えられない表象を前提しているから、形而上学だと言うのである。テキスト

の議論を単純化して少しだけ紹介しておこう。ベルツェリウスの見解では例えば混合溶液

の体積が総和にならないのは溶媒の原子間に空隙があるからだというのであるが、これに

対してヘーゲルは、間隙とは溶媒のない空間ということだから溶解した物体が空隙のなか

にあるならば溶媒の外にあるということになって溶解していることにはならないではない

かと反論する。そして「経験のうちに示されておらず・本質的に自己に矛盾し・そのう

え他のやり方によって裏付けられもしないようなあれこれの表象
、、、、、、、

をこしらえる必要がど

こにあるのか理解できない」（2:357-358/252）と言い、そのような「形而上学」によっ

て何も確証されることはないと批判するのである。ここではヘーゲルがあたかもカント主

義者あるいは実証主義者のように振る舞っている。（【4】、2:356-358/251-253）。 

2．外延量の立場に陥ることに対する批判：ベルツェリウスは微粒子説（原子論）の立

場を採用したわけであるから、中和のような現象においても粒子どうしは互いに並列的関

係にあり、したがってそこで問題になっているのは量だけであって、諸物質が混和される

際の比例関係が違うために体積の違い等が生まれるにすぎない。したがって彼の理論は外

延量の立場にすぎないとヘーゲルは考えている。それにもにもかかわらず、自分の立場に

反するはずの「親和度」という表象も説明する際に使っている（【5】、2:358-359/253-

255）。だが、ベルツェリウスのように親和性を量的な区別に帰着させるならば、選択的

 
13 ヘーゲルが確実に読んでいる文献として挙げることができるのは、『化学的比率の理論と電気の化学

作用についての試論』（Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l’influence chimique 

de l’électricité. 1819）、そしてその内容を（第三巻の冒頭部分に）含む『化学教科書』（Lärbok i 

Kemien, 1808-1830、全 6 巻）の、フリードリヒ・ヴェーラー（  F. Wöhler）によるドイツ訳

Lehrbuch der Chemie（1811 以降、全 5 巻）である。 

14 ベルツェリウスに関するヘーゲルのテキスト全文を理解するためには、渡辺（2007）をぜひ参照して

いただきたい。ヘーゲルのベルツェリウス批判は『エンツュクロペディー』の§330 の注にも詳しいが、

それについても渡辺氏が詳細に検討しており、こちらも必読である。渡辺（1994）を参照。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC
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親和性は否定されることになる。彼は諸物質の間に示される排斥的性格をいろいろな事情

（外的な諸規定、化合物の凝集、不溶性など）に還元する。しかしヘーゲルによればこれ

では選択的親和性うちには質的なものは無視されてしまうことになるので、彼は「質的

なものそのものとともに新しい秩序が始まるのであって、その秩序の特質化はもはや量

的な区別にすぎないものではない」（2:359/255）とベルツェリウスを非難している。（【6】、

2:359/255） 

3．「電気現象と化学的現象の同一視」という批判：ベルツェリウスは「化学的親和力」

と言われていたものの正体を、帯電した微粒子が互いにその電気的な力によって引き合い

結合することだと考えた。これが彼の電気化学理論（la théorie électro-chemique）あるい

は電気化学的二元論と呼ばれているものであり、現在いうところの「イオン結合」の先駆

けとなった画期的理論である。それに対しヘーゲルは、そのような理論は化学的な反応と

電気現象とを同一視し、親和性を「対立する電気の中和」に還元する浅薄なものだと切り

捨ててしまう。ヘーゲルによれば、この理論では「前者〔電気〕一般とそれの中和とは

一時的
、、、

なことあり、物体の質にとっては外的
、、

なものにとどまるが、化学作用はそれが働

く中で、とりわけ中和のなかで物体の質的本性全体を要求して変えるということ」

（2:360/256）が見逃されている。つまり科学的中和反応が起こるとそこには持続する新

しい質の物質が形成されが、電気の+と－との対立は一瞬にして解消され消えてしまうの

だから、電気化学説によってはリヒターが作った親和性の量的比例関係の体系も物質の序

列も解明されないと言うのである。ベルツェリウスの試みはリヒターのなしたような

「これらの偉大な発見を経験の道の外にある、いわゆる粒子論の荒れ野とごちゃまぜに

すること」（2:361/257）だとヘーゲルは容赦しない（【7】、2:359-361/255-258）。さらにヘ

ーゲルによれば、化学的親和性の現象は、物体が+と－という対立する電荷を帯びている

という電気的現象から十分に説明できない。なぜならベルツェリウスは選択的親和性の結

果であるように思えるものは、各物体のうちの電気的極性の強さによると言うのであるが、

ヘーゲルに言わせれば、「より大きな強度」というカテゴリーは選択的親和性と同様の形

式的なものだからである15（【8】、2:361-362/258-259）。 

最後にヘーゲルは、ベルツェリウスがその「あらゆる科学的な比例関係に押し広げら

れた比率の理論」（2:362/259）の功績によって得た名声を全否定するわけではないが、そ

のような功績もそれに便乗する「不出来な諸カテゴリーの根拠のない構築物学のための

名声」（同）になるのが常だと散々な評価をしてベルツェリウス批判を終えている（【9】、

同）。ここで彼が「あらゆる科学的な比例関係に押し広げられた比率の理論」と言ってい

るのは、ベルツェリウスの唱えた「化学的比率の理論」（ la théorie des proportions 

chemiques）のことで、それは「化合物をつくっている諸成分の質量比は常に一定である」

ことを表す。例えば現在教科書的に示される数値では水（H2O）の場合 H：O＝2:16 であ

り、二酸化炭素（CO2）ならば、C：O＝12:16 である。化合物の成分が質量比で表せるこ

とはすでにリヒターらも指摘していたが、ベルツェリウスはこの理論を精密に構築してい

った。その結果、化合物を形成する成分あるいは諸元素の質量比が単に一定であるという

 
15 ヘーゲルは電気理論そのものに反感をもっているわけではない。彼自身が「ガルヴァニズム」、つま

り電気を媒介とした化学反応の過程を詳細に研究し、『エンツュクロペディー』の二版で§330 でその

成果を披露している。 
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だけではなく、「2 つの元素 a、b が化合して 2 種類以上の化合物ができた場合、それぞれ

の化合物に含まれる元素の a の量に対する b の量はかならず整数比となる」ということを

発見した。例えば一酸化炭素（CO）と二酸化炭素（CO2）の場合、同量の酸素に対して

化合する炭素の量は CO の方が CO2 の 2 倍になる。これは後に「倍数比例の法則」として

定式化されたものである。ベルツェリウスはこうした重量比が成立するということを普遍

的に説明する理論を求めて「化学的比率の理論」を彫琢していく。ヘーゲルが「あらゆ

る科学的な比例関係に押し広げられた」と言ったのはこのことを指している。 

 

なぜベルツェリウスではなくてベルトレだったのか 

では、なぜヘーゲルはベリツェリウスをここまで執拗に攻撃したのであろうか。その理

由を明らかにするにはヘーゲルの自然哲学における化学論を詳細に研究する必要があるが、

しかしここでは論理学に関わる限りでその理由を考えておこう。 

ヘーゲルがベリツェリウスの理論を拒絶する最大の理由が、ベリツェリウスがドールト

ンの理論を支持して原子論を本格的に化学の理論的基礎として取り入れたことにあること

は間違いない。ヘーゲルにとってあらゆる現象を諸原子の離合集散で説明する原子論では

機械論的自然観を克服できないし、さらに均質的な原子を実体とする限り、質の生成が理

解できず、化学もまた量の科学として整えられることになってしまう。さらに原子論に電

気化学理論を合わせて「電気的極性をもった原子」の存在を仮定して、中和という化学的

結合が電荷を帯びた諸原子どうしの引き合いとして説明できるということになれば、化学

が質を排除した純粋な量の理論として成立することになるはずである。それではここでヘ

ーゲルが量と質との統一を作り上げる論理学を表すカテゴリーとして位置づけた「親和性」

も無用の長物と化してしまう。それこそが「選択的親和力」を論理的なカテゴリー、すな

わち真理を表すために必要不可欠な概念として位置づけようとするヘーゲルが容認できな

かったことなのであろう。 

だが以上のように推測してもなお疑問は残る。ベリツェリウスの理論はヘーゲルが高く

評価し自分の度量論に取り入れているリヒター、フィッシャー、ベルトレの化学理論の発

展形として登場したものであり、前者を肯定し後者を拒絶するのは首尾一貫した態度とは

言えないのではないだろうか。特にベルトレもまたヘーゲルの拒否している微粒子論とニ

ュートン力学を自分の立場としているのであるから、なおさらである16。 

ただしそういう疑問はすでに原子論が勝利したという化学史の定説を知っている現在の

私たちだから抱く疑問なのかもしれない。ヘーゲルの目に映っていたベルトレの化学理論

は何よりも質的規定態の根拠に
、、、、、、、、、

比重を
、、、

置く理論
、、、、

であって、化学的現象を原子間に電気的引

力の関係に還元できると見るベリツェリウス理論とは全く違い、「選択的親和性」という

カテゴリーを存在の一形態として正当化しうるものとヘーゲルは考えたのだと推測できる。

たしかにベルトレは親和性の働きを諸々の「事情」に帰すような主張をしていたが、渡辺

祐邦氏の理解では「彼〔ベルトレ〕は化学的親和力を否定したのではない。彼はただ、そ

の力の強さを物質の本性によって一意的に定まる恒久的なものとみなす見解に反対した17」

のであるという。ヘーゲルもそのように考えていたことは彼による先のベルトレの祖述か

 
16 これについての詳細は E n g e lh ar d t（1 9 7 6）、Snelders（1986）が参考になる。 
17 渡辺（1990）、5 頁より引用。 
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ら確認することができる。 

とはいえ、科学史のうえで残ったのはベリツェリウス理論であり、そしてのちに「原子

量」という概念が確立すると「選択的親和性」の概念は顧みられなくなる。結果からだけ

見ればヘーゲル自然哲学のみじめな敗北である。では、それを取り込んだ度量の論理学も

やはり失敗なのであろうか。ここからヘーゲルの論理学と科学理論との関係を検討するこ

とが問題になるが、それはもう一つ「結節線」というカテゴリーを検討してからにしよう。 

 

B．度量の諸比の結節線 Knotenlinie von Massverhältnissen 

 

 次いで「B」では度量における質との統一の成果が述べられる。それは一方では量的な

無限進行であるが、他方ではその量的規定が質的な規定態を形成して量的進行を中断する

場合があり、度量全体はいまやそうした質的な「結節」（Knoten）をもつ線的な系列をな

すものとされる18。 

 

１．「結節線」を導出する論理〔1〕－〔3〕（【1】-【3】） 

 

量的なものと質的なものとの相互移行と相互規定〔1〕 

これまで述べられたように、中和において或る酸 A は或る塩基 α と優先的に化合する

選択的親和性をもっているが、他方 A は親和性の低い他の塩基 β とも結合する。したが

ってそれは α とのみ結合し他を排斥するという完全に質的な独自性を持っているわけでは

ない。ヘーゲルはその理由をこの質的区別がなお量的区別に基づいている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことに求めてい

る。 

或る物体において量的なものが質的なものと完全に統一されていて、質が完全に回復さ

れていることであるならば、それはすでに「本質」であるが、ここでの統一はそうした質

の完全な回復ではなく、量は依然として質に対する自立性を保っている。つまりここでの

質と量との統一とは両者が互いに自立性を保ったままで移行しあい、規定しあっていると

いう意味での統一である。その点でこの統一は不完全であくまでも「度量」の領域にとど

まっている。 

この節の〔1〕で述べられるのは、その次元での質的なものと量的なものとの相互移行

と相互規定のことである。 

 
18 Knoten という用語の出自については、クーノー・フィッシャーの説明、すなわち天文学の用語から

の借用であるという説がこれまで流布していた。それによれば、「太陽系に属する天体の楕円軌道が地

球の軌道（黄道）と交差する線が結節と呼ばれ、それと太陽の中心を結ぶ直線が結節線と呼ばれる」（K.

フィッシャー／玉井・岸本訳『ヘーゲルの論理学・自然哲学』、勁草書房、1983 年、67 頁））。だが渡

辺氏の調査ではこれは間違いで、氏によれば（前の「選択的親和性」の「注解」の〔4〕④に出てきた）

「調和的結節」という言葉は音響学ないし音響物理学からの借用で、「振動する物体の動かない部分つ

まり振動節」から来ていて、これを「節」（les nodes）と名付けたのはスイスの物理学者ソシュール

（H.B.Saussure, 1740-1799）であり、その研究を進めて点から線へと、すなわち「結節線」

（Knotenlinie）へ拡げたのはヴィッテンベルクの音響学者クラドニ（E.F.F. Chladni, 1756-1827）で

あるという。渡辺（2007）83 頁注（50）に詳しい。『エンツィクロペディ―』第三版の「自然哲学」§

301 にはクラドニの結節形成論についての言及が登場する（初版にはない）。ただし、ピュタゴラス学

派が弦楽器の比例関係と同じ比例関係を天界に想定したというよく知られた逸話があるように、天文学

で言う結節がそもそも音響学に由来するものであるし、天文学の勉強をしていたヘーゲルが天文学の用

語としての結節を意識していたとしても不思議はない。その意味で両説は並存可能である。 
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第一に、質的なものと量的なものとが相互に移行しあう関係がここに成立している。

「選択的親和性」においては「「〔1〕①…〔度量の〕比例関係の項が他の諸指数に対して

自分の諸指数の一つに与える優位〔すなわち選択的親和性〕は、他の指数に対するその

指数の定量に基づいている」（215/350）。つまり「より多いか少ない
、、、、、、、、

かということ」は量

的な規定であり、量的規定態は本来他者に対して無関心であるはずであったが、いまや量

的規定態が他者を排斥する質的なものに転化する。しかしそれを逆から見れば、或る物質

の示す指数という量が他の物質よりもより多いか少ないかは、そのものの備えている質に

左右されるということになる。こうして量的なものは質的なものへ、質的な物は量的なも

のへと転化する。だからいま成立している事態は「〔1〕⑤特質的な比例関係から単なる

量的な比例関係へと移行してしまっていること、そして量的な比から特質的な比への移

行してしまっていること」（215/351）なのである。或る比例関係をもつ質的なものが他の

物質と選択的に結合する根拠は、やはりその量の多い少ないに基づいているのである。 

 第二に、ここでは質的なものと量的なものは単に相互に移行しあうだけでなく、同時に

一方が規定するものであり、他方が規定されるものとなって、互いに規定しあう関係にあ

る。「〔1〕⑩…両契機のどちらもが規定するものとして出現し、この規定するもののなか

では他方の契機は揚棄されたものとしてのみあり、またそれとともにどちらの揚棄され

たものとしてある」（215/351）。したがって両契機は一方が変化すると、他方も変化する

という相互関係のうちにあるわけである。例えば或る物質の一定量が人体にとって薬とし

て働く場合、それを薬としての質をもつものとして働かせるためには、一定量を守って服

用しなければならない。「薬である」という質と一定の服用量とは互いに関係しあってい

るわけである。 

 だが、この〔1〕は二版ではすべて削除され、対応する段落はない。ここで述べられる

ことはこれまでのまとめ以上のことではないからであろう。 

 

度量の自立性と連続性――「結節線」の導出〔2〕・〔3〕・〔4〕① 

 続く〔2〕・〔3〕では、このような自立性と連続性の両側面をもつ度量が「結節線」を

形成するようになることが語られる。 

まずヘーゲルは次のように言う。「〔2〕③排斥するものは、一方では自己自身を維持す

るものとして自己を他のものへ連続させるが、それの他のものとは量的なものであり、

したがって特有のものを触発しない無関心的な区別である。しかし他方では排斥するも

のは質的に他のものから区別されている。それはこの自分の他在において、他の比例関
、、、、、

係
、
になり、またそれとともに他の度量となる。」（216/351）――これはかなり言葉足らず

の説明なので、補って解釈しておこう。前節の結論として規定された量的比例関係は或る

物質 A に特有の質を形成している。ところで「質的である」ということは他のものから

自立していて、他のものを自分から排斥していることである。しかしこの他者 B の備え

ている質もまた量的比例関係に基づいている。ところが、量というのは区別に無関心的で

他者を排斥しない規定であるから、A と B とは量的進行のなかでは連続している。した

がって、一方の量的規定が変化すれば A が B に、逆に B が A になることがあり、総じて

或る度量が他の度量になることがあるわけである。 

 そこでヘーゲルは〔3〕にはいるとこの関係を「〔3〕⑤二重のもの」（216/352）と言う。
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すなわちここでは一方
、、

では
、、

「〔3〕⑥ある度量から他の度量へと移行してしまっていると

いっても、それは外的で、連関しておらず、一方は他方なしに存在していて、どちらも

直接的な度量として現象する。それらはより多いか少ないかによって区別されるのであ

って、このことはそれらにとって外面的で無関心的であるところの比較
、、

のうちにおける

両者の関係である」（同）。或る度量 A が他の度量 B へと移行すると言っても、それぞれ

の度量をもつ物質は別な質をもつ自立したものであるから、直接的な度量が別々に並び立

って現象しているというように見える。しかしそれらは多い少ないという量によって区別

されている。ところが量とは無関心的に増減できるものだから、量の区別は外的な比較に

よってはじめて付けられる。したがって A と B との区別も、それらを関係づける根拠は

それら自体には備わってはいるわけではないから、外から量を比較することによってしか

作り出されえないことになる。しかし他方、「〔3〕⑦だが両者また規則を基礎にもってい

て、質的な区別として互いに対して振る舞う。というのも定量は自分の規定態を特有化

のうちにもつからである」（同）。二つの度量は互いに他者として質的に区別されるので

あって、その区別は個々の物質のもつ定量が特有化される際の規則を通じて確定される。 

以上の叙述はあまりに形式的で何を念頭において言っているのか分からないから、後の

「注釈」の例に出てくる酸化鉛の例を先取りしてもうすこし解釈してみよう。――

「〔2〕④酸化金属
、、、、

、例えば諸々の酸化鉛は酸化の或る量的な点において形成され、色や

他の諸々の質によって区別されている。それらは徐々に互いに移行しあうのではなくて、

先に述べた諸結節の間にある諸々の比例関係は或る特有の定在としては出てこず、どの

ような生成物をも作り出すこともできない」（218/355）。――鉛と酸素が 1：1 の比で化合

すれば酸化鉛（PbO）となるが、1：2 で結合すれば二酸化鉛（PbO2）となる。酸化鉛と

二酸化鉛とは別な度量をもった別の物質であって、それらは鉛と結合する酸素の量を比較

することによって区別される。鉛と酸素は 1:1 そして 1:2 の比率で結合すればそれぞれ別

の物質となるが、この比以外の割合、例えば 1:1.5 などでは区別は生まれず、鉛は自立し

た酸化鉛にはならない。つまり酸素が 1:2 の割合で規則的に鉛と結合することによって質

的な区別が生まれ、それぞれが別な酸化鉛となる。このように二つの酸化鉛は単に結合す

る酸素の量の多寡によってではなく、結合する量の規則によって別々に特有化され違う質

をもつに至る。そうなると、個々の物質が量的な増減の線に沿って並んで自分の質的な特

性（「結節」）を規則的に示すことになる。これがヘーゲルの言う度量の「結節線」である。 

 

「〔4〕①したがって自立的な諸度量は、単に量的にもまた質的にも互いに区別されて

いて、互いにまったく外的でもありまた規則によって規定されてもいながら、より多い

か少ないかという目盛りに沿って度量の結節線
、、、

を形成する。」（216/352） 

 

ところで、二版ではこの〔2〕と〔3〕に内容的に対応し、結節線を導出する役割を担

っているのは「B」の【1】-【3】である。叙述は全部書き替えられた。そこを読むと初

版のテキストを補って理解を進めてくれる叙述があるので、紹介しておこう。 

二版では前節までに形成された規定、排斥するものが「区別された諸契機〔質と量〕

との否定的統一としての中和態」（2:364/261, 【1】①）と言われている。この「中和態」

Neutralität は量的な比例関係であるとともに自己関係する質的なものであるが、【2】では
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それが「存在的で質的な基礎――持続する物質的な基体」（2:364/262）と呼ばれている。

つまりそれは鉛のような物質のことを指しているのであるが、そうはっきりと言われたこ

とで話が分かりやすくなっている19。そして「【3】①排斥的な度量は…それだけで〔対自

的に〕存在していながら自己に外的であり、自己を自己自身から突き放し、自己を或る

量的にすぎない他の度量として措定するとともに、同時に他の度量でもあるような他の

比例関係としても措定する。〔排斥的な度量は〕それ自体において特有化する統一、自分

のもとで度量の比例関係を生み出す統一としても規定されている」（同）。ここで「排斥

的な度量」と言っているのが鉛のような基体であるが、それは独立した質をもった物体、

それ特質的な比例関係をそなえたものでありながら、同時に量的に増減するなかで、また

他の比例関係へと変化しうるものでもある。例えば鉛の酸化の比の変化は鉛という一つの

基体に即しておこなわれ、1：1（酸化鉛）という一定の親和性にとどまらず、1：2（二

酸化鉛）にも変化し、酸化の系列を作る。その点においてここに成立する比例関係はこれ

までの親和性とははっきりと区別されている。親和性においては「【3】②…一つの自立

的なものが他の質の自立的なものへ、およびそうしたものの系列へと関係する」（同）が、

いまや「それら〔の比例関係〕は、一個同一の基体のうえで、中和性の同じ諸契機の内

で成り立つ」（同）。つまり親和性の場合には二つの物質の間に成立する比例関係のこと

が考えられていたのであるが、結節線の場合には一つの基体のうえで「【3】②量的に異

なっているにすぎない様々な比例関係」（2:365/262）が展開される。こうして一つの基体

の上でそうした諸比例関係が目盛りに沿って増えたり減ったりすることによって度量の結
、

節線
、、

を形成するというわけである。このように、初版の形式的な解説が二版では分かりや

すく改善されている。 

 

２．度量の無限進行と飛躍 

 

度量の無限進行〔4〕②以下 

 こうして諸々の自立した度量（をそなえた諸物質）は、一方ではそれぞれが自立してい

ながら、他方で一定の規則に従って互いに関係づけられてもいる。この二重性をヘーゲル

は量的な目盛りに沿って形成される「結節線」というカテゴリーによって一つにまとめる。

こうして「結節線」という概念が登場したことで、度量の概念はほぼ完成させられた。先

の引用（〔4〕①）に続いて次のようなその分かりやすい説明が書かれている。 

 

 「〔4〕②一つの度量の比が現存しているが、これは自立的な定在であり、他のものか

ら質的に区別されている実在性である。③そのような定在は同時に、それが諸々の定量

の比例関係に基づいているがゆえに、外面性と定量の変化に対し開かれていて、そして

その限りにおいて、定在を変化させるものは無規定な他のもの一般、偶然性、外的な諸

事情である。④この定在はある幅をもち、その幅の内ではその定在はこの変化に対して

どこまでも無関心で、そして自分の質を変えることはない。⑤しかし量的な比例関係の

〔質的な〕変化の〔起こる〕一つの点が現れる。その一点とは、そこにおいて質が変化

 
19 ヘーゲルは「中和」Neutralisation という言葉を酸と塩基の化合現象を指すともに、それによって

形成された物質を示すのに使っている。渡辺 2007、84 頁注(52)を参照。 
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し、あるいは定量が自己を特有化するであることを明らかにする一点であって、そこに

おいて、それ自身が度量であり、それとともに新らしい質であり、また新らしい或るも

のである、そういった他の量的な比例関係が生じてくるのである。」（216-217/352-353） 

 

このテキストには「結節」という言葉は登場しないが、「結節」に当たるのは特有な度

量の比をそなえた質的な、つまり自立的な定在であり、酸化鉛といった一つの物質として

定在するものである。しかしこの質的な定在も元々量的比例関係に基づいて規定されるわ

けだから、さまざまな偶然的でその物質にとって外的な諸事情に左右され量的に変化する。

しかし量的に変化してもその定在は一定の幅で自分の質を変化させない。しかし量的変化

が進むと、或る一点で新しい量的比例関係が生成して新しい質が生まれる。鉛と酸素との

比率が 1:1、1:1.5、1:1.8 と変化しても、生成するのは酸化鉛でしかないが、比率が 1:2 に

なったとたんに二酸化鉛という新しい結節が誕生する。そしてこの結節どうしの関係につ

いては、以下のように言われる。 

 

「〔4〕⑥質的なものと量的なものが一般に互いに対し質的に振る舞うことによって、

先行している比例関係は、自分の他者〔すなわち〕自分が帰着する根底である量的なも

のに質的に関係するが、その限りにおいて、最初の比例関係に代わって現れる比例関係

もまたこの最初の比例関係によって規定されている。⑦しかしこの新らしい或るものは

また先行するものに対し無関心的に振る舞いもする。というのも両者の区別が定量の外

的な区別だからである。したがってそれは先行するものからではなく、直接的に自己か

ら現れ出るのである。⑧新らしい質あるいは新しい或るものは自分の変化の同じ進行に

従わせられていて、それが無限に続くのである。」（217/353） 

 

量的変化の中に結節として生まれてくる諸々の質 A、B、C…は互いに無関心であるが、

しかし一つの物体がとる様々な比例関係として一つの線上に前後に並んでいて、その限り

互いに規定しあってもいる。そしてこうした結節をもつ量的進行は無限に続くことになる。 

ここで不審に思えるのは、化学物質を念頭に置いて考えるならば、ヘーゲルが後に挙げ

る酸化鉛などの例を見ても、結節線の進行は無限ではなく一定の長さの系列しかもたない

ことである。鉛はいつまでもより多くの量の酸素と結合し続けるわけではなく、酸化によ

ってできる鉛の種類には限りがある。ヘーゲルがそのようなことを知らないはずはない。

ということは結節線における無限進行とは、量的連続性という以上の意味は持たないこと

になる。（ここは二版【4】とほぼ同じである。） 

 

漸進的変化と飛躍的変化〔5〕 

 最後に、この結節線を形成する量的変化の進行には「漸進性」と「飛躍」という二つの

側面があるとヘーゲルは言う。 

 

 「〔5〕①ある質の進行が量の不断の連続性のうちにある限り、一つの質化する点へと

接近していく諸々の比例関係は量的に考察され、もっぱら多いか少ないかによって区別

されている。②変化はこの面から見れば漸進的な変化
、、、、、、

である。③だが漸進性は変化の外
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面的なものにしか関わっておらず、変化の質的なものには関わっていない。④先行する

量的な比例関係は、後続する量的な比例関係に無限に近づくとしても、それはなお別の

実在性である。⑤だから質的な側面から見れば、漸進性という単なる量的な進行は、そ

れ自体としてはいかなる限界でもないが、絶対的に中断されるし、そして新しく登場す

る質が自分の量的な区別そのもののために、消失する質に対して無規定的に他の質、無

関心的な質であることによって、移行は飛躍
、、

であって、消失した質と新らしく現われた

質は〔どちらも〕まったく〔互いに〕外的な質である。」（217/353） 

 

変化の連続性が量的なものである限り、この結節線の進行は漸進性という面をもつ。量

的変化は質にとっては外的でその変化をもたらさず、A は B に無限に近づいていくが、

そのまま B に移行することはない。しかしながら度量においては量的進行が質的な変化

をもたらす。量的進行のなかで比例関係 A が B になるとすれば、その量的進行が中断さ

れ、新しい質 B が前の質 A と無関係に突如として登場してくるのであって、これが飛躍

の側面である。（ここは二版【5】とほぼ同じ） 

 この段落でヘーゲルが言っていることは常識的には理解することは難しくない。だが問

題なのは、「漸進性」とか「中断」、「飛躍」というものは論理的カテゴリーなのかと言う

ことである。特に「飛躍」は或るものの量的変化が意識にとって急激であることを表現す

るイメージにすぎないのではないのかという疑問は出されるだろう。これに関してヘーゲ

ルはたしかに「飛躍」を論理的に規定しようとしている。上の引用に続いて彼は「漸進性」

においては二つの実在性の関連は断ち切られていると評価し、こう言う。 

 

「〔5〕⑦…〔ここに〕措定されているのは、両者〔二つの実在性〕のいずれもが他方

の限界ではなく、一方が他方に対し端的に外的であるということ、すなわち、たんなる

量的な進行のうちに、直接的に先行するものと後続するものとは質的に区別されている

諸定量の比例関係が示されていて、またこれらの比例関係に対して、外的で質的に無関

心的であるにすぎない比例関係が特質的な比として自己を表わすということである」

（217/353-354）。 

 

漸進性のなかに現れる質的変化は二つ物質を互いに無関心な別なものにしてしまう変化

であり、その意味で単なる急激な漸進性とは考えられていないのがここから読み取れる。

そしてヘーゲルは次の「注解」をほとんどこの「飛躍」に当てて説明しようとしている。

それを見てみよう。 

 

３．「注解」における結節線の例――論理学における「飛躍」の扱い 

 

 以上の「結節線」に関する叙述はまったく抽象的で、読者は何をそれで考えたらいいの

か戸惑うほどである。だがヘーゲルにもそのことは分かっていたのだろう。彼は「注解」

でその例を挙げて解説を加えている。そこには（1）自然数と和音という数学的関係をと

るもの、（2）化学的結合、（3）道徳と国家という三つの分野から例が挙げられている。 
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（1）自然数と和音の例 

 

自然数は結節線なのか 

まず結節線の例の第 1 群として挙げられるのは「自然数の体系」である。「〔1〕②それ

〔自然数の体系〕は一面では単なる量的な前進と後退であり、付け加えたり除き去った

りすることが続くことであるが、そのためにどの数も先行する数および後続する数に対

して、これらの数がまた自分たちに先行する数と後続する数に対してもつのと同じ算術
、、

的な
、、

比例関係もっている。等々。③だが、これによって成立する諸々の数は、先行ない

し後続する他の数に対して、それらの数の一つのそうした倍数を整数〔整数倍〕として

表現するとか、あるいは冪ないしは根であるというような特質的な比
、、、、、

例関係もまたもっ

ている」（217-218/354）。――自然数の系列は単なる量的な進行にすぎず、単位である 1

が増減することにすぎない限り、「算術的な比例関係」でしかない。しかし 1,2､3 という

系列の整数倍は単なる量的関係にすぎないのであるから、結節の例としてふさわしいのか

という疑問もわく。そういう疑問がでるのは織り込み済みなのであろう、ヘーゲルは③で

倍数・冪・根を挙げ、それらは「特質的な比例関係」であると言う。おそらく彼は、例え

ば 2 は 4 の根でもあり、そして 3 は 9 の根、4 は 2 の冪である等々のことを考えているの

であろう。その場合何の根でも冪でもない「素数」はどうなるかと言うと、どの素数も 1

の倍数であるというのであろう。その意味でそれぞれの自然数は互いに無関心な単なる量

的関係ではなく「特質的な比例関係」をもっていて、「結節」と見なすことができると彼

は捉え、自然数の体系が「結節線」とみなせるのだと主張しているのだと考えられる。 

 

和音は結節線なのか 

次に挙げられるのは和音の例であるが、そこには単なる自然数よりも複雑な数的関係が

ある。たしかに「〔1〕④…協和音の比例関係は量的進行の音階において一つの定量を通

じて登場する」（218/354）のではあるが、しかしその比例どうしの関係においては「〔1〕

⑤後続する音は基音からどんどんと遠ざかるように見え、また数が算術的に進行してい

くことによってますます違った数になっていくようにしか見えないのに、むしろ突然に、

復帰が、〔すなわち基音との〕不意の一致が現れる。その一致は直接に先行するものによ

って質的に準備されたわけではなく、遠隔作用 actio in distans として、遠くにあるもの

との関係として現れる」（同）。或る一定の振動数をもつ音 A は、また別の振動数をもつ

音 B と或る一定の比で協和する点 α をもつが、B がその振動数を増して（減らして）い

くとその協和は不協和に変わる。ところがそのまま B の振動数を増やして（減らして）

いくと、突如としてまた協和する点 β が現れる。比 α と比 β とは独立した協和音であると

同時に、まったく別の協和音だというわけではなく、量的に連続した線上に並んで成立す

るという関係をも持っている。この点で諸和音は単なる自然数の関係よりも結節線の例と

してふさわしいように思える。もっともヘーゲルはもともと結節線 Knotenlinie という言

葉を音響学から取り込んだということであるから20、それは当然なのかもしれない。 

こうして次のように結論される。――「〔1〕⑥ただの無関心的な比例関係に沿った進

 
20 渡辺 2007、83 頁。 
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行は先行する特有の実在性を変えず、あるいはまたそうしたものをまったく形成しない

のであるが、そうした進行は突如として中断され、そして、その進行が量的な観点から

同一のやり方で継続されながら、それとともに飛躍を通じて或る特質的な比例関係が立

ち現れる」（218/354-355）。ここではヘーゲルは明らかに「飛躍」を存在論的に位置づけ

ている。 

 

（2）化学的結合の例 

 

化学的結合における結節線 

しかしヘーゲルが本文で結節線というカテゴリーを導き、飛躍を主張したのは中和とい

う現象を通してであり、それはこの注解の〔2〕で扱われている。 

 まず「〔2〕①化学的結合
、、、、、

においては混合比が累進的に変化する際に至る所でそのよう

な質的な結節と飛躍が現れて、二つの物質は、混合の目盛りの特定の点の上で特殊な諸

質をもつ生成物を形づくる。②これらの生成物は単に多いか少ないかによって互いに区

別されているのでもなければ、先の結節比の近くにある比とともに、いわばただ弱い程

度ですでに現存しているのでもなくて、それらの生成物は、そのような点そのものに結

びついているのである」（218/355）と言われ、結節が量的変化とともに徐々に形成される

のではなくて、突如として現れることが改めて指摘される。 

 その例として挙げられているのが酸素と窒素の化合物である。――「〔2〕③例えば酸

素と窒素を結合させると種々の酸化窒素や硝酸ができるが、それらは混合の一定の量的

比のもとで現れるのであって、本質的に異なる質をもっている。そのためにその中間に

ある混合の比においては、どのような結合も特有の現実存在も生じてこない」（同）。そ

してこの間（④⑤）にすでに取り上げた酸化鉛の例が出され、その後で、「⑥中間の比例

関係を通過することなしに或る度量の比に基づき、かつ固有の諸質をそなえた或る特有

の結合が現れる」（218-219/355）と結論される。――酸素と窒素の結合によって生成する

酸化窒素には、たしかにヘーゲルの言う通りそれぞれの結合する割合に応じて質の異なる

化合物がある。現在だと 8 種類知られているが、例として 4 つ現代の化学式と共に挙げる

と、一酸化窒素（NO）、一酸化二窒素（N2O）、二酸化窒素（NO2）、四酸化二窒素（N2O4）

などである。ヘーゲルが硝酸を挙げているのは、それが HNO3 で酸素と窒素の化合物だか

らである。彼はこれらは「混合の一定の量的比のもとで現れる」と言っているが、上の 4

つの量的比（重量比）N：O はそれぞれ 1：1、2：1、1：2、4：2 である。 

ただしこのヘーゲルの説明には重大な欠陥がある。それはこうした化合をヘーゲルのい

うように量的比例関にもとづく質的変化＝結節として説明することができないことである。

寺沢氏も指摘している通り21、量的比例関係にだけ基づいて質的区別（結節）を捉えよう

とすると、一酸化二窒素（N2O）と四酸化二窒素（N2O4）の場合にはどちらの重量比も

結局 2：1 になるので、質的区別ができなくなる。つまり質的なものの生成を重量比だけ

で捉えようとすることはできないのである。また重量比に基づくだけでは、なぜ質的変化

を引き起こさない量的変化があるのか、なぜある時点で突如として飛躍が起こり質的変化

が生じるのか、科学的に説明もできないままである。 

 
21 寺沢訳、注 52、452 頁。 
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この不満は、次にヘーゲルが出す水の形態変化の例ではさらに強まる。「〔2〕⑦――あ

るいは水
、
は、それの温度が変化すると、たんにもっと温かくなったり冷たくなったりす

るだけではなく、固体・液体・気体の状態を経過していく。こうした様々な状態は徐々

に出てくるのではなく、まさに、温度の変化がただ徐々に進んでいくことが、これらの

点によって突如として中断され停止させられるのであり、別の状態が現われることは一

つの飛躍である」（218-219/355）。――この例は感覚的には非常に分かりやすく説得的に

も思えるのではあるが、しかしこうした水の状態変化は感覚的に感知されるもので、その

説明は化学的でも論理的でもない。ただし水の形態変化はむしろ物理学的であって、化学

的結合の例ではない。 

先の酸化窒素のように飛躍を重量比に基づいて説明しようとするヘーゲルの理論に対し

て、すでにヘーゲルの時代には化合現象を原子論に基づいて説明しようとした理論が成立

していた。ヘーゲルは化合現象を原子論的に理解する理論に反対したが、結局原子論的理

論の方が今日の化学理論として生き残り、化学結合が整数の重量比という「特質的な比例

関係」になるという現象は原子量に基づいて本質的に説明されるようになった。それは私

たちが学校で習う化学式を見れば歴然としている。つまり化学的化合現象は離散した原子

の量的な変化と結合によって説明できるようになった。この点でヘーゲルの結節線理論は

彼が反対した原子論に敗れた理論だということになる。 

それでもヘーゲルはこれを一つの論理に高めてこの段落の最後でこう言う。「〔2〕⑧

――すべての誕生
、、

と死
、
は、継続的に漸進していくことではなく、むしろ漸進性の絶対的

な中断であり、量的なものから質的なものへの飛躍である」（219/355）。 

 

自然に飛躍あり――「発生」と「消滅」は存在する 

 こうしてヘーゲルは量的なものから質的なものが生まれてくることを「飛躍」というカ

テゴリーで論理化しようと試みた。ただし、「飛躍」は論理学上タイトルとなるカテゴリ

ーとして扱われているわけではない。 

 

「〔3〕①自然にはいかなる飛躍もなし
、、、、、、、、、、、、、

〔と言われている〕。そしてありきたりの表象は、

それが発生
、、

または消滅
、、

を概念的に把握すべきときに、すでに指摘したように、発生・消

滅を漸進的な
、、、、

登場あるいは消滅と表象することによって概念的に把握したと思っている。

②しかし、すでに示しておいたことであるが、存在一般の変化とは或る定量から他の定

量へと移行することにすぎないのではなく、質的なものから量的なものへと移行してし

まっていること、およびその逆であり、他になること――それは漸進的なものが中断さ

れることと、先行する定在に対する質的に他のもの〔になること〕である――である。」

（219/355-356） 

 

 ここで彼は漸進性に対してはっきりと質的な変化を「飛躍」として捉えるべきだと考

えていることが分かる。この後で彼は水が氷る例を出してこう言う。「〔3〕③――だから

水は冷されると徐々に硬くなり、そのからどろどろになって徐々に氷の硬さにまで固ま

るわけではなく、突如として硬くなるのである。すでに水が完全に氷点の温度にまで達
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していたとしても、静止状態にある場合には水はまだ完全に液体のままであるが、ほん

のわずかな振動によっても固体の状態になる」（219/356）。ヘーゲルがこのように主張す

る理由は、「飛躍」を考えず漸進性だけで理解しようとすると「発生」と「消滅」が説明

できなくなるからだということがこの後で明かされる。 

 

「〔3〕④――発生が漸進的であるという場合にその基礎に置かれているのは、発生す

るものはすでに感覚的に、あるいは一般に現実的に現存してはいるが、それが小さすぎ

るためにまだ知覚されることができないという表象である。同様に消滅が漸進的である

という場合にその基礎に置かれているのは、それに代わって登場してくる非存在あるい

は他のものもまた現存しているのだが、まだ感じ取れるには至っていないだけだという

表象である。――その場合に現存しているというのは、現前している他のもののなかに

〔それの〕他のものが潜在的に
、、、、

含まれているという意味ではなく、定在としてのその他

のものが単に感じ取られないままに現存しているという意味においてである。⑤それと

ともに発生と消滅は一般に揚棄される。言いかえれば、或るものが定在する以前にその

うちにある自体
、、

、内的なものは、外的な定在の小ささへ転化され、そして本質的な区別

あるいは概念の区別は外的な、単なる大きさの区別へ転化される。」（同） 

 

ヘーゲルがここで批判しようとしているのは、化学史上「前成説」（prefomation theory）

と呼ばれている立場である。「前成説」は古代ギリシャにはすでにあった生物発生につい

ての考え方で、生物の卵のなかにはその個体が非常に小さい形ではじめからあって、それ

が大きくなるのだというものである。ヘーゲルが直感している通り、この考えの核心は発

生とか消滅とかいうことが実際には存在しないと主張するところにあった。この考えは

18 世紀には廃れていたとしても、それまではなかなか根強く支持されていたのである。

前成説と同様に消滅を飛躍ではなく漸進的と考える思想の根底にも、すでにそれを否定す

るものが目に見えないほど小さな形で存在していたのだと想定していると彼は言う。どち

らの場合も、感じ取ることのできないほどの小さな他者がすでにそこに存在していたのだ

という前提の上に立った理論であり、量的区別だけを考えて質を看過する間違いなのだと

いうのがヘーゲルの批判である。彼に言わせれば、こういう考えに従うと、次に言われて

いるように、結局は何事も変化してないのである。――「〔3〕⑥――発生あるいは消滅

を変化の漸進性から概念把握できるようにしようとすることは、同語反復に特有の退屈

さをもっている。なぜならそうしたやり方は発生するものあるいは消滅するものをすで

に前もって完全に仕上がったものとして用意しておいて、変化を、単なる外的な区別の

変化にしてしまうからであるが、――そうしたことによれば、変化とは実のところは同

語反復にすぎないのである」（同） 

 

 さてそれでは、ヘーゲルは結局「飛躍」を論理的カテゴリーとして扱っているのだろう

か。――漸進的な量的変化のどの地点で質的変化が起こったのかを断定することは、古来

より一つの難問とされてきた。例えば小麦を何粒積み上げると山になるかとか、何本毛を

抜けば禿になるかといった問いがそれである。ヘーゲルが反対しているのは、こうした問

いに対して「量の本性から言って無限に増減するだけで質的変化は起こらない」とする考
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えに対して、「質的変化は起こる」ということであった。この「質的変化は起こる」とい

う事態を一語で表したのが「飛躍」であるから、いわば質的変化を表す象徴的表現にとど

まり、論理的カテゴリーに高める気はないと解してよさそうである。実際この言葉は本文

には出てこず、この「注釈」に現れるだけである。その代わりに彼は飛躍の結果を「結節」

としてカテゴリー化したのであった。 

 

（3）道徳と国家の例 

 

道徳と国家 

ところでこれで例証は終わりになるのではなく、さらにヘーゲルは科学的結合とは関係

のない道徳と国家の度量について言及している。――「〔4〕道徳的なもの
、、、、、、

においては、

それが存在の領域のなかで考察されなければならない限り、量的なものから質的なもの

への同じ移行が生じている。すなわち、様々な質は定量の区別に基づいている。②より

多いか少ないかということこそ、軽率という度量が踏み越えられて犯罪というまったく

別のものが出現してくるゆえんのものであり、正義が不正義に、徳が悪徳に移行するゆ

えんのものである」（219-220/356-357）。ここで挙げられている道徳と国家の例は化学の

例と比べるとはるかに分かりやすい。道徳の場合は、すでにアリストテレスの「中庸」の

――「勇気」とは「蛮勇」と「臆病」との中庸といった――がよく知られている。 

さらに国家についてはその大小によって適切な体制が変わるという経験的によく知られ

た例が挙げられている。――「〔4〕③――こうして諸国家もまたそれらの大きさが違う

ことによって、それ以外のことは同じ条件であると仮定するならば、様々に異なる質的

性格を備える。④国家の領域と人口が拡大していくと、法律や国家体制は別の何ものか

になる。⑤国家は自分なりの大きさの度量をもっていて、それを超え出ていくならば、

別の広さの場合には国家の幸福と強さをつくっていたであろう同じ国家体制のもとで、

国家は支えを失って自滅する。」（220/357） 国家も場合も、民主主義は抽象国家に提起

し、領土と人口が増えるにしたがって権力の集中した権威主義的な体制になると言うこと

もよく言われて常識的な認識となっている。 

しかしヘーゲルはテキスト本文では度量を化学的結合の存在論としてのみを取り扱って

いたのだから、どうしてこのような例を突如として挙げるのか、にわかには理解しがたい。

もし結節線の論理が化学的諸現象から抽象されてはじめて成立しうる論理であるとするな

らば、それが道徳や国家に適用される場合には、道徳や国家のうちにも科学的結合と同じ

量的比例関係の進展を見出すことができるのでなければならない。そして国家の規模（量）

とその体制（質）との関係の比例関係を実証的におおざっぱな意味で見つけ出すことは不

可能ではないだろうが、それは化学の例の場合に様に定量的に観測することはできず、も

っぱら以前の初歩的な度量の法則のように「大きな影響がある」という域を出ないだろう。

では逆に、化学の諸例の方がそうしたおおざっぱな結合関係のなかの厳格な例だと考える

ならば、その場合にはむしろ化学的結合についてのヘーゲルの議論はあくまでも極端な例

にすぎず、最初からこうした水、国家や道徳の例を念頭に置いて度量論を仕上げればよか

ったはずである。 

では、このような例の方がふさわしいのだとしたら、化学理論に依拠したヘーゲルの度
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量論はその全体が無意味になるのだろうか。この問題については後述することにして、テ

キストの分析を続けておこう。 

 

C．度量なきもの Das Masslose 

 

この節のタイトルの原語は das Masslose であり、これまでは「没度量／没質量」（武

市・全集／山口）、「没度量的なもの」（寺沢）「限度のないもの」（松村）などと訳されて

いる。ドイツ語の masslos とは一般的には限度を超えていること、つまり「際限ない」と

か「途方もない」、「とてつもなく」という意味である。したがって das Masslose という

カテゴリーは「度量・限度を超えたもの」を意味している。つまりそれは度量を超えてそ

の先にある何か肯定的なものを指しているのではなく、或る一つの度量（「自己を維持す

る、自体的に存在する量」）が自分の限界を越えてしまっているという事態を現す言葉で

ある22。そこで本稿では「度量なきもの」と訳しておく。そしてこの節の課題は度量の限

界を越えた統一体を見出して本質に橋渡しすることである。 

 

「度量なきもの」とは何か――度量の否定性〔1〕・〔2〕①～⑤ 

まず〔1〕では「度量なきもの」という概念が登場するが、最初はまだ論理的カテゴリ

ーとしては未熟な段階にあるものとして描かれている。度量とは「「〔1〕①…直接的な定

量の外面性と無関心性とに抵抗し、それに対して自己を維持する、自体的に存在する量」

（220/357）であるが、その質は量的な区別に基づいている。したがって量が変化すると

それに基づいていた或る度量、すなわち特質的な比例関係である質も自分の度量を失って

別の質へと移行する。「〔1〕②…或るものないし或る質は、自己を超えて度量なきもの
、、、、、、

へ

と追いたてられ、自分の定量の単なる変化を通じて没落する」（同）。ここで言われてい

るのは、第一に、量的変化によってそれまでの或る一定の質的性格が変化させられるとい

うこと、第二に、その結果現れるのが「度量なきもの」だということである。或る質 A

が没落しても新しい度量に基づいた新しい質 B が結節として成立するはずであるから、

「いまの自己の限界を超えたもの」が「度量なきもの」と言われると困惑させられるが、

次の〔2〕に入ると、もう少し詳しい説明がつけられている。 

 

 「〔2〕①質的な比例関係は単なる量的な比例関係へと移行するが、それ等の量的な比

例関係はいかなる否定的統一ももたず、したがっていかなる質的な比例関係でもない。

それらの量的な比例関係と共に現れてきた変化は、質の変化ではない。②しかし逆に比

例関係のこのようなはじめは無関心的であった外面性はふたたび質化する規定態となり、

かくして無限に続く
、、、、、、、、、

。③その限りでは無限進行という悪無限性が現前している。④――

度量なきものが成り立つのは、或る度量が移行していく先の単なる量的なものにおいて

である。定量はそれ自身が度量なきものである。⑤だが逆に度量なき量的な比例関係自

身がふたたびある特質的な比例関係となり、こうして度量なきものはふたたび自分自身

に即して自己を廃棄する。」（220/357-358） 

 
22 度量論第二章の前書き〔4〕では「度量なきもの一般」は「度量の無限性」とも言いかえられている

が（205/336）、まだ真無限として完成された無限性とは解釈できない。 
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 或る度量をそなえた一定の質が量的変化によって否定され、新しい度量に基づく新しい

質が成立するのであるが、この新しい質はさしあたって一定の量の増減のなかでは変化し

ない（①）。しかしその量的変化がある限度を超えると、ふたたび新しい質をもつ度量へ

と変化する。こうした交代は何度も起きるわけであるから、ヘーゲルはそれを無限進行だ

と言っている（②③）。「度量なきもの」とは、新しい質をもたらす度量が再び一定の量の

増減を許容し、その範囲内で質の変化が起こらない、そういう状態のことを指すのだとこ

こで明らかにされている。だからそもそも無関心的に増減する定量自身が「度量なきもの」

である（④）。しかしやがてこの増減のなかでふたたびその度量が超えられる時が来るの

で、「度量なきもの」はまたしても否定される（⑤）。 

だが、ここの説明を読んでも「度量なきもの」の正体ははっきりしない。④でヘーゲル

は「或る度量が移行していく先の単なる量的なものにおいて」度量なきものが成立する

と言っている。たしかに自分の現在の規定態を超え出ていく過程で質は量的増減の過程に

入るが、その過程が度量を欠いているわけではなく、その変化は自分の質を変化させない

範囲内での量的増減にすぎない。したがってこの「質を変化させない量的変化」の段階を

独立させ、それを「度量なきもの」と呼ぶのには無理がある。では、このカテゴリーでヘ

ーゲルは何を表そうとしているのか。彼の説明はあまりにも不足しているのだが、ヒント

は⑤にある。ここでは度量なきもの（「度量なき量的比例関係」）が否定されて再びある質

（特質的な比例関係）が成立すると書かれているが、そこにあるのは度量→度量なきもの

→度量…という循環あるいは無限進行である。ここで「度量なきもの」というカテゴリー

が果たしている枠割は、或る一定の度量を絶えず否定することである。ここから推測する

と、「度量なきもの」が表しているのは個々の度量が自立して存在することができず絶え

ず否定されるということ、つまり或る度量をもった質が存続できず絶えず繰り返し否定さ

れていく悪無限的過程、無限進行、言いかえれば「度量の否定性
、、、、、、

」こそがヘーゲルの考え

ている「度量なきもの」の正体だと理解できるだろう。だから「度量なきもの」とは「本

質」という真無限を導き出す役割を担っているわけである。 

 だがそのように解釈したとしても、「度量なきもの」という言葉はこの後もう使われな

くなってしまう。したがってこの節のタイトルにふさわしい述語とも、論理的カテゴリー

とも思えない扱いになっている。 

 

度量における「無限進行」とは何を指しているのか 

以上のように解釈すると、ヘーゲルがここで例によって「悪無限＝無限進行から真無限

へ」という論理で度量の論理世界を超えて新しい領域をひらこうとしているわけであるが、

ここに一つの疑問がわいてくる。――それは、ここで無限進行だと指摘されているものが

文字通り無限の進行になっているようには見えないことである23。 

 度量における無限進行の例として挙げられるのは、結節線を形成する物質の化学反応の

系列である。しかしながら、例えば酸素と鉛の化学反応の場合形成される結節、すなわち

 
23 そのため寺沢氏はここで無限進行=悪無限性を言う必要はないと繰り返し批判している（寺沢訳、注

57 および 58、453 頁）。 
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独自の質をもった酸化鉛の系列は、酸化鉛の種類には限りがあるために実際には量的に無

限な系列をなすわけではない。また氷→水→水蒸気という例（この相の変化も 18 世紀に

は化学反応の一種と考えられていた）をとっても、この系列も無限進行ではない。そこで

起こっているのは形態変化が無限に循環することである。こうした例で考えてみると、度

量論における悪無限が単純な量的
、、

無限進行ではないことは明らかである。ではヘーゲルは

いかなる意味でそれを無限進行だと言うのであろうか。酸化鉛の例では、酸素と鉛とは化

合分離を繰り返して始点も終点ももたない結合を繰り返すことが悪無限性であり「無限進

行」と表現されているのであおるが、氷→水→水蒸気の例だとその悪無限性はもっとはっ

きりする。その場合には各結節（氷・水・水蒸気）は依然として質的に自立したもの、互

いに他者であると考えられていて、氷→水→水蒸気→水→…という無限の循環（堂々巡り）

になっている。この無限の循環をヘーゲルは無限進行と言っているのであろう。そう考え

た場合、度量の無限進行
、、、、、、、

はたしかに直線的な無限進行そのものである量論の無限進行より

も進んだ内容をもっていて、あくまでも個々の質を否定しつつ進行する量的過程、質と量

との相互転換としての無限進行、言いかえれば質と量との無限の循環
、、、、、、、、、、

を意味している。だ

からそれは単純な量的無限性ではなく、また真無限としての本質の一歩手前の概念である

と規定することができる。 

 

度量における真無限〔2〕⑥以下 

 テキストに戻ると、ヘーゲルは〔2〕の続きで量と質の相互転倒としての無限進行から

それらの真無限を導きだそうとしている。 

 

「〔2〕⑥だから特質的な比例関係の否定だけではなく、量的な進行そのものの否定も

またここにはある。⑦無限なもの
、、、、、

は二つの契機のこのような否定である。それは両契機

が欠いている絶対的な規定である。⑧特質的な比例関係は、最初は自体的に規定された

比例関係である。なぜならそれは比例関係であるから区別を自分自身のもとに備えてい

るからであり、そしてまた特質的な比例関係の両項は直接的な大きさ、つまり直接的な

正比例におけるような諸々の単位ではなく、特有化された、措定された量の諸規定であ

るからである。⑨だがこの規定された存在それ自体は自己を維持することなく、それは

自己を自分の他者と連続させ、単なる量的な区別へと移行する。その区別は、否定的統

一によって特有化されていない直接的な定量において成り立っているような区別である

が、しかしこの区別はむしろ特質的な比例関係へと還帰する。⑩だからその両者のどち

らも絶対的に規定された存在ではない。⑪したがってこの無限性は一般に両項の否定の

うちに成り立っている。⑫しかし同時にこの否定は両者のそれぞれの彼岸、両者の外に

見出される無限性、あるいは両者のそれらの内的にすぎない無限性ではなく、両者自身

のもとで措定された両者の無限性である。」（220-221/358） 

 

 まずいまここにある二つの契機とは、一方は「特質的な比例関係」（質）であり、他方

の契機は「量的な進行」であるが、真無限はこの両契機の否定、すなわち質ばかりでなく

「量的な進行」をも否定するものとして登場する（⑥⑦）。「特質的な比例関係」とは他の

ものから自分を区別する質を与えるものであるが、それを構成するのは単なる量であるか
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ら、量的に増減する。量的な増減は質的なものに関わらない変化である。しかしこの「量

的な進行」が続くうちにまたその比例関係が一定の質的性格を示す地点に達し、量的進行

は否定される（⑧⑨）。こうした質→量→質→量…というこの交代が繰り返し起こる。こ

の進行においては「特質的な比例関係」（質）と「量的進行」とは互いに否定しあい交代

しあいながら進んでいくだけで、どちらも自立的に規定されたものではありえないという

ことが明らかになる（⑩）。そこでヘーゲルは無限進行における質的契機も量的契機もい

まや一つの無限性の契機に落とされたと言い、真無限を登場させるのである（⑪⑫）。こ

のことがここではっきりと論理的に規定されたということがここでの重要な進展である。 

これに続けて、〔2〕のそれ以下でヘーゲルは度量の無限性を質的無限性、量的無限性

と比較して説明している。質的な無限性
、、、、、、

は「〔2〕⑬有限なもののもとでの無限なものの

突然の出現」（221/358）であり、無限性は有限なものの自己否定によってその反対側に突

如として登場した。量的無限性
、、、、、

は「自己を超え出る定量の連続性」（同）であり、増減す

ることで自分の有限性を絶えず超えでていく。度量の無限性
、、、、、、

はこの両無限性の統一である

から、その運動は量的無限進行の「自己を超え出ていく否定」のなかに「無限なものが突

然に出現する」ということになる。「〔2〕⑮質的に有限なものは無限なものになる
、、

が、量

的に有限なものは自分自身のもとで自分の彼岸であり、自己を超えた彼方を指し示して
、、、、、、、、、、、、、、

いる
、、

。⑯しかし、度量の特有化の無限性は自分自身のもとでこうした統体性であって、

その統体性は他者を自己の彼岸としてもつものではなく、度量は統体性だということを、

〔つまり〕度量は他者
、、

を自己に対してもったり措定したりしない
、、

ということを、自己を

超え出ていく否定のなかで措定するのである」（同）。ここで、量的進行のなかで登場す

る個々の質的なものをすべて自分の契機として包括する全過程、質と量とが交互に移行し

あって互いを
、、、

他者
、、

として
、、、

自己
、、

と区別して
、、、、、

持つことのない統体性
、、、、、、、、、、

、そういう統一がここでは

っきりと規定されたのである。――ちなみに、二版では両契機の統一であるこの無限性が、

初版のように単に両契機の統一としての無限性というだけではなく、「対自的に存在する

無限性」（370/269、【2】③）であり、「質的なものも量的なものも互いに揚棄しあうもの

として措定する」（同、【2】⑦）ものだと言われていて、より明快に規定されている24。 

 

本質への移行に向けて〔4〕〔5〕 

さて、〔2〕のこれ以降の叙述でヘーゲルは度量の無限性をさらに説明していく。とこ

ろが二版では〔2〕⑯以下の叙述と〔3〕はすべて削除され、もっと簡潔な説明に置き換

わっている25。そして、〔4〕になってようやく論理が進展する。そこで私たちもそこから

 
24 ペヒマンは二版に基づいた解釈で、「度量なきもの」の概念を 3 つに分けている。すなわち 1）「抽象

的な度量なきもの」＝定量としての度量なきもの、2）「他の度量としての度量なきもの」、3）「対自的

に存在する無限なものとしての度量なきもの」（Pechmann, 221-223）である。このうち 2 の規定は両

版のテキストにおいては確認できず、3 の規定は二版しか登場しないので、拡大解釈のようにも思われ

る。しかしながら筆者も「度量の否定性」を「度量なきもの」の規定だと考えている点では、3 の意味

を排除しない。 

25 初版のそこでの説明にはすでに述べられたことの繰り返しが多く、くどいと感じられる上、代名詞が
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見てみよう。 

 

 「〔4〕①しかし、このような質と量が互いに移行しあうこと――この移行〔という規

定〕は質と量のもとでは存在〔の領域〕の規定として示される――は単に現前するだけ

ではなく、ここではそれは両者の関係
、 、

Beziehung へと還帰している。それらが相互に移

行しあうことは、それらの統一という地盤
、、、、、、、、、、、

の上で起こっている。」（222/360） 

 

これ以前の段階で質と量との相互移行が説かれてきたわけであるが、それにはまさしく

「移行」ならではの欠陥があった。移行とは存在論の規定であり、自己と他者とが区別さ

れていることを前提としている。つまりこの交互移行においても質と量とは合一すると同

時にすぐさま区別されてもしまう。というのも度量の場合に質は一定の割合で量的に増減

してもその質を変化させないわけだから、それらの相互移行においても質と量との区別は

維持されており、ちょうど氷→水→水蒸気のように無限の交代としてイメージされていた。

この存在論の領域における無限進行を突破する論理がここに置かれる。存在論における

「移行」が「関係」Bezieung へと進み、そして、度量論においては「振る舞い」・「関

り」・「比例関係」と言う意味であった Verhältniss が本質論における「相関関係」へと近

づいていくのである。質と量との移行が「現前する」と引用文で言っているのは一方が他

方へ移り、それから反対の運動がおこるというように別々の運動として考えられていると

いうことであるが、その相互移行の往還が一つの相（「それらの統一という地盤」）のもと

に見られたとき、それは現前するだけではなく、一つの「関係」と捉え返されると言うの

である。 

 

「〔4〕②それは移行であるが、同時に自己自身に対する自己の跳ね返りであり、そし

て自己を揚棄する、そのような移行である。③すなわち、質的なものはまずは自分の他

者である量的なものへと移行する。しかし量的なものはここではそれ自身が、自体的に

質的なものへの移行であるようなものとしてある。そして相互的にそうなっている。④

だからそれが自分の他者へと移行するが、しかしこの他者は自分自身のもとで自己を揚

棄し、またまさに自分の他者への成なのである。⑤したがってどちらも他のものになる

ことによって、むしろ他者であるということをまさに揚棄する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。それとともにどちらも
、、、、、、、、、、

自己の変化のなかでもっぱら自己自身に一致するのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。」（222/360） 

 

 質が量に、量が質に移行しても、量はただちに質的規定態となるし、質は量的に規定さ

れている。つまり質とはそれ自体が質と量との統一であるし、量もそれ自体が量と質との

統一である。だから「質から量へ移行する」とか「量から質へと移行する」という表現は

 

何を受けているのか分からないといった文章上の問題も多く、ヘーゲル自身も無駄なうえに悪文だと思

ったとしてもおかしくないレベルの出来である。例えば〔2〕⑰～⑳には何度も中性代名詞 es が出てく

る。それが受けているのは文脈から言うと「質的な比例関係」であるはずなのだが、寺沢氏はそれをす

べて「度量」と訳している。「度量」という単語はかなり前にしか出てこないのであるが、ヘーゲルの

文の不明確さに氏も辟易として、文意を少しでも明確にするためにあえてそうしたのかもしれない。  
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もはや不適当であり、それらが互いに他者へと移行しあうとき、実は他者へと移行してし

まっているのではなくて、自己の違う形態に変化しているにすぎない。だから質と量とは

この関係運動のなかでは非自立的な契機に落とされていて、自立して存在しているのは両

者の一つの関係なのである。 

 

「〔5〕①したがって特質的に自立的なものが互いに移行しあうことは同時に、この移

行――他になることとしての移行――を否定することであるのだから、変化するものは

いかなる自立態でもない。変化はある状態
、、

の変化にすぎず、そして移行するもの
、、、、、、

は自体
、、

的に同じもの
、、、、、、

であり続ける。②量的な関係、〔すなわち〕質的なものと量的なものの区別

の特有のものはこの無限性のうちで揚棄されるのである。」（222/360-361） 

 

いまや質と量という両者はその自立性を否定され、一つの関係の契機となり、相互移行

運動は相互の関係運動になる。そうした関係運動においては量的進行の中に現れる質の変

化は「状態の変化」と規定し直され、かつて自立的であった特有のもの・質が他の特有な

ものに移行しても、それは他者へ移行したのではなく、同一なものの状態が変化したにす
、、、、、、、、、、、、、、、

ぎない
、、、

。それゆえに質の変化は変化ではなく、移行運動は移行運動ではなく、一つの統一

のなかでの両契機の相互転換にすぎないことになる。だからここに一方の契機が他方の契

機に関係することによって自分自身の存在を成立させるという自己関係運動
、、、、、、

が成立する。

それが今後本質論の相関関係にまで高められることになる。 

 

「〔5〕⑦自立態が移行することにおいて自分の移行運動を揚棄する、ということによ

って、はじめて自立態は真の自立態である。⑧自立的なものは、それが自分の特有の質

を揚棄するのとまったく同一の観点において、自己を自立的なものとして措定する。と

いうのはそのことによってはじめてそれは真の自己自身への関係であるからである。」

（223/361） 

 

諸々の結節としての質的なものの自立態は、いまや連続する結節としてのうちの一つと

して一つの無限性の契機と把握される。契機として理解されることによって自立態は非自

立的なものに落とされるわけだが、一つの統一の契機として位置づけられることによって、

他の質に移行することがもはや移行ではなく状態の変化にすぎないと捉え直される。その

とき、そうした諸々の質的なもの、「状態」の根底にあって変化しない、一つの自己関係

こそが真の自立態がここに登場する。 

 

 「〔6〕①したがって現前しているものは、自分の否定を通じて自己を自己自身と媒介
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

する
、、

自立態である。②特有の自立態、〔すなわち〕排斥する自己関係は、自己に対するそ

れの無関心性、つまり量的なものを、自分の否定として、自分の媒介する契機にもって

おり、そしてこうした自己還帰としてそれは絶対的な自立態なのである。」（223/361） 

 

 こうして自己のその時々の質的な状態を否定しながら、そうした状態の変化を貫いてい
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る結節線の全体が一つの「自己」として捉え直され、「自分の否定を通じて自己を自己自
、、、、、、、、、、、、、、、

身と媒介する
、、、、、、

自立態」と規定される。これまでの自立態であった特質的な比例関係=個々

の質的なものは量的変化に媒介されて自分の自立性を否定しながら、自分たちを契機とし

て収容する一つの自己関係を立てるに至った。 

こうしてこの自己関係を「本質」にまで規定することが存在論最後の課題として提起さ

れることになる。 

 

補論：二版での叙述の改変――「事柄」というカテゴリーの採用 

 ここで初版の〔2〕が二版ではどう改変されたか見ておこう。注目すべきところは、

「事柄」Sache というカテゴリーが二版で採用されていることである。 

二版の【2】では〔2〕の⑯までに対応する箇所は簡略化されて分かりやすく書き換え

られているが、趣旨は同じである。そして初版では〔2〕の⑯で度量の無限性が規定され

た後、まだ長い説明が続くが、二版ではそれはすべて削除され、その後に以下の 2 つの文

が加えられて【2】は簡潔に閉じられる。度量の無限性が述べられる箇所（〔2〕⑯に当た

る）から二版の叙述を引用しよう。 

 

「【2】⑦質的なものも量的なものもたがいに揚棄
、、

しあうものとして、〔言いかえれば〕

それゆえに度量一般である両者の最初の直接的な統一を自己へと還帰したものとして、

したがってそれ自身を措定されたもの
、、、、、、、

として措定する
、、、、

。⑧質的なもの、〔すなわち〕特有

の現実存在は他の現実存在へ移行するが、その結果としては比例関係の大きさ規定態が

変化するにすぎない。したがって、質的なもの自身が〔他の〕質的なものに変化すると

いうことが〔いまや〕外的で無関心的な変化として、また自己自身と合致すること
、、、、、、、、、、、

とし

て措定されている。どうであれ、量的なものは自己を揚棄し、そうして質的なもの､〔す

なわち〕それ自体でかつそれだけで規定された存在へと転回させるものとなる。⑨かく

して自己自身のうちで度量を入れ替えながらも自己を連続させるこのような統一は、真

に存続する自立的な物質
、、

、〔すなわち〕事柄
、、

Sache である。」（2:370/） 

 

 質的なものと量的なものが一つの自己関係のなかの媒介された両契機になった（措定さ

れた）が、質的なものは結節線に沿って移行して量的なものとなったとしても、その量的

なものは他の質的ものであり、他者へ移行したのではなくて異なる結節へと（状態が）変

化したにすぎない。このように初版の長々しい叙述は簡潔に書き替えられたが、それだけ

でなく、ここで成立した度量の無限性が二版独自に「事柄」と規定されている。上の引用

⑨では、ここに現れる統一をまず「真に存続する自立的な物質」と規定している。ここ

で「物質」と訳したのは Stoff ではなくて Materie である。その言葉によって持続する確

固とした基礎的なものを表現したかったのであろうが、いわゆる物質的なもののことでは

ないので、すぐに言葉を変えて「事柄」と言い直したのである26。 

 
26 筆者は Materie がここで重要な意味をもっているとは考えず、事柄とすぐに言いかえられて消えて

しまうだけの術語と理解したが、ペヒマンは逆に事柄という言葉には全く関心をもたず、逆に Materie

の方を重視し、それは「物質の本質と本性とがそれによってはじめて認識できるようになる思弁的概念」
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 続く【3】でも「事柄」というカテゴリーを使いながら、初版の〔2〕⑯以下で述べら

れていたことが三つに整理されて叙述されている。 

α）以上のことによって現存しているものは、「【3】①α.一個同一の事柄であり、この事

柄というのは、自分の諸区別のなかの基礎 Grundlage として、そして永続するものとし

て措定されている」（2:370/269）。「概念」や「本質」と区別される「存在」という領域の

うちでは、質と量とは互いに彼岸として区別されているが、「事柄」とはこうした質と量

との区別を統一する「【3】③永続する基体（Substrat）」（2:370/270）として「【3】③存

在する無限性という規定」（同）に進んでいる。 

β）度量においては自立した質的なものは量的区別によって成立しているが、この事柄

と呼ばれる基体は「【3】④この自分の区別する運動のなかで持続する」（370-371/270）も

のである。 

γ）そして度量は質的なものと量的なものとが相互移行しながら無限進行することであ

ったが、「【3】⑥質的なものと量的なものとのこうした相互移行は、それらの統一という

土台 Boden の上に現れるのであり、そしてこの過程の意味は、そうした過程の根底には

両者の統一であるそのような基体があるのだということ、そのことが定在すること、そ

のことを示すこと、措定することにほかならない」（371/270）。このようにこの【3】で

は、度量の最後の統一である「事柄」の性格が分かりやすく述べられている。 

以上の叙述を読むと、「事柄」というカテゴリーは、まだ本質とは言えないが、諸々の

或るものを包括する持続的な基体であり、まさに本質になる直前の度量の無限性を表すも

のとして考えられているようである。例えば「甘い物」をドイツ語では「süß Sachen」と

言うが、これは諸々の質や甘さをもった甘味類をすべて包括するが、ただし甘い物の「本

質」を規定しているわけではない概念である。そういう通常のドイツ語の用法から言って

も、この節に付けるべきタイトルは大した役割を果たさないまま消えていった「度量なき

もの」というカテゴリーにするよりも、「事柄」Sache にした方が適切ではなかったろう

か。二版のここでも「事柄」は正式の論理的カテゴリーとしての扱いまでは受けていない

ように見えるが、初版の段階からこれをここでカテゴリー化していれば、度量論の論理的

性格に深みを与えることができたろうと惜しまれる27。 

 そして続く【4】は、変化が状態 Zustand の変化にすぎないことをまとめて述べている

 
だと評価する（Pechmann, 229）。 

27 『精神現象学』においても事柄は「事そのもの」Sache selbst という形で重要な意識形態として

「理性」の章にたびたび登場するが、それは意識と対象との媒辞として、個体性と現実性との統一とし

ての作品、あるいは目的手段・結果のすべてに貫徹するものを指す概念であり、「精神」という真の統

一の直前に位置づけられる概念である。『現象学』では精神になる一歩手前、『論理学』二版では本質に

なる一歩手前の概念であるという点では「事柄」の使い方は両書で一致する。違いをあえて言うならば、

『現象学』では事柄が意識と対象との統一として「精神的なもの」を志向しているのに対して、ここ論

理学では「物質」の在り方とされている点である。この理由で『論理学』初版では「事柄」というカテ

ゴリーを使うことを避けたのかもしれない。初版の度量論では「事柄」は度量論の初めで「定量はいま

や事柄の規定なのであり、そのためこの〔事柄という〕規定はこの度量を超えて増減する場合には没落

することになる」（331/318）という文で使われてはいる。しかしこの場合事柄とは単に一つの質的規定

のことが指されていて、それらを貫徹している基体という意味はない。 
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段落で、初版の〔5〕にあたる。度量の比例関係の諸系列の一方の項である質的な或るも

の（比重あるいは化学物質、塩基、酸が例として挙げられている）とそれらの中和といっ

た自立的な比例関係は、同一の基体の諸結節であることが明らかにされていて、「状態」

に引き下げられる。そして変化はこの状態の変化にすぎないわけである。 

 最後の【5】は初版にはない新しい叙述であり、この段落の前半ではこれまでの度量論

を簡潔に回顧し、後半で度量の成果として現れた基体（事柄）を「自由な概念」と比較し

て、論理学におけるその位置を定めている。すなわち、度量の比例関係が作り出す諸項の

諸系列は「恒常的な秩序」（372/、【5】⑤）を形成するが、この秩序というのは「対自的

に存在する度量の、内在的で特有化する統一」（同、⑥）であり、まだ質と量との「外的

な統一」にすぎず、「自由な概念ではない」（同）と指摘される。概念の場合にはその区

別を内在的に生み出すが、「特有化する原理」というのは「さしあたり基体、物体にすぎ

ない」（同）。要するに度量が「自由な概念」にはなれない理由は、度量の生み出す質的

区別は量的に規定に基づいているからだとヘーゲルは言う。ただ、度量の規定がここまで

深化させられると、度量というカテゴリーは相対化される。「【5】⑦度量規定は基体の自

己自身とのこうした統一のうちにあっては一個の揚棄された規定であり、それの質は定

量によって規定された外的な状態である。⑧この経過は度量を実在化しながら進んで規

定していく経過でもあり、また度量を一つの契機に引き下げることでもある」（同）。度

量の両項は質と量であるが、そのどちらもがそれぞれ質と量との統一となっており、その

意味で実在化されてきたのであるが、度量がそうした実在的区別の統一であることが示さ

れたところで、度量の領域は閉じられ、「本質」への道が開かれる。 

 

 

度量論への最終考察 

――ヘーゲルの度量論をどう理解し、評価すべきか―― 

 

 この後は度量から、したがって存在の領域から本質の領域への移行が扱われることにな

るから、本来の度量論はここまでである。ここまでの度量論のテキストを読み終えてみる

と、あたかも自然哲学を論じているかのように物理学（自然学）や化学のカテゴリーが数

多く取り上げられ、論理学としての体裁が整ってないのではないかと思えてしまう。だが

そもそもヘーゲルによれば論理学は理念そのものの諸規定を扱う学なのであるから、物理

学や化学からとられたカテゴリーが度量論に登場するとしても、それらは自然哲学的なカ

テゴリーではなく、あくまでも理念的体系の一分肢として論理的カテゴリーという資格を

もっていなければならない。そこで、最後に問わなければならないことは、度量論とは端

的に言えばどういう論理であるのかということ、そして論理学としてどのような価値をも

ちうるのかということである。 

 

１．度量論とはいかなる論理なのか 

 

量のなかに質を回復する移行論理としての度量論 

まず明らかなのは、度量論とは量と質の統一を目指す論理だということである。質と量
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とはその規定内容において対立するカテゴリーである。質とは物事が「どのように」ある

のかを表し、或るものと他のものとを区別する規定態である。量は「どれだけ」存在する

のかを表し、或るものと他のものとの区別に無関心である。古代ギリシャ、特にアリスト

テレス以来、こうした質と量とは存在を理解するうえで必須のカテゴリーとして位置づけ

られ、それらの関係はたえず考察されてきた。ヘーゲルの度量論の独自の意義は、そうし

た質と量との
、、、、、

関係
、、

を一個の論理的カテゴリーとして提起したこと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

にある。 

 だが注意すべきは、質と量との完全な統一が果たされるのは「本質」においてであって、

度量は実はまだそこまではいかない統一だということである。Maß というのは現代物理

学においては「質量」と訳されることがあることから分かるように28、Maß にはなお一種

の「量」だという含意が付きまとっている。ヘーゲルの度量論においても質はあくまでも

特質的な量として規定されており、その点で度量論においてはなお量の規定力の優位のも

とに質と量との関係が捉えている。つまり度量論は依然として基本的に量論であって、量

への還元という視点において対象を理解する発想であるという点でなお自然科学の枠内に

とどまる思考だと言える29。このことから度量論の一般的意義は実は質と量との統一であ
、、

る
、
ことにはなくて、質と量とを統一的に（本質的に）捉えるために、量のなかで質が回復

、、、、、、、、、

していく過程を叙述する論理
、、、、、、、、、、、、、

だということができるだろう。質が量と統一されたならば、

そのとき度量は「度量を超えたもの」となり、本質へと移行することになる。 

だから度量論を量論から独立させた章にはせずに、量から本質への移行過程として叙述

することも可能だったはずであるが、ヘーゲルはその移行過程に一つの独自性を認めたの

であろう。度量論が伝統的なカテゴリーに乏しく、自然科学から多くを取り込まなければ

ならなかったのも、移行過程を一つの章として独立させるという無理があったからかもし

れない。 

 

補論：エンゲルスの「量質転化の法則」とヘーゲルの度量論との関係  

ところで、エンゲルスはいわゆる「量から質への・そしてその逆の転化の法則」を「弁証法の三法

則」の一つとしてとして定式化した。その際彼がヘーゲルの度量論を念頭に置いていたであろうこと

は明らかだが、では、じっさいにはこの両論理はどういう関係にあるのだろうか。エンゲルスはこう

言っている。――「一、量から質への転化とその逆の転化の法則。上述のわれわれの目的からすれば、

この法則は次のように表現することができる。すなわち、自然のなかでは、各個の場合ごとにそれぞ

れ厳密に確定しているある仕方で、質的な変化はただ物質または運動（いわゆるエネルギー）の量的

な加減によってのみ起こりうる、と。／自然のなかでの質的区別はすべて化学的組成の相違にもとづ

くか、運動の量ないしは形態の相違にもとづくか、あるいは、これはほとんどいつもそうなのだが、

これら二つのものの相違にもとづいている。だから物質あるいは運動を付加ないしは除去することな

 
28 厳格に言えば物理学では「質量」は「重力質量」と「慣性質量」とに分けられ、前者は後者に基づく

とされている。質量とは単なる「重さ」とは違ってそれぞれの物質に固有の量を意味しているのである

から、この点でヘーゲルのいう度量の概念と通じてもいる。 
29 ペヒマンが次にように言うとき、同じことを考えているのではないかと思う。「…自然の諸形態の質

的な区別はもっぱら量的で無関心的な大きさの区別に解消されるべきであるが、それでもこの大きさの

区別は、それはそれで再び質的な区別だとみられなければならない――ヘーゲル〔の度量論〕はこうし

た見解の代表である。〔そこには〕特殊的な自然現象のなかに維持されている自然の連続的な統一とい

う思想がある。」（Pechman, S.288） 
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しには、つまり当該物体の量的変化なしには、その質を変化させることは不可能である。こうしてヘ

ーゲルの神秘的な命題もこのような形式のもとではまったく合理的にみえるばかりでなく、ほとんど

自明でさえある30」。両理論の共通点は、エンゲルスがこの法則を「自然の弁証法」として、つまり

自然現象の説明として位置づけていることから分かるように、量から質への転化、そして度量が自然

科学的思考の枠内で考えられていて、社会的諸現象に適用できる論理なのかについてはほとんど語っ

ていないということにある。そして違いは、エンゲルスは相互転化の弁証法的過程そのものに自然の

真理を求め、それを「法則」にまで高めたが、ヘーゲルはその転化過程には悪無限性をみてそれを超

えた質と量の統一（本質）に存在の真理を求めているところにある。エンゲルスの質量転化の法則と

ヘーゲルの度量論との違いは、エンゲルスは「弁証法」的次元に自覚的にとどまり、ヘーゲルはそれ

を超えた「思弁」的次元に向かっている。カテゴリーで言えば、エンゲルスは「度量なきもの」の段

階にあり、ヘーゲルは「本質」に進もうとする。それはまさにマルクス主義の「弁証法」とヘーゲル

の「思弁的論理」の違いと言っていい31。 

 

「自然の数学」としての度量論 

ところで、度量論が質を回復しつつある量的規定性の論理学であり、自然科学的思考の

枠内にとどまると主張するにはもう少し根拠が必要であろう。この問題を考えるために、

ヘーゲルが度量論を「自然の数学」と規定していたことを手掛かりとしてみよう。 

まず考えるべきは、そもそもヘーゲルは度量論の全体を
、、、

「自然の数学」と考えていたの

か、それとも度量論は「自然の数学」をもその契
、、、

機として含む
、、、、、、

と考えていたのかという問

題である。初版においては「自然の数学」という規定は第 1 章「特質的な量」・「B.規則」

の終わりに付された「注解」で現れる。「〔2〕①自然の数学は、それが学の名に値するも

のであろうとするならば、本質的に度量の学でなければならない」（200-201/329）のだ

が、この学は「それのために経験的にはたしかに多くのことがなされたが、学的にはわ

ずかなことしかなされていない」（同）そういう学だと言い、「自然の数学」の哲学的な

理解はほとんどなされてないから、自分がそれを度量の学として展開しようと述べている

にとどまる。二版においては「自然の数学」は度量論全体の前書き部分に出てくる。

「【12】①度量の展開は…直接的で外面的な度量から始まるために、一方では量的なもの

さらに進んだ抽象的な規定（自然の数学
、、、、、

）に前進していかなければならないだろうし、

他方ではこのような度量規定と自然的な諸物の諸々の質
、、、、

との関連を、少なくとも一般的

に示さなければならないであろう。というのも具体的な対象の概念から現れでる質的な

ものと量的なものの連関
、、

を明確に証明することは具体的なものを扱う特殊な学に属する

 
30 エンゲルス『自然の弁証法』、邦訳『マルクス＝エンゲルス全集』（大月書店）第 20 巻 380 頁から

の引用。他の二つの「法則」は「対立物の統一」と「否定の否定」である。 

31 エンゲルスの質量転化の法則は度量論の大枠にヒントを得たものにすぎず、そのどこかに対応してい

るわけではないと思われるが、この問題を検討したペヒマンはエンゲルスの法則を「結節線」の論理と

比較している（Pechmann, SS.210-219）。たしかに結節線において量と質とは交互に転化しあう関係にあ

るから、その限り結節線の論理との類似性はたしかに認められる。ただしペヒマンも度量論において問

題になっているのは質と量という対立する両契機の統一であるとして、その関連性を結局は否定してい

る（同、特に S.211 と 218-219 を参照）。 
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からである」（2:327/210）。ここでは「自然の数学」は最初から度量論の規定であるわけ

ではなく、少なくとも論が展開される中で現れるという意味でのさらに抽象的な規定だと

されているが、同時に自然の数学という規定を自然物の質と関連させて論じなければなら

ないとされ、度量論全体を支配する論理であるようにも書かれている。こうしてみると、

ヘーゲルは初版では第 1 章・B の前までが「自然の数学」だと考え、二版では度量論全体

を覆うと改めたように見えるが、実際にはどうなのだろうか。 

純粋に量的な規定方法である数学を自然に適用して認識することは機械論的自然学から

始まったが、ヘーゲルの時代には（そして現在も）自然学者（物理学者）、そして哲学者

にとっても当然の前提であり、その限り「自然の数学」という学が成立すると考えるのは

ヘーゲルの独創ではない。しかしそれを度量の学だとするのはヘーゲル独自の理解であ

る。自然の領域においてこそ度量の論理が発揮されるとヘーゲルが考えるのは、彼にとっ

て「自然」とは「他在の形式における理念」（Enz、初版の§193）だからである。すなわ

ち自然も理念としては体系的であるが、しかし他在の形式のうちにあるという点では、自

分の諸規定の区別を互いに切り離して無関心的なものとしているという「外面性」の境地

にある理念である。だから数学としての度量の論理学で扱われる自然とは純粋に量的な存

在ではなく、空間・時間的に規定され多様な質をもつ具体的な諸物体である。だが互いに

外面的で無関心な物どうしを規定するカテゴリーは量であるから、そうした自然的対象は

数学的認識の対象となる。そこに「自然の数学」は成立する。初版では自然の数学の目的

が先に引用した「注解」のなかで以下のように語られている。 

 

「〔2〕③――自然の経験的な数、例えば惑星間の距離を知り得たのは偉大なる功績で

ある。しかしさらに限りなく大きな功績は、経験的な定量を消失させ、それを量の二規

定の一般的な形式
、、、、、、

へ高めて、その結果それらが法則
、、

ないし度量の諸契機になったことで

ある。――|例えばガリレイが落下に関して、そしてケプラーが天体の運動に関して獲得

した不滅の功績〔がそれである〕。④しかしもっと高度なことは、この法則を証明する
、、、、

こ

とである。⑤しかしこのことが意味しているのは、その法則の量的諸規定を、諸々の質

から、あるいは（時間と空間のように）関係づけられている規定的な諸概念から認識す

ることである。」（201/329-330） 

 

ここに見られるように、ヘーゲルが「自然の数学」の例として挙げるのは（二版でも同

じで）自由落下運動の法則と天体運動の法則（ケプラーの三法則）である。どちらも空間

と時間の量的比例関係から明らかになる法則あるいは度量である。それだけなら単なる自

然学（物理学）に研究になってしまうが、度量論の目的はそうした自然の法則を「証明す

る」ことであり32、そして「証明する」とは法則の含む量的規定性すなわち量的比例関係

を質から認識することだと言われている。ここでは度量論の目的が量的比例関係を質と統

一させて捉えることだとはっきり述べられている。しかしまさにそれこそが理論的に困難

 
32 ヘーゲルが自然の「法則」として何を考えていたのかについては、『惑星起動論』に次のような分か

りやすい叙述がある。「数学によって証明される量的比例関係は、それが理性的な関係であるからこそ、

まさに自然の中に内在するのであり、またそれが概念的に把握されるとき、これこそ自然の法則を意味

するものである」（GW5, S.238）訳文はおおむね村上氏の訳（訳書 7 頁）による。 
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なことであろう。彼も『エンチュクロペディー』の自然哲学（第三版）においてそう言っ

ている。「量の理論
、、、、

としての数学の真に哲学的な学は度量
、、

の学であるだろう。しかしこの

学は具体的な自然においてはじめて現に存在する諸々の物の実在的な特殊性をはじめか

ら前提している。だがこの学は量の外面的な
、、、、

本性のために最も困難な学になるだろう」

（EnzIII.259）。数学の哲学は度量論である。そして度量という概念は特殊的な質をもつ

自然を対象にしている。しかし数学は量という外面性の学であるから、具体的な質をもつ

自然を数学的に扱うことは困難を伴う。そこで近代の自然学はまず自然を機械論的に捉え

ることで数学を適用可能にしたのであるが、それについては二版に、先の引用と同じ段落

に、以下のような記述がある。 

 

 「【12】③展開された度量すなわち度量の諸法則
、、、

が完全に抽象的に妥当するのは機械論

の領域（ここでは具体的な物体はそれ自身抽象的な物質にすぎない）においてだけであ

る。諸物質の質的な区別は本質的に量的なものを自分たちの規定性としてもっている。

空間
、、

と時間
、、

は純粋な外面性そのものであり、諸物質の数量
、、

、かたまり、重力
、、

の強度もま

た、量的なもののうちに自分固有の規定態〔すなわち質〕をもつ外的な諸規定なのであ

る。④これに対して、抽象的な諸物質のそういった大きさ規定態〔諸物質の数量
、、

、かた

まり、重力
、、

の強度〕は、物理的なものにおける諸々の質の多数性やそれに伴う質どうし

の争いによって、そしてそれ以上に有機的なもの
、、、、、、

においてすぐに妨けられる。⑤だがこ

こでは質そのものの争いが起こるだけではなくて、度量はここではより高次の比例関係

〔相関関係〕に従属させられることになり、そして度量の内在的な展開
、、、、、、

は、むしろ直接

的な度量の単一な形式に還元されることになる。」（2:328/210）。」（2:328/210） 

 

 自然を機械的に捉え、自然に数学を適用した機械論的自然学の領域は、まさに「自然の

数学」としての度量の法則が直接に適用可能な領域だと言われている。その理由は機械論

が空間と時間という二つの質的なものがもつ定量の間に成立する比例関係によって自然の

運動を機械的に規定するからだと言う。しかしながら自然はそもそも機械論を超えた存在

様式をもつものであり、「自然の数学」の態度はあくまでも質的なものを量的なものの表

れ（量的比例関係）として捉え、計算する。質との関係を表現しうる限りでは「自然の数

学」は思弁性をもち、この点でヘーゲルは自然の数学（ケプラー）は解析幾何学（デカル

ト）や微積分学（ライプニッツ・ニュートン）よりも高度なものだと考えているようであ

る。それしそれもまたあくまでも質を量的比例関係としてしか表現できないものである。

度量を「自然の数学」として展開する際の難関もまさにそこにあり、物質のもつ質は量的

比例関係によって完全に規定されるわけではなく、むしろ量的比例関係が純粋に発現する

のを妨げることがある。その場合自然を機械論的に把握するのは自然の抽象的な理解であ

ることが暴露される。そのことがよく分かるのが有機体において度量の法則を考えた場合

である。有機体はもちろん定量どうしの比例関係によって規定される側面は持っているが、

そればかりでなく、逆に有機体がもつ全体性によってそうした量的比例関係が規定される

こともある。テキストでヘーゲルは「動物有機体の分肢（手足関節など）」を例に挙げて

いる。動物の頭の大きさ、手足の長さといったものはたしかにその体に占める割合・量的
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なバランスといった量によって決められているが、それらが実際に機能する際には有機体

全体がそれらの役割を決めるのである。だから「【12】⑥自然科学は、そこから進んで、

それらの大きさと有機的な機能（これにそれらの大きさは依存しきっている）との連関

について何かを洞察しなければならない」（2:328/211）。 

 以上のことから、度量が「自然の数学」として純粋に論理として機能するのは、機械論

（ヘーゲルにとっては「力学的に」ということも含まれているだろう）の領域、すなわち

物理学的自然把握においてだけ、有機体はそれを超えて度量の論理が厳密に適用されない

領域だとヘーゲルが考えていたことが分かる。 

それに続けて彼は度量論のなかに自分が設けた序列について簡単に解説する。 

 

「【12】⑦…運動は内在的な度量を単純に外的に規定された大きさ引き下げることの最

初の例である。⑧天体にあって運動は概念によってのみ規定される自由な運動であり、

したがってその大きさはやはり概念に依存しているのであるが、しかし有機的なものに

よって運動は随意の運動、言いかえれば機械的で規則的な、すなわち一般に抽象的で形

式的な運動へと引き下げられる」（同）。 

 

このように、内在的な度量（例えば重力といった）が天体の運動においては空間・時間

のもとで運動の契機に引き下げられるし、その天体運動も例えば太陽系の惑星たちが太陽

系のシステム（概念）によって契機へと引き下げられ、そして最後には有機体のうちでは

そうした運動も単なる一契機へと引き下げられる。彼によれば存在世界にはこうした序列

があって、「自然の数学」というものはやがて「有機体の学」の契機となるべきものにす

ぎず、その一過程にすぎないものとして「自然の数学」を位置づけたわけである。 

ところが、度量の世界においては本来の意味での「有機体」に当たるものがない。それ

に代わって、有機体に至る前の段階として、つまり質的規定性をそなえて量を規定するも

のとして、化学的な対象をヘーゲルは置き、第 2 章において扱うのである。化学は自然科

学の一つとしてなお「自然の数学」を超えるわけではないが、量に対して質的側面を考察

するために、量における質の回復の過程を表すものだと彼は考えたのである。そうして彼

は度量論の第 2 章で化学の世界に踏み込み、化学からのカテゴリーを論理的カテゴリーに

取り込もうとした。その試みは私たちが見てきたように必ずしも説得力をもつものではな

く、また当時の化学に依拠した部分に至っては、現在の水準からは失敗と断定できる側面

をもっていて、結果としてはヘーゲル論理学の中で、量論の後半部分と並んで最も魅力の

乏しい章にみえてしまうこともある。だがここもなかなかに軽視できない意味を持った章

なのである。 

 

ヘーゲルの度量論に関わる科学史的背景 

 ヘーゲルの度量論を読んでいると、彼が三つのものに激しい敵意をもっていることが読

み取れる。すなわち機械論的自然観、原子論あるいは粒子哲学、そしてニュートンの自然

哲学つまり力学的な自然観である。ヘーゲルは度量の論理学を構築するにあたって、この

三つを包括的に批判しそれらを超える論理を作ろうとしていた。彼が化学のカテゴリーを

論理学に取り込もうとしたのはその目的の一環であった。そこでヘーゲルの目的を理解す
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るのに役立つ程度で、ヘーゲルが直面していたこの近代科学の自然観の変遷について今一

度確認しておこう。 

近代初頭（16 世紀以降）、ヨーロッパに発達した商品生産社会は対象を量的に取り扱う

思想の発達を促し、自然観もそれに対応して変化する。そこでまず登場したのがガリレオ

とデカルトを代表者とする機械論的自然観であった。機械論者の基本的態度は物質から感

性的な質的性格を取り去ってその運動と形態の変化のみをその属性として取り扱うという

ものであった。要するに自然は大きさ、数といった量的性格をその本質とするものである

と考え、自然に対して量の学である数学を適用し、質を量に還元して理解しようとするの

である。彼らが対抗しようとしたのは（中世を通じて権威化された）アリストテレスの自

然学の潮流であった。アリストテレス自然学においては「火・空気・水・土」という四元

素（エレメント）が自然的なものの基体として存在し、「熱」と「冷」・「乾」と「湿」と

いうものが量に還元されない質として前提されている。つまりそれは物質の諸々の質の担

い手として何らかの実体的なものを想定する形而上学であった。静電気や磁力といった質

的な力についてはもちろん近代以前から知られていたが、こうしたものもやはり質的な実

体を根底にもつものと考えられていて、例えばスコラ哲学はそうした知られていないもの

を「隠れた質」（occult property）と呼んでいた。近代の機械論はそうした質の自然学に対

抗するために登場したのであり、そうした性質を定量的に取り扱い、まさにその内容を

「メカニズム」を明らかにしようとしたのである。 

そうした自然の機械的な説明のための強力な武器となったのが、いわゆる「粒子哲学」

である。古代ギリシャのアトミズムは諸粒子間の結合を偶然的なものと考えていたが、

17 世紀に復活した近代の粒子哲学では、諸粒子間の結合に神の意思にもなぞらえること

のできる合理的関係を想定していたことが特徴である。初期の素朴な機械論的自然観はピ

エール・ガッサンディ（Pierre Gassendi, 1592-1655）の原子論と結びつき、物質を原子の

運動によって描き出そうとしていた。その代表となる化学者はロバート・ボイル（Robert 

Boyle, 1627-1691）で、彼は化学者の間になお残っていたアリストテレス的元素論を否定

し、化学の粒子論的解釈を推進した33。ところで、この時点での粒子論・原子論は素朴な

機械論の立場と一致して、物体をその形状と運動によってのみ説明しようとしており、そ

こにまだ「力」の概念はなかった。この欠陥を補ったのがニュートン力学である。それに

より物質は引力と斥力との結合体であり、互いに離れて作用しあう「遠隔力」をそなえた

ものだと考えられるに至る。粒子論はこの引力・斥力概念を取り入れたことによって、粒

子間の機械的構造からではなく、力（遠隔力）の作用を距離の関数によって表現する動力

学的（ダイナミック）な説明法を獲得した。こうして素朴な機械論に代わって力学的自然

観が発展してくる34。 

 機械論的自然観も力学的自然観も量的規定性を自然の性格と見なし、質を定量化して理

 
33 ボイルがその思想を全面的に表明したのが 1661 年刊行の『懐疑的哲学者』（The Sceptical Chymist: 

or Chymico-Physical Doubts & Paradoxes）である。ボイルはヘーゲルとの関係ではほとんど論じられる

ことはないが、ヘーゲルが直面していた科学一般の状況を考えると、ボイルの占める位置は大きく、ヘ

ーゲルは間接的にはボイルと闘っていたと見ることもできる。  

34 山本義隆氏は、化学史家スコーフィールドが素朴な機械論的な原子論を「運動学的粒子論」

（kinematic corpuscularity）と呼び、ニュートン以後のものを「動力学的粒子論」（dynamic 

corpuscularity）と呼んでいることを紹介したうえで、前者と後者をはっきりと区別し、「機械論的自

然観から力学的自然観への転換」と規定している。山本 83-84 頁。 
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解することでアリストレス哲学を基礎とする中世の自然観と対決しようとした。だが近代

の科学者そうした自然観に基づいて自然を解明しようとするうちに、定量化できない物質

の質的側面に気づく科学者たちも登場する。そもそも化学のルーツの一つでもある「錬金

術」は物質の質の変化を追及していたという伝統もあり、化学は物質の質的性格を捨象す

る力学とは違って、まさにその質そのものを対象とする科学として成長してきた。質的な

ものを科学として取り扱うことを意識していたために、当時の化学にはアリストテレス的

自然学と同様に質を実体化するという傾向も見られる。近代に入ってからも化学者たちは、

物体に気体・実体の存在を想定し、例えば燃焼はフロギストン（燃素）という物質の放出

によって起こるという「フロギストン」説を支持していた。また熱現象を説明するために

考案された「カロリック」（熱素）、そして「エーテル」という媒体が考えられたこともこ

ういう傾向の例として挙げられるかもしれない。フロギストン説はやがて、酸素による燃

焼説にとってかわられ、エーテル説もすたれた。しかし機械論が物質を形状・運動に還元

して定量的・数学的に取り扱うのに対し、化学には素朴な機械論を超えて質的なものを理

解しようとしていたために、そのように化学的な質を実体化する傾向も残っていた35。こ

うして化学者たちは一方では機械論的自然観とは自覚的に対決し、質的なものを科学の対

象としようとしていたのである。 

この潮流を 18 世紀後半のスコットランドで栄えた「スコットランド啓蒙学派」の代表

者の一人、ウィリアム・カレンに即してみておこう。彼は「選択的引力」あるいは「親和

性」の概念を提唱した人である。カレンはボイル以来の機械論そしてニュートン以来の力

学的還元主義に対抗して化学を物理学（自然学、旧来の自然哲学）から独立させようとし

ていた。カレンが主張したのは成分(constituent parts）と「構成部分」integrant parts とは

区別されるべきで、前者は「それらの統一によって作られた合成物 compound と質的に異

なっている」もので、部分と全体とは違った質をもっている。後者は集合物 aggregate と

同じ特質 properties をもっているものである。そして化学とは前者に関わるもの、すなわ

ち新しい質の成立を可能にするような混合・反応を扱うものである36。これに対して機械

論はこれまでのところこうした混合物（mixt）がもつ性質（比重、固体性と流動性、弾性、

混和性、可燃性、味、匂いなど）を説明することができていない。つまりカレンにとって

対象を量に還元する機械論的そして力学的な自然哲学と違って、化学とはあくまでも混合

mixture（化学反応のこと）によって成立する物体の質を対象とする科学だというわけで

ある。そしていま私たちの興味を引くのが、カレンが機械論では説明できない性質として

挙げているのが「選択的引力」（親和力）だということである。さらにカレンの弟子のジ

ョーゼフ・ブラック（1728-99）も化学的親和力をニュートン的な粒子間の引力と見るこ

とを拒否し、それをそれ以上の説明を必要としない事実と見るべきだと主張していたとの

ことである37。 

 
35 スコーフィールドはこうした 18 世紀半ばの理論的状況を「機械論と materialism の対立」とみなし

ている。彼の言うマテリアリズムはもちろん「唯物論」と訳されるものではなくて、現象の根底に、特

定の質的規定性をそなえた実体を想定する立場である。Schofield（1970）、P15-16 を参照。彼はこ

の観点からイギリスの自然哲学の動きを解明している。山本（2009）の第 4 章から第 6 章にこの流れ

の行き届いた解説があるので、関心のある方は同書の参照をお勧めしたい。 
36 引用文は Donovan の「スコットランド啓蒙思想における哲学的化学」p.97 より。同署の p97-102

も参照。この書についても山本（前掲書）第 8 章から教えられた。同書の 257-263 頁にその紹介がある。 
37 山本 315-316 頁参照。 
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ヘーゲル論理学と化学の関係――「親和性」と「結節線」に関して 

 以上のような歴史的背景を考えると、ヘーゲルの度量論が近代自然科学の提起した問題

を解決するという目的をもっていたことがはっきりとしてくる。機械論な自然科学は一方

では自立的な規定態である質を一般的に定量化しようと試みたわけだが、しかし他方、そ

の試みは暗黙のうちに質に量的な差異、すなわち「度合い」があることを認めることでも

ある。そして化学的な自然観は量のなかに質を自覚的に回復させようとしたわけだが、そ

れもアリストテレスのように単純に質を実体化しようとしたのではなく、やはり質のなか

に量的な差異を認めなければならず、「度合い」というものを考えなければならならなか

った。こうして近代科学は質と量とを関係づけ、それによって必然的に「度合い」の概念

を生み出していた。そうした流れのなかでヘーゲルは定量化されたもののなかに質的なも

のを認めるための概念として「度量」という領域を論理学のなかに位置づけようと試みて

いたのである。 

以上の観点から言えば、ヘーゲルの度量論は一方では
、、、、

時代の要請として提起されたので

あり、決して古いアリストテレス的な自然学を復興しようという意図で行われたものでは

なかった。ヘーゲルは時代の化学的自然観の潮流に掉さして自覚的に機械論的自然観と対

決しようとしたのであり、度量論はその戦場だったわけである。 

 

度量への化学的カテゴリーの導入をどう評価すべきか 

では、化学の理論に基づき、「親和性」や「結節線」を論理的カテゴリーに仕立てよう

とするヘーゲルの試みはどう評価したらいいのだろうか。 

 第一の
、、、

評価の仕方としてあり得るのは、現在までの科学史を基準とする場合である。  

ヘーゲルは機械論に加えてニュートンの基礎づけた力学的自然観、そしてそれを支える

粒子哲学全般と対決しようとしていた。彼が度量論で「中和」、「選択的親和性」と「結節

線」を論理的カテゴリーに仕立てようとしたのは、これらのカテゴリーによってニュート

ンの引力理論、そして原子論的な粒子哲学に対抗して量的変化のなかの質的変化を説明で

きると彼が考えていたからである。「親和性」の場合、ヘーゲルはそれによって諸物質間

には均一な引力が働いているのではなく、それぞれの物質ごとに質的に違う力（親和力）

が働いていることを表そうとした。そう認めることは、そこに万有引力の理論を超えた選

択的な力の論理があり、量のなかに質の回復がありえると認めることにつながるからであ

る。そしてそれは「結節線」においても同じであった。物質の化合現象において物質の

各々は量を基礎に置きながら独自の質をもつ「結節」であるということによって物質の質

的変化を説明できる。だからヘーゲルは「結節線」の化学を論理学に取り込もうとしたの

であり、彼はそこに質（物理学的規定）を量（数学的規定）に還元する（と彼が思ってい

た）ニュートン型理論の支配からの脱出方向を見たに違いない。 

この考えからヘーゲルは化学の粒子哲学的＝原子論的解釈にも抵抗する。彼にとって化

学物質とは質をもたない小さな粒子から成り立っているものであってはならなかった。な

ぜなら、そうであるとすれば例えば氷－水－水蒸気という質的変化も粒子の異なる結合状

態とか原子の離合集散として、つまり純粋な量的変化として解釈されてしまうからであ

る。ヘーゲルによれば物質とは独自の度量をもつ質的なものであって、その質は量的比例



96                 黒崎剛 

関係から成立するからこそ量と質とは統一的に理解される。ヘーゲルが化学の理論がこう

した自分の存在論を支持してくれるはずだと期待したのである。それゆえに彼は化学的概

念を論理的カテゴリーとして度量論のなかに位置づけようとしたのでる。 

しかしながら、化学一般にはヘーゲルとおなじ意図はなかった。むしろ化学発展の大き

な推進力になったのはニュートンの万有引力理論であったし（ただし、ニュートンの場合

には根底にある実体的なものとは物質的なものではなくて、あくまでも「作用する力」と

して考えられていたのではあるが）、さらに化学は最終的に原子論を完全に受け入れる。

それゆえに化学の助けを借りて力学的自然観と粒子哲学に対抗しようとするヘーゲルと化

学者たちとの関係は、同床異夢なのであった。現在の知識から見るならば、その点でにつ

いてのヘーゲルの理解は近代初頭の化学を吸収したという域を出ていない以上、この第一

の基準から見るならば、こうした乗り越えられてしまった化学の旧学説に依拠したヘーゲ

ルの度量論は完全に失敗と評価するしかないように思える。 

そうした評価の典型例としては寺沢氏の主張を挙げることができる。寺沢氏は「…化学

者たちの努力は親和性と呼ばれているものを量化して把握する方向へ向けられていく。と

ころがヘーゲルは…中和の重量比という定量に質的な選択が取って代わるということを重

視して、化学者たちの新しい研究を斥け、『親和性』という古い概念を固執しようとする

傾向を示している。ケプラーに対するニュートンの優位を承認しなかったのと同様の自然

科学の発展に逆行するヘーゲルの傾向がここにもみられる」（寺沢 1448 頁訳注 33）。そし

て結節線については、ヘーゲルの挙げている酸化金属の例が「倍数比例の法則」として化

学的原理論の論拠の一つとされているにもかかわらず、「…ヘーゲルは化学的原子論を否

認しており、同じ化学的現象を度量の諸比の結節線として説明しようとしている。この限

りにおいては、ヘーゲルの『度量の諸比の結節線』という概念は、化学の領域に関する限

りでは、科学の発展に逆行しようとする反動的な理論であったと言える」（同 452 頁訳注

53）という厳しい評価を下し、「哲学と経験科学との相互関係の問題」（同）、つまり「自

然の数学」として企図されたヘーゲルの度量論が、いかなる場合に成功しいかなる場合に

失敗しているかまたその成功と失敗の条件は何であったかという錯綜した問題が分析され、

解明されなければと思うのである」（同）と問題提起をしている。 

このように現在のところ正しいと言われている科学理論の一致しうるかを基準として論

理学を評価するならば、そもそも学的試みの大半は失敗と評価されるしかなく、ヘーゲル

のような試みももちろん否定されるしかないが、それを「反動」とまで言うのは結果を知

っているものの後出しジャンケンのように思える。もうすこしヘーゲルに公正に評価して

みよう。 

ヘーゲルの失敗の原因ははっきりしている。質を量に還元する数学的思考を超えるもの

を化学に期待したからである。たしかに化学のもっていた問題意識は物質の質を理解する

ことにあったし、カレンやブラックのように、ヘーゲルが期待する方向で考えていた化学

者もかつてはいるにはいたが、しかしそもそも化学も自然科学である以上、物質を定量的

に理解し質を量に還元して理解するという基本的態度をもち、最終的にはドールトンの原

子論を受け入れて質を定量的に理解する立場に立ち戻る。つまり化学の成果に依拠するこ

とによって量的思考の立場を超えて質と量との統一という論理学上の要請を満たすことは

はじめからできなかったのである。だから、科学史において成功した理論に合致している
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ことをヘーゲルの度量論の成否を測る基準とすることは無意味である。 

 では、第二に
、、、

、度量論を論理学であることを基準として評価してみたらどうなるだろう

か。その場合、全く別の側面が浮かび上がってくる。 

そもそも度量論はその量のなかに質の回復をみるというかたちで両者を統一的に思考す

るための論理であり、その際対象となるのは数学のような純粋な量ではなくて、自然とい

う質的多様性をもった世界の量的規定性であった。だからヘーゲルはそうした自然を対象

とする自然学（物理学）と化学のなかに度量の思考規定を探し、当時急激な発展過程にあ

った化学のカテゴリーの一部（「中和」、「親和性」、「結節線」）をカテゴリー化したのであ

る。これが結果的には失敗と評価されてしまうことになるわけだが、しかし化学が量的規

定性における質の問題を提起していたのは歴史的事実である。その意味でヘーゲルの失敗

は新しい論理学を創ろうと試行錯誤をしている過程で起こったことであり、それはいわば

「勇み足」だったとしても、「反動」とまで言われるべきものではないだろう。ヘーゲル

が失敗した根本的な理由は、化学は質を考察する科学だとはいえども、その質を最終的に

量に還元する思考態度であることに気づかなかったことにある。したがってこの失敗から

出てくる教訓は、ヘーゲルは化学に期待するのではなく、化学を含めていっさいの自然科

学あるいは「自然の数学」は質を定量的に思考する学にとどまるのだから、論理学はそれ

を超えるカテゴリーを立てて進まなければならなかったはずだということであり、ヘーゲ

ルは化学的カテゴリーの扱いに失敗することによって逆説的にそれを示したことになる。

だから度量論の成果とは、量に還元できない質の問題がそこから生じるということ、それ

を論理学で扱い可能にするためには、物理学と同様に化学の立場も超えて、量における質

の回復の論理を進めなければならず、そうした論理を提起する必要があることがはっきり

と示されたということにあると言っていい。 

重要なのはヘーゲルが量における質の回復を主張するのは、古来の物質内在的な力とい

う発想を復権することではないということである。例えば「親和性」といったカテゴリー

を見てみても、彼ははっきりと親和性の力の根源を量に求めているのであり、その点では

近代科学の立場をいったん受け入れている。そして彼が言っているのは、たとえいったん

は質を量に還元して理解したとしても、質はあくまでも量と区別されるカテゴリーである

から、この二つのカテゴリーの関係を論理的に捉えるという課題は必然的に生じるという

ことである。これこそがまさに論理的に必然的な進展の方向であって、仮にヘーゲルが正
、

しくも
、、、

原子論を論理学に取り入れてたとしてもその方向性に変化はない。なぜなら、質が

原子量に基づくとしても、それによって成立する各元素は質的に異なっているのだから、

すぐに量における質の復権という同じ課題は提起されざるを得ないからである。つまり原

子論を取り入れた、取り入れなかったということは、それに続く論理的カテゴリーが量と

質との統一でなければならないということには影響を与えず、結局は同じ課題が提起され

ることになる。このように考えてくると、ヘーゲルは科学史的には間違っていたが、論理

的課題設定においては間違ってはいないと言える。そして、度量論とは結局量の立場にと

どまる思考のカテゴリーを扱う境地であって、次の段階でそれを超えていかなければなら

ない。すなわち、存在の領域から本質の領域への移行はこうして完全に正当化されるつな

がることになる。ヘーゲルの度量論は、そのカテゴリー進展の欠陥にもかかわらず、こう

いう大きな方向性を私たちに示してくれているということを忘れてはならないだろう。 
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度量と「精神的なもの」との関係 

 さてここで最後に湧いてくる疑問は、度量論が「自然の数学」という量的限界のうちに

なおとどまる論理であるならば、度量という論理で「精神」を扱うことはできるのかとい

うことである。これに対してヘーゲルは先の二版の加筆である「注解」の最後の段落では

っきりと答えている。 

 

 「【13】①しかし精神の領域では度量の本来的で自由な展開が起こることは、いっそう

少ない。②例えばアテネの体制のごとき共和制、あるいは民主政にとって代われられる

ことになった貴族制といったものが或る一定の大きさの国家でしか生じえないこと、発

達した市民社会においては様々な職業に従事する多くの個人は相互関係のうちにあると

いうこと、こういったことはよく指摘される。しかしこうした〔指摘された〕ことによ

って度量の法則も度量固有の形式も与えられはしない。③精神的なものそのものにおい

ては性格の強度
、、

の違い、想像力、感覚、表象などの強さ
、、

の違いが出てくるが、しかしこ

うした強さ
、、

・弱さ
、、

といった規定されていないものを規定が超え出ていくことはない。④

感覚や表象などの強さ・弱さの関係に関して立てられるいわゆる法則なるものがどれほ

ど間の抜けたまったく空しいものなってしまうかに気が付くには、そんなことに精を出

している心理学者たちを調べてみれば分かることである。」（328/211-212） 

 

ヘーゲルはここ①で精神的なものは度量というカテゴリーを適用して十分に理解される

ことはないとはっきりと言っている。つまり、一方では度量的思考が精神的なものにはま

ったく適用できないというわけではないが、他方では精神的なものは定量的研究によって

は完全には理解できない領域であって、「精神の数学」といったものは不可能なのである。

ヘーゲルはここでは民主制や貴族性にふさわしい国土の広さや、市民社会を成立させる諸

個人の相互関係の密度といったものを例に出しているが、別な例を挙げて考えてみよう。

政治ジャーナリズムの世界では「内閣支持率が 30％を切ると政権維持が難しい」と言わ

れることがある。30％くらいまでは支持率は量的変化だが、30 を超えると質的変化を起

こすというわけである。しかし「30％」という量によって質的変化が起きるということ

は、化学的親和性の場合のような客観性
、、、

をもつわけではなく、そういうことが起きるかも

しれないし起きないかもしれないが、可能性は高くなるといっているだけである。それに

もかかわらず量が質に転化するという大きな論理が成立しないというわけでもない。なぜ

なら支持率が一定の数値より下がるということには内閣の安定度に質的変化を引き起こす

可能性はたしかに存在すると言われているからである。こうした事例においても一応量の

変化が質の変化だと感覚することのできるような区別を生み出しているのであり、私たち

はそこにかろうじて度量という思考形式が働いていることは認めることができる。それは

ちょうど、何本毛が抜ければ「禿」と呼べるかとか、1 粒の小麦をどれだけ積み上げてい

けば小麦の山ができるのかという問いが成り立つのと同じことである。しかしながらそれ

は化学の場合のように厳密な量的比例関係によって規定されるものではないから、度量本

来の働きではないし、そのような認識に法則性を認めるというわけにはいかない。性格が

きついとか柔らかいとか、想像力が旺盛だとか乏しいとか言っても、それはしょせん厳格
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に規定されるものではなく、おおまかに言えるだけのものである。 

最後の④に出てくる心理学者云々とは、『精神現象学』の「理性」の章で、「心理学的法

則」としてでてくるものを参考にすれば分かる。「心理学的な法則」とは行為する意識で

ある個体を一方の項とし、前提されている環境を他方の項として、或る環境が個体にどの

ような影響を及ぼすかを観察して立てられる。しかし個体は環境に順応し従うこともあれ

ば無視することもあるし、能動的に環境の方を変えようと働きかけることもある。つまり

環境が個体にどのような影響を及ぼすのかは偶然に左右されるのであるから、両者の間に

「法則」が想定されたとしてもそれは何の必然性も持っていない。それと同様に度量的な

思考によって精神的なものを捉えようとして、例えば「民主主義は大国では発展しない」

ということを政治体制の法則だと言おうとしても、そうである場合もあればそうでない場

合もあるということにすぎず、おおまかにそのような傾向はあるとしか言えないものであ

る。要するに、度量とは量的比例関係によって対象の質を規定しようとする思考形式であ

るから、量に完全に還元できない精神的なものの質を理解することはできないのである。 

砕いて言えば、度量という量的カテゴリーは自然科学にはふさわしくても、社会科学は

ふさわしくないということになる。しかし他方で、精神的なものに関しても、自然科学に

置けるような厳密性を求めなければ、度量的思考は成立しうると言うこともできる。科学

の立場から言えば「急激な量的変化」にすぎない場合でも、人間がその急激な変化を「質

的に変化した」と思考し
、、、

、それにふさわしい思考のカテゴリーを立てる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことは論理的に正

当である。その量的変化を質的変化として思考するのは社会科学の仕事であるが、社会科

学は対象の量的規定を自然科学のように厳密に計量できず数学を適用できない。そこに社

会科学的認識が自然科学ほどに厳密性をもちえない理由があるが、しかしそれは社会科学

の未熟さではなくてその本質にかかわることである。社会科学は単なる量的研究ではなく

て、質的研究だからである。 

まとめるならば、度量に固有の論理は自然学の分野で十分に発揮されるのであって、そ

れゆえに度量論は第一義的に「自然の数学」という性格をもち、いわゆる物理的
、、、

自然の論

理学である。しかし第二義的にはそれ以外の領域、すなわち化学的
、、、

自然においても発揮さ

れるが、精神の領域においてはその適用には限界があるということが分かる。この限界に

突き当たっとき、精神的なものを理解するためには度量を超える思考が必要とされ、こう

して存在論の終結と本質論への移行が正当化されることになるわけである。 

 

おわりに 

多くの欠陥を抱えているにもかかわらず、「量における質の回復」という度量論の目的

そのものはまったく正当なものであり、当然試みられるべきことである。そしてヘーゲル

の度量論はまさにその唯一といっていいほどの試みなのであるから、その点で度量論は依

然として大きな意義をもち続けていると筆者は評価する。 

ヘーゲルの失敗だと考えられていること、すなわち量から質への転化を論理的カテゴリ

ーとして表すために親和性や結節線をカテゴリー化しようという彼の試みも今日そう思わ

れるほど決して馬鹿げたものではない。当時の思想状況から言えば、これらのカテゴリー

によって物質の質的性格を表現しようとすることは一定の広がりをもっていた考えである

からである。たしかにヘーゲルは論理ではなく化学的実証の成果によってそれを正当化し
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ようとしたために、ヘーゲルの度量論は自然哲学なのか、論理学なのか不明瞭になってし

まった。本来は、度量が質と量との統一を課題とする概念である以上、質および量の概念

規定そのものからそれらの統一概念の正当性を導き出すのが論理学の手続きであったはず

である。 

この点から見れば、ヘーゲルの度量論は近代科学興隆期に現れた過渡期の論理学であり、

彼の体系内部においては自然哲学から論理学への形成途上の叙述だと言うしかない。そし

てそういう評価もヘーゲル論理学の価値を下げるものではないとも言っておこう。彼の論

理学とは決して論理的な必然性に沿って形作られたカテゴリーの完璧な体系ではなく、試

行錯誤を含めて普請中の作品だと見なすことができる。実際彼が晩年この著作の改定を試

みたとき、最も多く書き変えられたのは度量論であったということからも、そう言ってい

いだろう。私たちは度量論を、いわば草稿を読むような気持で読むべきなのかもしれない。 

 

 

第三章 

本質の生成 

Das Werden des Wesens 
 

 

Ａ．無差別 Die Indifferenz 

 

１．無差別の概念 

 

無差別とは何か――質と量との質的区別を欠いた量的統一〔1〕・〔2〕 

 さて、こうして「特質的な自立態」と呼ばれていた個々の質的規定態に対して、全体性

を表すカテゴリーが成立する。「〔1〕①特質的な自立的なものは自分の否定を通じて自己

自身と媒介されており、だからもはや特質的な自立態ではなく、絶対的な自立態である」

（224/362）。この「絶対的な自立態」と呼ばれるものは質的なものと量的なものとを自分

のうちで揚棄して契機にしている統一としての統体性であり、それをヘーゲルは「無差別」

というカテゴリーで表現し、次のように説明している。 

 

「〔1〕⑥この統一〔絶対的に自立的なもの〕は両者が生成することではない――両者

の生成というのは〔度量論では〕両者の結節線および無限の進行であった――。という

のもこの統一は、両者がそのなかでまだ質的な区別をもっているというような両者の統

一ではないからである。⑦さらに言えばこの統一は両者の直接的
、、、

統一という規定へと還

帰してもいる。というのも両契機は互いに区別されながら
、、、、、、、

一つであるからであり、言い

かえれば、両者がそのなかではもっぱら揚棄されたものとして一つであるような両者の

統一は現存してはおらず、両契機は、一方が他方のうちで自己を連続させるということ

であるからである。⑧それゆえ両者の統一は、両者のうちで両者に対して無関心的な
、、、、、、、、、、、、、、、、、

統
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一、両者の無差別
、、、

なのである。」（224/362-363） 

 

質的なものと量的なものとを互いに他者として区別して「生成」させるのは結節線を作

り出す無限進行である。それに対してここで成立している統一においてはそういう無限進

行は超えられていて、質的なものはそのまま量的なものに、量的なものは質的なものに絶

えずひっくり返っていて、結節線におけるように進行の過程で互いに他者として区別され

るのではない。この統一は両者のそうした質的な区別を絶えず解消し、それらを自分のう

ちに含みこんでいる「絶対的に自立的なもの」なのである（⑥）。さらにヘーゲルはこの

統一は「両者の直接的な統一」だとも言う。というのもここでの統一とは互いに他者に連

続的に交代してしまうということなので、互いに対する区別はあるにはあってもまだ実在

性をもたず、区別を揚棄した統一という形態にまでは進んでいないからである（⑦）。質

的なものと量的なものを契機として持ちながら、その両者の質的区別に関しては無関心な

このような統一がここで成立しているのであるが、それをヘーゲルは「無差別」と名づけ

る（⑧）。 

 そこでこの無差別は「〔2〕②自体存在的な
、、、、、、

自立態にすぎず、まだ対自存在的な
、、、、、、

自立態

ではない」（224/363）のだとヘーゲルは言う。つまり無差別は統一になっているという点

では「自体存在」ではあるが、両契機の質的区別には無関心で、その区別を契機として位

置づけている統一ではないという点では、まだ媒介を経た統一、すなわち「対自存在」で

はない。だから無差別はいわゆる「自体的にして対自的な統一」には達してないのである

が、それにどのような欠陥があるかについて、ヘーゲルは次のように言う。「〔2〕④この

無差別は自体的に存在する、無関心的な統一であり、そのため量の規定のうちに措定さ

れているのであって、そしてそれには質的な区別が対立しているが、この質的区別はそ

れに対して無差別が無関心的であるところのものとしてある」（224/363）。区別や媒介を

含む統一であるならば質と量との区別は質的でありうるが、無差別はそれを欠いている。

そのため無差別は質的区別を含む媒介的統一の側面に無関心となった量的な統一
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という論

理的段階を表すものなのである。そして「〔2〕⑥――だから無差別に欠けているのは、

自己自身に即した自己との質的な統一、つまり絶対的否定性［であること］である。⑦

無差別は、否定的なものに対する無関心性という規定
、、

のうちにあり、したがって絶対的

に自立したものではない」（225/363）。欠けているのは質的な区別を含みながらそれを否

定して自己同一性を確立するという媒介された統一のあり方である。そうした統一をヘー

ゲルは論理学で一般に「絶対的否定性」と呼び、それこそが真に自立したものだと述べて

来たわけだが、無差別はまだそうした絶対的否定性ではないというのである。最初は「絶

対的に自立したもの」（〔1〕⑤）と見えたこの新しい統一は、実はまだその段階には達し

ていないことになる。 

 

補論:二版での「絶対的無差別」の叙述 

 この無差別は「存在論」をしめくくるカテゴリーとして大変重要であるはずなのであるが、二版

では以上の初版の叙述はすべて消され、「A」の叙述は全面的に書き改められてしまっている。い

ったい何がいけなかったのか。二版の叙述を見てみよう。  

 まず、タイトルが「無差別」から「絶対的無差別」に代えられた。二版では「【1】①存在とは
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抽象的な絶対的無関心性であって、…それのためには無差別
、、、

という表現が用いられている」

（2:373/273）とあり、単なる「無差別」は「存在」一般について使われる用語とされる。こうし

た無差別にもっともよく当てはまる概念が「量」である。「【1】①…純粋な量はあらゆる規定態を

容れることのできる無差別である」（同）。純粋な量はあらゆる規定態に対しては外的無関心なも

のであるから、これは当然である。これに対してヘーゲルが「絶対的」と形容する無差別となると

意味が違ってくる。 

 

「【1】①…だが「絶対的」と称されることのできる無差別とは、存在のすべての規定態、すなわ

ち質と量そしてそれらの最初の直接的な統一である度量の否定を経て
、、、、、

、自己を自己と媒介して
、、、、、、、、、、

単

一な統一に至ったものである。②規定態はそうした無差別にあってはかろうじて状態として、す

なわち無差別を基体
、、

としてもつ或る質的で外的なものとしてあるにすぎない」（2:373/273）。 

 

絶対的無差別とは「存在論」のこれまでのすべての規定態の自立性を否定するという媒介を経た統

一である。しかしそれが「単一な」統一だというのは、これらの規定態が互いの関係を具体的に規

定したわけではなく（そういう規定態は本質論に置いて論じられる）絶対的無差別という基体のう

えにある「状態」という資格で存在しているという意味でなお「外的」なのである。言いかえれば

「絶対的」無差別とは存在論の全過程に媒介されてはいるが、そのうちにある規定態どうしはたが

いに対して媒介されていない（つまり「存在的」である）、そういう論理次元の統一を表すカテゴ

リーとして導入されている。二版では「絶対的」と形容することで、無差別が存在論最後のカテゴ

リーにふさわしい規定を与えられていることが分かる。  

 続く【2】での説明によれば、「状態」としての質的で外的なものは無差別から区別された規定態

であるが、無差別という基体においてはそうした質的区別は直ちに無効になっていて、自立的に存

在することができないという空虚な区別でしかない（【2】①・②）。そしてこう続く。 

 

「【2】③だが、まさにこのような空虚な区別〔直ちに解消される区別〕こそが成果としての無

差別自身なのである。④しかも、かくして無差別は具体的なもの、すなわち自分自身のうちで存

在のすべての規定態を否定することを通じて自己と媒介されたものなのである。このような媒介

として無差別は否定と相関関係〔比例関係〕を含んでおり、そして状態と呼ばれたものは、無差

別に内在する、自己を自己へと関係づける区別なのである。外面性とその消失が存在の統一を無

差別とするのであり、それゆえに外面性とその消失は無差別の内部に
、、、

ある。それによって無差別

は単なる実体にすぎなくて自分自身に即してあるだけのものではなくなり、抽象的にすぎないも

のではなくなるのである」（373/273-274）。 

 

つまり無差別とは質的な区別を自分に外的なものとして持ってはいるが、そのすべての質的区別と

規定態の自立性を否定して自分の内部に納めた統一でもあって、こうした否定を経た媒介的統一で

あるために抽象的な統一にすぎないのではない。つまりそれが純粋な量といった無差別と違うのは、

あくまでも質的区別という媒介は経過していて、その区別の基体となっているという点にある。  

ただし、以上の引用を見ると、初版の叙述と比較してむしろ曖昧になってしまったこともある。

それは、そうした質的区別が絶えず解消されて状態に引き下げられてしまっているために、絶対的

無差別は結果として単なる量的区別しか表示できず、質的区別の方は実在性をもって語ることがで
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きない段階にあるということである。  

 この二版の叙述は初版と比べて拍子抜けするほど簡単な叙述になっている。初版の叙述では無差

別とは質的なものと量的なものという両契機の無差別だということがはっきりと言われたうえで、

その統一からは媒介が抜け落ちているために無差別はまだ「絶対的否定性」にはなっていないとい

うかたちでこれからの課題が暗示される。これに対して二版の叙述では、これまでの存在の諸規定

のすべてはこの無差別に集約されているが、この無差別からそうした諸規定がどうして生まれてく

るのかはまだ言われていないから、それは自体存在的・肯定的な同一性にすぎず、背後に隠された

媒介過程を措定しなければならないというのが課題だということがよく分かる叙述になっていて、

それが次の「B」の冒頭で明快に言い表されることになる。その代わりに二版の叙述では初版にあ

った規定、すなわち無差別というのが質的なものと量的なものとの無差別だということがあいまい

になっている。要するに、二版の叙述は「B」の冒頭と合わせてこの章の課題がどこにあるのかを

はっきりと示している点では優れているが、論理的展開を端折ってしまっている感があり、逆に初

版の叙述は論理的展開についてはきちんと述べているが、それがあまりに難解でかつ何を課題とす

るのかは明示されていない。結局二版の叙述を読んだうえで初版を読むとよく分かるのであるが、

その限りどちらも一長一短のあるテキストであるとしか言いようがない。  

 

２．無差別論の課題 

 

 「A．無差別」の叙述はかなり短いが、その重要性は長さに比例していない。そこでこ

こでなぜ無差別というカテゴリーが置かれるのか、それの課題とは何かを反省しておくこ

とにしよう。 

 

無差別の何が問題なのか 1――スピノザ批判として（「注解」より） 

 「（絶対的）無差別」というカテゴリーをヘーゲルが論じる狙いの一つが、スピノザの

「実体」概念を批判することである。ヘーゲルは次の「Ｂ」の後に「注解」を付け、その

〔3〕で「①スピノザ哲学の実体
、、、、、、、、、

の基本概念である絶対的無差別
、、、、、、

」（229/370）について触

れているので、そこをここで取り上げておこう。 

ヘーゲルによれば、スピノザが提起した「実体」について言えるのは「〔3〕①…存在

が本質になる前の存在の最後の規定であるが、しかしそれは本質そのものには到達して

いないということ」（229/370）である。これがいまや「絶対的無差別」とヘーゲルが規定

する概念と重なり、ヘーゲルはこの両概念をもはや区別しないで論じている。つまり絶対

的無差別（＝スピノザの実体概念）とは、あらゆる自立的なものを「思考と存在との絶対

的統一」として含んでいるが、それが表わしているのはあらゆる区別を消し去った統一だ

けであり、そのためにそこに含まれているはずの区別は「外的な反省」すなわち主観によ

ってその統一に外から持ち込まれるしかなくなってしまう。だからそこに依然として欠け

ているのは「〔3〕⑤…この反省が思考する主体
、、、、、、

の外的な
、、、

反省ではなくて、反省そのもの

が認識される〔べきだ〕ということ」（229/370）である。「反省そのもの」とは区別を自

ら産出できる媒介運動のことであって、それが捉えられなければならないのである。言い

かえれば、諸々の自立的なものが「⑤…自分たちの区別を揚棄し、そして単に自体的に

一つであるだけでなく、自分たちが質的に区別されながら一つであるという、それらの
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自立的なものの固有の規定と運動として」（同）この統一が認識されなければならないと

いうことである。そしてそうした統一が認識されたときに、「⑤本質の概念
、、、、、

」（同）が姿

を現すことになる。本質の概念とは、自立的な質的存在者たちを自己の外にもつのではな

くて、自分自身がそれらを媒介する運動として自分のうちの契機としていることであり、

それこそヘーゲルが「絶対的な否定性」として語っているものである。 

 

無差別の何が問題なのか 2――シェリング批判として 

 ところが、ヘーゲルがここで言っていることはスピノザの「実体」概念の批判としても

たしかにすぐれてはいるが、「（絶対的）無差別」は質的統一を欠いた量的統一という段階

にあるカテゴリーであるのに、スピノザの「実体」は一切が無差別だというだけで、量的

統一という性格はない。哲学史の上でそのような「無差別」を絶対的同一性だと主張した

のはシェリングであり、当然ヘーゲルもそれを念頭に置いているはずである。それなのに

かつての友に対する配慮なのか、ヘーゲルはテキストではシェリングの名を出さない。し

かしながらヘーゲルがシェリングの哲学とどう対決したのか分からなければなぜここで無

差別という概念が出てくるのかも分からない。そこでここでテキストを離れてシェリング

の「無差別」概念について確認しておこう。 

シェリングの哲学史上の意義、そしてヘーゲルも追随した彼の主張の意義は、フィヒテ

の「絶対的自我」という主観的原理を「絶対的なもの」という存在論的原理に転換させた

ことである。フィヒテは主観としての自我を前提しそこから出発して、それが「非我」と

いう障害を乗り越えて自我に包摂する働きを哲学の原理にすることで主観と客観との統一

を目指した。そのときフィヒテは自我の根底に自我と非我の統一である「絶対的自我」を

想定しはしたが、自我が非我の自立性を克服していく運動は「無限の努力」になってしま

うために、この絶対的自我は我々にとっては到達できない究極の目標にとどまった。シェ

リングによれば、「自我」とはどこまで行っても「非我」に付きまとわれるものなのだか

ら、そのような自我を超えた「絶対的自我」が存在するとしたら、それは自我と非我、主

観と客観との究極の同一性でなければならならず、そのようなものはもはや「自我」と呼

べるものではない。だからこの絶対的な同一性を彼は「絶対的な自我」ではなくて「絶対

的なもの」（das Absolute）と呼んだ。ここにカントから始まる認識論的自我の問題が、世
、

界を貫く絶対的なものは何かという存在論的問題へと定式化し直された
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のである。哲学史

の通例では、シェリングの哲学は「自然哲学」、「超越論哲学」（精神哲学）、「同一哲学」

と発展していくが、問題の「無差別」は同一哲学期に登場する。 

彼の「同一哲学」は自我と非我、主観と客観、精神と自然との根底にあって両者を包括

する「絶対的なもの」を「知的直観」によって把握しようとするものである。絶対的なも

のは主観と客観との絶対的な同一性そのものとして両者に対して無差別的に振る舞う38。

主観と客観という有限なものは、どちらもこの同一の絶対的なものを表しているのだから、

 
38 シェリング同一哲学の代表作『我が哲学体系の叙述』（Darstellung meines Systems der 

Philosophie, 1801）の第 1 節では、そうした絶対的な同一性としての理性は「絶対的理性」（absolute 

Vernunft）とも呼ばれ、それが「主観的なものと客観的なものとの統体的無差別 totale Indifferenz」

と言いかえられる。 
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その二つの間には質的な差別はなく、ただ量的な差別
、、、、、

しかありえない39。つまり自然の中

にもたしかに精神的観念的要素はあるが、しかし自然においては自然的実在的な要素が優

位を占めているために、自然は精神でなく自然にとどまる。精神も自然的実在的な要素は

もっているが、しかし精神的観念的な要素が優勢なため、精神だというわけである40。 

ヘーゲルがここで論理的カテゴリーとして採用したのはシェリングのこの無差別であり、

先の「A」で述べていた無差別論の課題はこの無差別概念の批判からきている。すなわち

1）この同一哲学においては自然と精神との同一性があらかじめ前提とされているために

どうしてその二つが一つなのかの必然性が示されておらず、2）量的差異しか持たない絶

対的な同一性というものがどのようにして個々の質的に異なった規定態をもつようになる

のかということが展開されていない。つまり、ヘーゲルによれば主観と客観との同一性が

真理だとしても、それが真理であることを証明するためにはその同一性が具体的に規定さ

れた世界へ展開される過程が示されなければならない。そこで次節において彼はこの課題

を遂行しようとするのである。 

 

Ｂ．自分の両因子の反比例関係としての自立的なもの  Das Selbstständige als 

umgekehrtes Verhältniss seiner Factoren 

 

 二版ではこのタイトルの「自立的なもの」のところが「無差別」に変えられ、「B．自

分の諸因子の反比例関係〔逆の相関関係〕としての無差別」となった。このように訂正さ

れたことで、「自立的なもの」というのが無差別という統一であることが明示された。こ

の節の課題は無差別の「両因子」とされているものが無差別自身によって措定された両契

機であることを示すことにある。それが果たされたとき、無差別は「絶対的否定性」を獲

得して「本質」となる。 

 だがこの節は極めて難解で、意味が取るのに苦労する叙述が多い。その難解な叙述は二

版では全面的に書き替えられて明快になり、解釈も容易になった。そこで以下の注釈では

二版の叙述を参考にしながら、初版に意味の通る解釈をつけてみたいと思う。 

 

この節の課題――無差別に含まれる媒介を措定すること 〔1〕（【1】・【2】） 

 最初の〔1〕は本来この「B」節の課題が述べられているはずの段落である。まず出だ

しで無差別は「自体存在的な統一」あるいは直接態であることが確認されるが、直ちにそ

れに対して無差別は媒介されたものであることが指摘される（〔1〕①）。それゆえに

「〔1〕②…無差別は自分の否定を通じて自己を自己と媒介する、特質
、、

的な
、、

自立的なもの

であり、それによって絶対的な自立態となるのであって、その結果として無差別は二つ

の規定、つまり特質的な自立態〔質的なもの〕とそれの否定〔量的なもの〕とを、なお

両契機
、、、

として自分にそなえている」（225/363-364）はずである。つまり、無差別はそれの

成立過程から見れば質的なものと量的なものとの統一として媒介されたものなのであるが、

いま無差別の両契機となったそれらが無差別自身の媒介運動によって存在しているという

 
39 シェリング、前掲書、特に第 23 節を参照。 
40 シェリング、前掲書、特に第 46 節を参照。 
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ことがまだ論理的に展開されていない
、、、、、、、、、、、、、、

ために、無差別は「自体存在的な」、すなわち未展

開の統一にとどまっている。そのためにこの両契機は一方では無差別そのものからまだ区

別されていて、互いに対立する自立的なものとなっているのだが、しかし他方では同時に

それらは無差別のなかにしか存在しないものであることが指摘される（〔1〕②③）。初版

のこの〔1〕では無差別にそのような自己矛盾があることが指摘されているのであるが、

肝心なのは「だからこそ、そこに欠けている媒介を示すとことがこれからの課題なのであ

る」と宣言することであったはずなのに、それは告げられないままこの段落は終えられて

しまう。 

 このように何を言いたいのかあいまいな初版に対して、二版の「B」ではその課題にな

るものが【1】と【2】で明快に示されている。すなわち、まず考察されなければならな

いのは「【1】無差別のこうした規定がどのようにしてそれ〔無差別〕自身のもとで措定

されているか、それとともにそれ〔無差別〕が対自存在するもの
、、、、、、、、

として措定されている

か」（374/274）である。ここで「こうした規定」というのは「無差別とは自分のうちにあ

る外的で質的に区別されたものを統一している基体である」ということである。無差別の

真のあり方はそうした統一する基体であることにあり、それを論理的に叙述することで無

差別を対自的に存在するものとして立て、本質へと移行させるというのが目標となる。さ

らにそれを詳しく説明しているのが二版の【2】である。そこでは無差別という基体は

諸々の比例関係を様々な区別された結節としてもち、それらの系列の全体となるものとさ

れる。そして度量の比例関係を表すための規定としていまあるのは質と量の二つである。

その上でヘーゲルは言う。「「【2】②問題となるのは、それら規定〔質と量〕がいかにし

てこの基体のうちに措定されているのかということだけである」（374/274）。この課題が

生まれてくるのは「【2】③基体はさしあたって成果として〔あり〕、そして自体的には
、、、、、

媒

介であるが、しかし媒介は基体のもとには
、、、、、、、

まだ媒介として措定されておらず、そのため

に基体はさしあたって基体〔にすぎないの〕であり、規定態に関しては無差別
、、、

としてあ

る」（374/274-275）からである。そうして両版とも次の段落でこの課題の遂行へと進んで

いく。 

 

この課題を遂行するカギ――（質的な）反比例関係〔2〕（【3】） 

 ヘーゲルはこの課題を無差別の備えている両契機の関係が「反比例」だということによ

って解決しようと試みる。その反比例を導き出すのが次の段落〔2〕の役割なのであるが、

この〔2〕はとりわけ言葉足らずで形式的な論理で叙述されていて、難解である。いや難

解だと言うより説明が破綻しているとしか思えないところもあるので、そこは解釈で補っ

て進むことにしよう。 

 まず彼はこう切り出す。「〔2〕①さしあたっては特質的な自立態という契機が現存して

いるが、この契機は自分の規定態においては質的なものである。この契機は自分自身の

もとでの自己との無差別的な統一〔という契機〕ではなく、この統一に対して規定され
、、、、

たもの
、、、

であり、したがって自己において区別されたものである」（225/364）。――ここで

まず無差別のもつ両契機が何であるかが規定される。まず一方のものとして「特質的な自

立態」という契機があると言われているが、これは当然「質的なもの」という規定態とし
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て考えられる。この質的な規定態は当然のことながら非自立的な契機として無差別に包括

されているはずのものである。ところが絶対的無差別とは質と量という両契機の媒介関係

がまだ背後に隠されている段階なので、特質的な自立態という無差別の一方の契機である

はずのものが無差別という統一そのものとは区別されてしまい、対等な規定態のような形

態をとって現われるというのである。逆に無差別という全体が全体であると同時に質的契

機に対する他方の量的契機としても規定される。（この場合の質に対立する量的契機とは、

「無限進行」として表象されていた「度量なきもの」のことしか考えられない。）これは

ヘーゲルがよく使う説明で、全体の媒介的統一が展開されていない場合には、その全体も

また一方の契機にすぎないものとして現れるという（例えば個別に対する普遍は一つの個

別的な普遍だという）論理である。 

 こうしてヘーゲルはまず無差別の両契機として質的なもの（特質的な自立態）と量的な

もの（量的進行）を取り出した。その上でこう叙述を進める。「〔2〕②したがって二つの

自立態が一般的に存在しているが、それらは自分たちの統一のうちにある場合には自体

的にしか自立的ではない。というのも、他方の否定のなかでのみ特質的なものは〔規定

されて〕自立的であるのだが、その統一のうちにあるときには両者は他方に対して規定

されたものではないからである。③しかしそれらの特質的な規定態においてはそれらは

一方のものであり、この一方のものは他方のものではなく、それゆえに各々は同時に他

方が存在するかぎりにおいてのみ〔一方のものである〕」（同）。ここで理解に苦しむのは

「二つの自立態」が何を指しているのかということである。文脈から言えば、①でとりだ

された質的なもの（特質的な自立態）と量的なもの（量的進行）しかない。しかしながら

そのつもりで読んでいくと、以下の解釈はすぐに行き詰まってしまう。どうやらヘーゲル

はここで、「二つの自立態」のそれぞれを質と量との統一として、すなわち二つの度量
、、、、、

だ

と考えているようなのである。ただし、その二つの度量とは個々の質的なものではなくて、

「質的なものという規定態をとる質と量との統一の全体」と「量的なものという規定態を

とる質と量との全体」である。契機となっているものは、結節線の場合のように多くの
、、、

質

的なものではなくて、二つに絞り込まれている。ヘーゲルはここでシェリングの無差別に

おける両項、精神と自然といったものをイメージし、そちらへこの概念を移していこうと

考えていると思われるので、私たちもそれをイメージしながら以下の叙述を読んでいこう。 

 反比例の概念は以下のように導かれている。「〔2〕④しかしそれらの互いに対して規定

された差異性をつくっているのは、量的な区別である。質的な区別は自分の性状、他者

への特質な関係を、定量を通じてつくっている。⑤比例関係の両項の存在をつくりなし

ているこれ〔定量〕は互いに対して質的に規定されていて、そのため一方の存在は他方

の非存在である。⑥したがってそれらは〔質的な〕反比例
、、、

のうちにある」（同）。この両

契機、質的なものと量的なもの、あるいは精神と自然といったものは互いに質的に区別さ

れた両項であるが、この区別を生み出していたのは二つの規定態のそれぞれがもっている

定量に違いがあることである。そうした二つの自立態は互いに無関心な関係項だという意

味では一方の否定が他方であり、そして両者の区別はそれらがもつ定量に基づいているの

であるから、それぞれの定量は互いに他者として区別された二つのものだということにな

る。そこからヘーゲルは両者の関係が「反比例」だと唐突に結論する。なぜこれが反比例

になるのか分からないのは、読者ではなくてヘーゲルがいけないのである。 
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第二版ではこの叙述が何の説明にもなっていないことにヘーゲル自身も気づいたのであ

ろう、この部分はすっかり削除され全く書き替えられて次のような説明になっている。 

 

「【3】①したがって〔質と量との〕区別はそれ〔無差別〕のうちでは本質的にさしあ

たって量的で外的にすぎない区別である。そこにあるのは一個同一の基体の二つの区別

された定量である。この基体はこうして二つの定量の総和
、、

であり、したがってそれ自身

が定量として規定されていることになろう…。③…二つの定量は契機としてそれ〔無差

別〕のうちに措定されているために、可変的であり、たがいに対して無関心的であり、

より多いか少ないかである。④しかしそれらの総和の確たる限界によって制限されて、

それらは同時に外的にではなく、たがいに対して否定的に振る舞う。そのことがいまや

質的な規定となっているのであり、この質的な規定においてそれらは互いに対峙してい

る。」（2:374/275） 

 

 ここで説明はかなり分かりやすく改善された。様々な度量の比例関係（結節）を貫徹し

ている基体としての無差別においては、それらの結節の間の区別は比例関係という量に基

づいている。この基体のうちにある区別は二つの区別された度量比すなわち定量によって

つけられている。そして基体としての無差別はその二つの定量の総和だということになる。

全体の量的枠組みは決まっている。そのうえで二つの契機が定量としてそれを分かち合う

と、一方が増えれば他方は減り、逆もまたしかりという関係ができる。そしてこういうよ

うに相反する関係をとる二つの契機は、それぞれが他方ではないものとして質的な区別に

なる。こうして質的に区別される二つの定量が互いに否定的に関係しあうので、その関係

が「反比例」だということになる。 

ただし、量論で論じられた比例と言えばもちろん量的な規定であるが、ヘーゲルはここ

で言う「反比例」とは「〔3〕①最初の、形式的な反比例ではない」（225/364）だと断っ

ている。なぜなら、量的な反比例においては比例の両項の間には質的な区別はなかったが、

ここで言う反比例は質的性格をもつものどうしの
、、、、、、、、、、、、、

逆の相関関係
、、、、、、

だからである。もともとの

ドイツ語ではこの反比例とは das umgekehrte Verhältniß、つまり「逆の相関関係」という

意味なのである。だから「反比例」という、どうしても数学的な量的規定を思い出してし

まう訳語は本当はふさわしくないので、今後の解説ではこの意味での反比例を「質的反比
、、、、

例
、
」
、
とか、あるいは直訳で「逆の相関関係」という言葉で指す場合もある。もちろん単に

質的ではなく、量的規定に基づく質をもった、という意味である。 

さて、この反比例についてヘーゲルは次のように解説している。 

 

 「〔3〕③ここでの比例関係の実在性においては、両項をそのように関係づけているの

は両項固有の質的性格である。両項の特質的な規定は排斥作用という契機、つまり他方

が存在しない限りにおいて自体的にそれ自身が存在しているという契機を含んでいる。

④同時に両項のこの自己への還帰は、無関心的な自己関係、つまり定量であって、両項

は定量をそれらが互いに対して無関心的に存立しているという規定としてもっている。

⑤こうして定量はその在り方から見れば特質的な定量としてあり、直接的で外的な規定

態ではなく、質的な関係なのである。」（225-226/364-365） 
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 今度量の両項はどちらも質と量との統一である度量そのものとして規定されていて、そ

れを彼は度量の実在化と呼んでいた。両項は実在的で質的であるがゆえに、質のもつ他者

排斥の性格をもっている。ところがこの両契機がもつ質を作り出しているのはそれの定量

である。だからここで反比例関係の両項となっているものは質的規定性をもった定量だと

規定されたわけである。 

 

質的な両項の反比例の分析 

 そしてヘーゲルは〔4〕でこの（質的な）反比例の両項の分析に入る。 

 まず「〔4〕①この反比例の両項は、その両契機〔が属するところ〕の自体的に存在す

る無差別のもとに自分たちの自立態をもっている。両項はこの統一自身であるが、しか

しそれは差別化された統一である。両項は特質化された自立的なものである」（226/365）。

この反比例の両項は独自の質的な規定態であるとは言っても、無差別という統一のうちに

ある両契機である。ただしどちらの項も、無差別という統一をそれぞれ別の二つの質とし

て表現している。ヘーゲルがイメージしているのは、自然も精神も同じ絶対者（絶対的無

差別）を表現している二つの形式であるというシェリングの思想であることは間違いない。

そして、両項のどちらもが別な質でありながら同じ統一を表現できているのは、「〔4〕②

質的なものと量的なものとの統一として、両者は自体的には同じものである」（同）から

である。同じ無差別を別な質として表現しているのだが、一方でそれぞれの質は量の違い

によって決定され、他方でそれぞれの量は独自の質を表現しているという点でどちらも質

と量との否定的統一である（②）。そしてこれによって結局ヘーゲルが何を言おうとして

るのかと言うと「〔4〕③この否定的統一のなかでは両者は自立的なものであるのだが、

そうした否定的統一はそれらの絶対的な無差別からはまだ区別されている。そのために

否定的なものは自分の規定態のうちで自己に対立して現れる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」（同）ということである。

両契機のそれぞれが否定的統一として全体性であるので、どちらも全体である無差別と区

別されている。なぜなら、無差別が直接的な統一であるのに対して、両契機のそれぞれは

媒介された統一だからである。つまりこの無差別という論理的段階はこの否定的統一の側

面が無差別の同一性の側面から区別されているところに成立していて、「同一性と非同一

性との同一性」がまだ成り立っていない。だからここに一つであるべき直接性と媒介とが

対立して現れることをヘーゲルは「否定的なものが自己に対立して現れる」と言っている。 

 ではこのような両項をもつ統一とはどのようなものであるのか。「〔4〕④だから両者の

統一はそれらの自立態一般として…互いに反比例のうちにある二つのものの区別
、、、、、、、、

のなか

に現前している」（226/365）。――互いに質的に区別されながら同じ統一を現していると

いうことは、〔2〕で言われていたように、質的な二つのものが反対方向の相関性をもっ

ているという形で統一が表現されているということであろう。（例えば、氷河が溶ければ

海面は上昇する。）⑤こういう関係のうちにある両項は統一の両契機ではあっても別の自

立態である。（つまり氷の量と海面とは切り離せなくても、両者は別物でもあり、海面が

上昇する原因には温度上昇もある。）整理すると、1）この両契機は質的に自立した直接

態であるが、2）それにもかかわらずどちらも一つの統一の契機であり、かつ 3）この同

じ統一をそれぞれが独自に表現しているが、4）そういう統一は反比例・逆の相関関係だ
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ということになる。そして「〔4〕⑥…その〔両契機の〕各々が存立していることという

直接態と、変化のうちにおけるものとしての各々の自己同等性ないしそれらの自己との

媒介
、、

は、離ればなれになっている」（同）。つまり問題はやはり一個の統一を形成する媒

介運動と、その結果成立している両契機の直接性とが分離されていることにある。ところ

で、この両契機の自立性が何によって支えられているのかと言うと、それらの量である。

「〔4〕⑦それ自身だけで〔対自的に〕存在し、また他方の否定からではなく各々のもの

になるものとは、各々がそなえている直接的な部分である。より大きくも小さくもあり、

あるいは無限小とみなされることもできるような部分、それが一般に特質的な自立的な

ものの契機なのである」（226/365-366）。両項のそれぞれは量的に増減し、無限小にもな

ることができるような部分である。このことが両項をあくまでも統一の契機にすることを

阻んでいる。 

 

全体と両因子 

 こうしてようやくこの統一なるもののの全体像が見えてくる。 

 

「〔5〕①したがって実在的な反比例のうちに現前しているものは、二つの特質的な自

立態であり、それらは自体的には
、、、、、

同じものであるが、定量としては区別されている。②

それだからそれらの自体的に存在している無差別は、それらの総和
、、

、一つの規定された

定量にすぎない。③この総和がその質的な規定態
、、、

をもつのは、無関心的な二つの定量が

相互に入りこむところの区別された諸々の比例関係のもとにおいてである。というのも、

全体のそうした質的に規定された定量が比例関係においてもつのは、この全体の特質的

な差異性であるからである。④比例関係のこの両項が因子
、 、

Factoren である。それらの因

子は自体的には同じ全体であり、それらの規定された量的な変化を通じて全体を規定す

るのだが、その全体の無差別に従ってではなく、全体の規定態
、、、

に従って規定する。とい

うのは、ほかならぬこの規定態が両項をつくりなしているからである。」（226/366） 

 

この反比例の両項となっている特質的な自立態は根底においては同じ無差別を違った定

量で表現しているものである（①）。だからそれらを包括する無差別はそれらの定量の

「総和」Summe であると言われているが、この総和とはもちろん単純な足し算を言って

いるのではなくて、一方が増えれば他方が減るという反比例関係の総体のことを指してい

る（②）。反比例の総体が或る規定された定量であることには変わりないが、それ両項は

その統一を異なったいろいろなレベルの量で表現していることで一つの質的な自立性を維

持している（③）。ヘーゲルはこれらの両項を因子 Factor と呼んでいる。この因数はそれ

ぞれが同じ全体を独自に表現していて、それぞれが自立しているが、しかし互いに規定し

あうことによってはじめて一つの全体を表すことができる（④）。 

Factor というのは、数学ならば「因数」と訳されることから分かるように、一つの物を

構成する二つの要素のことである。因数を例として考えると、6 を因数分解すると 2 と

3 が得られるが、この 2 と 3 は互いに無関心な数字であると同時に、6 という全体を構成

する非自立的な数にすぎず、そして全体である 6 の方は 2 と 3 という因数によって作り出
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されている。無差別とその両因子はちょうどそのような関係のうちにあるとヘーゲルはい

っているように思えるが、ただし、因数の例だと、両項が同じ全体をあらわしているとい

う点は当てはまらない。ヘーゲルがここで言う因子とは数学上の因数とは違い、量的に増

減しうるものである。 

 こうして「〔6〕①二因子のこうした規定態はいまやそれらの定量の様々な比例関係の

うちに成り立って」（226/366）いて、互いに質的に区別された二つのものでもあるが、そ

れでいながら一つの統一のうちにある。だから次のような統一がここにはあることになる。 

 

「〔6〕③したがって一方がある大きさをもつのは他方の項がそれをもたない限りにお

いてでしかなく、一方の項が減少する分だけ他方の項は増加する。④しかしいま、それ
、、

らの量的性格がもっぱらこうした質的な本性であるがゆえに
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、各々は他方が達するとこ
、、、、、、、、、、、

ろまでしか達しない
、、、、、、、、、

。⑤それらが定量として異なっていて、一定の比例関係を形成する

とされる限りにおいて、一方の項は他方の項を超えていき、それが〔他方の項〕より多

いということにおいて、他方の項がもたないような存在をもつことになるだろう。⑥し

かしそれらの質的関係においては、各々の項は他方の項が存在する限りにおいて存在す

る。⑦――したがって両項は均衡のうちにある。つまり一方が増減するその分だけ他方

も同様に増やされたり減らされたりし、それも同一の比において増やされたり減らされ

たりするのである。」（226-227/366） 

 

 全体である無差別は両因子の総和であるから、全体としては一定の均衡を保っていて、

常に変化しない。だから両因子の方は変化するとしても常に二つで一つの総和を形成しな

ければならない。全体の均衡を維持するために、一方は他方が減る限りにおいて増え、逆

もまたしかりである。要するにヘーゲルが言おうとしているのは、二区別の自立した項が

あるように見えるが、実はそこには合わさって一個同一のものを構成する二つの因子が存

在しているだけなのだということである。そしてそれらの因子は量的には増減し、その限

りでは他方の因子を超えていくということもある。ところがそれらはどちらも質的なもの

として相互に規定しなう限りでのみ存在するものであるから、どこまでも増減して他方と

の関係を超えてどこかへ出ていくということはなく、全体としても均衡は守られる。両者

の比例関係は保たれ、その関係の範囲内で増減するというだけである。 

したがって、両因子の関係は反比例になる。「〔7〕⑤存在するのは一方と他方だけであ

る。〔だから〕一方が増大する限り、この増大したものは他方でしかない」（227/367）。

真に存在するものは均衡を保つ全体だけであるから、一方の因子が増大するとき、他方の

因子は減少する。しかし統一の全体は不変なまま維持される。 

 

「〔8〕したがって量的な表象から見て均衡が乱され、一方の因子がより大きいと捉え

られる限り、この因子が優勢なものとなり、そのために他方の因子は加速的に減少し、

第一の因子によって圧倒される。その結果として第一の因子の方は唯一の自立的なもの

となるのであるが、しかしそれだからもはや特質的なものではなくて、全体なのである」

（227/367）。 
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ここでヘーゲルは論理的な思考実験をしている。反比例の関係にある両因子のうちの一

方 A が増大し、減少する他方 B を圧倒して仮に 100：0 の関係になれば、B は消え、A だ

けが残る。この場合、A は両因子の一方であるのではなく、唯一の全体ということになる。

もちろん、逆に考えれば B だけが唯一の全体として存在するとも言うことができる。つ

まり、無差別という統一においては真に存在しうるのはただ一つの全体だけなのである。

地球上の氷河や氷床がすべて溶けて海面が上昇しきってしまえば、一定のところで止まる。

そしてそのカタストロフィーにおいて地球上の水の量が変わったわけではない。 

 

「〔9〕①したがって、全体の両因子は反比例の両項であるとされていたが、その全体

のもとには一つの規定態が現にそなわっていて、変化が進行するのであって、その限り

において、この変化はこの全体そのもののもとで進み、互いに対してなんの規定態もも

たない諸因子のもとで進行するのではない。②…自己を変化させるのは一般に一つのも

の、すなわち全体だけであり、諸因子の区別は無意味なのである」（227/367）。 

 

この全体は反比例の両項を自分の両因子としてもつものであり、この両因子の量的変化

に無関心な全体であるとされてきたわけであるが、いまや量的な反比例関係を通じて変化

していたのは因子 A でも B でもなく、A でも B でもあり得るこの一つの全体だけである

というところにまで来た。全体だけが自己を変化させるのであり、因子 A と B との区別

には実は概念的には何の存在価値もない。そこでヘーゲルは無差別であったこの全体がい

まや一つの新しい「規定態」をそなえたものだという。では、それはどういう規定態なの

か。 

 

 「〔10〕①しかし全体もまた自己を変化させるわけではない。というのもこの全体、自

体的に存在する無差別は、そもそもすでに質的にも量的に規定されていないからである。

それは総和あるいは定量ではなく、ましてや質的な規定態でもない。②規定態はもはや

最初の否定
、、、、、

ではなく、絶対的否定性なのである。③無差別は自体的には、質および量に

対して無関心的であるということでしかない。④だが、自体的に存在するもの
、、、、、、、、

として無

差別がまだもっていて、それの諸因子の区別のうちに成り立っていた規定態は、〔「諸因

子の区別」から離れ〕無差別が自己へと還帰する無差別としておのれを示したことによ

って、完全に自己を揚棄してしまっている。これらの諸因子はそれによってただ自体的
、、、

に
、
同じであるにすぎないのではなく、それらの規定された他在

、、
のうちでも同じものなの

である。それらの否定的関係
、、、、、、、、、

こそが、それら諸因子を一つにするところのものなのであ

る。」（227-228/367-368） 

 

 この段落でのヘーゲルの説明は不明瞭で混乱している。そのためであろう、この部分は

二版では削除されてしまっている。するとこの論理展開は不必要なのかといえば、そうと

も言えない。ヘーゲルはここで何とか無差別という概念を「絶対的否定性」へと進展させ

たいのであり、それはたしかに存在から本質への移行のためには必要な過程であるはずな

のである。 



現代社会を理解するための『大論理学』注釈（９）      113 

この全体とはたしかに無差別のことをさしていたが、無差別という全体は質的変化や量

的変化とは無関係に、その根底にある自己同一的なもの、「自体存在」にすぎず、質と量

に対する「最初の否定」にすぎないものであった。だがヘーゲルはここでその無差別とい

う全体のもとで両因子の量的増減を通じて変化が起きると規定されたことによって、無規

定だということをその本性としていた無差別が「規定態」になったと言う。そしてこの

「規定態」となった全体は、無差別という最初の否定（質と量との無関心である統一）を

否定し、質と量とを自分のうちに取り戻し、それらの変化を支配する統一になる。この統

一は「否定の否定」なので、「絶対的否定性」と定義されることになる。 

 以上のように理解しておくと、この着地点でようやくヘーゲルが何を言いたかったのか

が分かる。ここで無差別が「絶対的否定性」へと高まろうとしているとヘーゲルは言いた

いのである。「絶対的否定態」とは、「否定の否定」を通じての自己媒介運動である。いま

や全体は自分の両因子を関係づける能動性となる。両因子は一個同一の全体が分化したも

のであり、それぞれが自立した存在をもたない否定態である。だからこれはもはや二つの

自立的なものの量的反比例ではなく、「右と左」の相関関係のように、自体的には一個同

一の関係であり、非自立的な因子として一個の全体をつくる。この否定的全体性がいまや

一個の存在であり、自分を規定して対立する二つの因子に区別し、かつその区別を否定し

て統一に引き戻す働きそのものである。こうした絶対的否定性を獲得した無差別こそが本

質だとヘーゲルは言うのである。 

この移行は Verhältniss という概念が量的な「比例関係」から質的な「相関関係」へと

移行することだと言うこともできる。例えば、「熱が上がる」と「食欲が落ちる」という

二つの因子の関係を考えてみよう。それらは熱が上がれば食欲が落ちるという反比例の関

係にあるが、それは二つの自立した因子の関係ではなく、一個同一の関係を二つにわけて

表現していることにほかならない。つまりウィルス性の感染症になったために体は抵抗し

て熱を上げ、ウィルスとの闘いに集中するために食欲を抑える。これは一つの本質が二つ

に分かれて現象しているだけであって、二つを一つにしてはじめて「熱が上がる」という

現象も「食欲が落ちる」という現象も一つの規定態として位置づけられることになる。精

神的なものの領域からの例をあえて探すなら、民主主義国家における「自由」と「平等」

が挙げられるかもしれない。そうした社会で経済活動などの自由度が上がれば貧富の差な

どの格差が拡大する傾向があり、逆に平等を追求すれば自由が制限されるという相関関係

があることはよく言われることである。ただし、こうした「精神的なもの」の領域では、

厳密な定量的計算はできないので、ヘーゲルの言うとおり、「そういう傾向がある」とし

か言えないのであるが。 

こうして、この移行が終わったとき、度量は「本質」という概念へと展開されることに

なる。 

 

「注解」での議論から 1――ヘーゲルによる「遠心力と求心力」概念の批判 

 ヘーゲルはこの節に「注解」をつけているが、そこでヘーゲルは「求心力」と「遠心力」

について言及している。たしかにこの例は「熱の上昇」と「食欲の減少」といった数値化

が難しいものよりは「自然の数学」の例としてふさわしいように思える。しかしながらヘ

ーゲルはこの両力を無差別の媒介過程のよい例として取り上げているわけではない。何の
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ためなのか、この叙述を読んでみよう。 

 これまでヘーゲルが述べてきた「全体の比例関係」とは、質的に区別される二つの因子

の量的区別に従って規定されるものであった。そうした全体的なものとして彼が何を考え

ているのかは示されなかったがこの「注解」では「天体の楕円運動」がその例として出さ

れている（228/368、〔1〕①）。ヘーゲルによれば天体の楕円運動においては「〔1〕②天体

が近日点に近づくとその速度は速まり、遠日点に近づくと減速される」（同）のであるが、

この現象を説明するために「求心力と遠心力」という区別された二つの力が曲線上の運動

の質的な契機として想定された。ヘーゲルの理解するところでは、この両力の質の区別は

ただ単にその「〔1〕④方向の違い」（同）に求められており、他方、量的な観点からみれ

ば両力は「〔1〕⑤…不等で対立しているものとして規定されている。すなわち、一方が

増加すれば他方は減少し、そしてその逆もあるというように、そして同時にそれらの比

例関係もまたふたたび転倒されるというように、そして求心力がしばらくの間増大する

が、遠心力は減少した後に、求心力が減少するが遠心力は増大する点が現れるというよ

うに規定される」（同）。これを書いているヘーゲルの意図は、天体の楕円運動のような

ものを説明するために、求心力と遠心力というカテゴリーは役に立たず、結局両因子の統

一を求めざるを得なくなるというところにある。彼は次のようにも言っている。 

 

「〔1〕⑦…そもそも前述の区別〔求心力と遠心力〕の上に立てられた計算や公式のな

かにはこれらの契機の量的な差異性は実際には現れず、むしろ依然として全体
、、

、つまり

運動の速度だけが話題になっているだけだということは簡単に分かる。そのため、一つ

の因子の作用の大きさとして生じるものは、同じくらい他の因子の大きさでさえあり、

また同様に全体の大きさでもある。⑧それらの因子は互いに対する質的な規定態をもっ

ているためにどうしても分離することはできない。それらの各々は他方に照らしてのみ

意味をもっている。だから一方の因子が他方の因子に対して剰余をもつとするならば、

その限りそれらは他方への関係をもたないだろうし、現前していないことになるだろう」

（228/369）。 

 

ヘーゲルによれば、求心力と遠心力という二つの方向の違う力は実は相関関係のうちに

ある分離できない一つの力であって、それらのうちの一方の量が他方より多いとか少ない

とか言うこと自体がそもそも論理的に成り立たない。ここで計算や公式、そして速度だけ

が問題になっていると言うとき、彼が念頭に置いているのは「ケプラーの第二法則」すな

わち「面積速度一定の法則」であろう。太陽系の惑星は太陽に最も接近する近日点では最

も速く、最も遠い遠日点では最も遅く動き、その際太陽を中心点とし、その周りを楕円運

動する惑星との両者を結ぶ動径が描く扇型の面積速度は常に一定である。この法則で重要

なのはこのただ一つの全体としての同一の面積だけである。つまり求心力と遠心力のよう

な量的区別はまったく空しいもので、ただ全体の量だけが測定されればよいということに

なる。この全体だけは両力のように増減せず、自己同一性を維持するからである。そして

求心力と遠心力という空しい区別は、この根源の自己同一性においてかろうじて成り立つ

区別にすぎない。 

以上のことを暫定的に念頭において、ヘーゲルが以下（⑨～⑪、228-229/369）で言お
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うとしていることを簡単にまとめておこう。――もし一方の力 A が他方の力 B より少し

でも大きいとすれば、A が B を圧倒し、B は消滅してしまうことになる。つまり天体が近

日点へと近づいてそれの求心力が増え、遠心力がそれだけ減るということが正しいとすれ

ば、ついには求心力が勝ってその天体は中心天体に落下してしまい、ふたたび遠ざかると

いうことはできなくなるはずである。逆に遠心力が遠日点に無限に近づいて優勢になった

場合、今度はそれが求心力によって打ち負かされてまた天体どうしは引き合うはずだと考

えることは矛盾している。だとすれば、求心力と遠心力に頼っては天体の楕円運動を説明

することはできない。つまり結論は〔1〕⑫――こうした〔求心力と遠心力との交代とい

う〕転倒を引き起こす或る未知の力 eine fremde Kraft が存在するのだろうということに

なる。このことが意味しているのは、あるときは加速され、あるときは減速される運動

の速度は、この区別を説明するまさにそのために想定されていた前述の諸因子からは認

識されえないということである」（229/369）。 

こうして求心力と遠心力という二つの区別された力を想定して全体を構成しようとする

ことは無意味だとヘーゲルは非難するのだが、この「注解」は短すぎてヘーゲル自身も自

分の主張をよく分かってもらえないという不安があったのであろう、自分の学位論文、

『惑星軌道論』（1801）を参照することを読者に求めている（〔1〕⑥）。この論文のうち

から上記のことに関わる彼の主張を三点に整理してみよう。すなわち、1）この両力には

共通の統一原理がなく、物理的な力ではなくて空想的な力であって（241/19）、両力の区

別は無意味である（242/23）。2）自然学（物理学）は全体からその部分の相互関係を演繹

すべきで、対立する両力から全体（扇型の面積）を構成すべきではない（242/21）。3）だ

からこの両力は第三の力に依存している（243/26）41。最後の点については、上の『論理

学』の文章とよく似た表現でこう書かれている。「…この両力は、それらの真の原理と同

一性をなすところの何か第三の力 tertia quadam に依存しているということも分かる。だ

がむしろこのことが意味しているのは、求心力も遠心力も定義されえず、したがって現

象もこれら二つの要因から明らかにされることもなく、かえって全運動現象の量だけが

確定されるにすぎないという点である」（243/26）。この論文での主張はこの「注解」にお

ける文言との食い違いはなく、求心力と遠心力に対するヘーゲルの見解が 1801 年から変

っていないことが分かる。 

では、このようなカテゴリー批判は正当なのだろうか。それを問うとき、重大な障害と

なるのが、彼がこれをニュートン批判として行っているという事実である。なぜなら、ヘ

ーゲルはニュートンの遠心力の概念を誤解してそういう批判を行っているとの指摘は数多

く出されているからである。ヘーゲルは『惑星軌道論』ではニュートンの概念として求心

力と遠心力を批判するのだが、ニュートンにとってはこの両力は反対向きに働く力であり、

定義された力は重力と同じ力である求心力だけで、遠心力はその反作用としての力にすぎ

ない。これに対してヘーゲルは遠心力を円運動の接線において表現される
、、、、、、、、、、、、、、、

実在的な
、、、、

力
、
だと

解釈してニュートンを批判しているのである42。ということはニュートン批判としての求

 
41 この段落のなかの頁付け（ / ）は、前者が『惑星軌道論』のテキスト（GW5）、後者が村上氏の訳書

のものである。最後の引用文も村上訳に従ったが、一部変えたところもある。 
42 ヘーゲルが遠心力概念をどのように誤解しているのかについては多くは割けないので、村上氏による

解説（村上訳、85-88 頁、訳注 34）をご一読いただきたい。そこではこのテキストの仏訳者の注として、

ヘーゲルのニュートン理解の問題がどこにあるのかがに図入りで説得的に説明されている。。 
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心力・遠心力批判はまったく空振りに終わったということになり、ヘーゲルはニュートン

に挑むヘーゲルはドン・キホーテのように思えてきてしまう。ではそれによって度量論の

「反比例」の説もまた失敗に終わった議論ということになるのだろうか。そしてその場合

次の本質への移行の議論も無意味なものとなってしまうのだろうか。 

 

「注解」での議論から 2――ヘーゲルの問題意識の正当性 

そうではない、と筆者は考える。というのも、ここで論理学として重要なことは、求心

力とか遠心力とかいった量的思考を超えるカテゴリーを導くことにあり、そして求心力と

遠心力の区別は空虚で両者の統一こそが真理であり、そもそも物質はその統一の成果とし

て存在しうるのだと言うことがヘーゲルの意図だからである。彼のニュートンへの誤解に

もかかわらず、そこには正当な問題意識がある。 

そういう統一を考えると、気になるのが先の引用（〔1〕⑫）に出てきた eine fremde 

Kraft、「未知の力」あるいは「疎遠な力」なるものである。「無差別」概念を提起したシ

ェリングの哲学においては対立する力（引力と斥力）の同一性「重力」とされていたが43、

重力は「未知」とか「疎遠」な力とは言えない。ちなみにニュートンにおいても重力は求

心力と同じ力であるから、未知でも疎遠でもない。ではいったいこの力とは何であろうか。

これについては三つの解釈が可能である。 

1）そもそも求心力と遠心力とが空虚な区別であるわけだから、「それらの転倒を引き

起こす力」などというものが存在することをヘーゲルは考えておらず、ただ単にそのよう

なカテゴリーに頼る思考ではそういうありもしない力を想定するという間違いに陥ると言

おうとしている。 

2）やはりそれは重力の事であり、そしてそれを惑星の楕円運動を可能にする真の力と

して物理的に実在するものと捉え、そのような力は計算で求めることができると考えてい

る。 

3）そういう「未知の力」とは求心力と遠心力という空虚な区別を、したがって量的思

考を超えたもので、結局「本質」のことを暗示している。 

「1」の理解をとる解釈者を筆者は知らない。「2」を解釈の代表者は寺沢氏である。氏

はまずこの量力のうち「求心力」のみが実在的な力であり、「遠心力」とその反作用とし

て想定された架空に力にすぎないのに、ヘーゲルがそれを誤解していると批判する。この

点に関しては寺沢氏が正しい。そして氏は天体を楕円運動させる力を求める計算式を示し

ている44。ただ問題は、もしそのように真の統一であるものが計算で求めることのできる

力だとすると、そこから量を超えるカテゴリーはもはやそこからは導き出されてこないこ

とになり、結局は自然科学の立場を最終的に肯定することになって、質と量との統一を求

めるヘーゲル論理はこれ以降は必要ないということになりかねない。そこで浮上してくる

のが「3」の解釈である。テキストからはこの「3」のことを述べているのか否かは判断

できないのであるが、先の『惑星軌道論』の先の引用では両力に対する「何らかの第三の

もの」tertia quadam を両力の「真の原理と同一性をなす」と言っていたこと、そして「未

知の力」とこの「第三のもの」が同じものを指していると考えることができるならば、

 
43 シェリング：『我が哲学体系の叙述』、第 54 節。 
44 寺沢訳、462-464 頁、注 25 を参照。 
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「3」の解釈も可能である。そしてこの解釈は「2」の解釈とも並び立つ。つまり重要な

のは数学が適用されて計算可能か否かということではなく、そうした数学的計算式で表現

できる統一のなかに量的思考を超えた統一を――すなわち「本質」を――見出すことなの

である。 

 その意図は「注解」の次の段落を読んでも明らかである。 

 

「〔2〕①物体の相異なる密度を理解するために、同じ比例関係がその後には牽引力と

反発力に適用された。また感受性と刺激反応性の反比例もまた、生命のこうした諸因子

の差異性から全体の、健康の様々な諸規定や、それからまた生物の類の差異性を理解す

ることに貢献するとされた。②ところが、こうした概念諸規定を無批判に使用すること

でこの説明が陥った混乱と駄弁から帰結したことといえば、この形式主義がまもなくま

たしても放棄されるように見えるということである。これに対して科学においては、と

りわけ物理学的な天文学においてはそれと同じ形式主義がその全幅にわたって継続され

ている」（229/369-370）。 

 

もう一度確認すると、ヘーゲルの真意、そしてその主張の論理学としての可能性は次の

ところにある。質と量をそなえた具体的な物事は対立する二つの方向の量的区別の統一
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

と
、

しては
、、、

じめて存在することができる
、、、、、、、、、、、、、

ということである。存在とは統一する「力」その成果

として成立する直接態なのである。ヘーゲルは以上の引用文に続く第三段落ではすでに紹

介したように、スピノザの実体を批判しているのであるが、実際はシェリングの無差別概

念を否定しているのである。なぜなら「無差別」というカテゴリーが表すことができるの

は対立する両契機の中間点
、、、

にすぎず、その対立を生み出す「力」ではないからである。し

たがっていまや対立する両力の統一と規定された新しい全体性はもはや無差別と理解する

ことはできず、自らの作用で対立する両契機を存在させる能動的なものでなければならな

い。それが「本質」である。 

 

Ｃ．本質の登場 Hervorgehen des Wesens 

 

 この C 節は本質への移行を扱う部分だが、全体にわたってこれまでの回顧に終始して

いる。 

 

第三章の回顧とその成果〔1〕-〔6〕 

まず〔1〕～〔4〕で「第三章 本質の生成」のこれまでの叙述が簡潔にまとめられる45。 

 第三章のこれまでの叙述の成果として、最初の直接的統一にすぎなかった無差別が媒介

された統一として完成されると、「〔4〕②絶対的無差別の規定態
、、、

は、自己自身への否定的
、、、、、、、、、

関係
、、

である」（230/371）ということが明らかされるのだとヘーゲルは言う。無差別の規定

態とは、最初は二つの因子が反比例し、相手を他者として否定しあうという関係であった。

 
45 この節からは「A」では単に「無差別」といわれていたものが第二版と同様「絶対的無差別」と呼ば

れているが、特に「無差別」から「絶対的無差別」へと概念が進展したわけではない。  
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しかしながらこの両因子の相互否定は、或るものが他のものを否定し、互いに別なものと

なるという直接的な否定ではなく、「〔4〕③他のものに対する固有で特質的な自立態の否

定」（同）あるいは「〔4〕③むしろ固有の規定態を揚棄すること、つまり自己自身へと移

行することであって、否定的なものの否定」（230/371-372）である。つまり自分の他方に

対する質的な自立性も他方の自分に対する質的な自立性（第一の否定）も同時に否定し、

このような否定の否定によってかえってどちらの因子も一つの統一の両契機として位置づ

けられることになる。無差別がこのような否定の否定、言いかえれば否定の自己関係へと

進化したということがいままでの論理展開の成果である。 

これを受けて続く〔5〕ではその成果が言葉を変えて最終的に整理されている。この成

果は「〔5〕①これによって自体的に存在する
、、、、、、、、

無差別の規定態
、、、

は、それの自立態の無限性
、、、

、

つまり絶対的否定性
、、、、、、

である」（230/372）。最初の自体存在にすぎなかった無差別はいまや

「絶対的否定性」という無限の自立性として規定される。絶対的否定性とは「自分と等

しい〔自己同一的な〕自分の否定を通じて自己を自己自身と媒介する」（同）というもの

であり、要するに自己否定を通じて自己同一性を回復することのできる活動的な自立態で

ある。自己を他者に関わらせ、自己と他者という区別を自ら立てながら、常に同時にその

区別を否定して自己と他者との統一を立て、自己関係することのできる能動性がそれであ

る。以下はその総括的な叙述である。 

 

 「〔5〕⑤…結果はまさに以下のことである、すなわち、第一に
、、、

、自体的に存在する
、、、、、、、、

自

立態、無差別そのものは、絶対的ではなく、それ自身が規定されているということ、そ

して無差別は本質的にこうしたものであるということ、しかし無差別の規定態は否定の

否定、したがって対自的に存在する
、、、、、、、、

自立態であって、この自立態は前者の自体的に存在
、、、、、、

する
、、

自立態を揚棄されたものとして、契機
、、

として含んでいるということ〔なのである〕。

⑥したがって以下のような自立態が〔いまや〕ここにある。すなわち、それは自己自身

の完全な否定において、すなわち他在の自立態、すなわち最初の直接的なものの自立態

のうちで、自己への単一な関係であり、それゆえに同時に自己への否定的関係であると

いう、こういった自立態である。」（230-231/372） 

 

 いまや最初の無差別は、この絶対的否定態のうちの自体存在＝抽象的な自己同一性とい

う一方の契機にすぎなかったということが明らかになる。そしてそれはまた「存在」の領

域全体を一つの契機へと引き下げることになる。無差別という同一性がまだ区別の契機を

自分に対立させてもっているのに対して、絶対的否定態は同一性と非同一性（区別）との

同一性として、媒介された直接的存在であり、自己の区別を前提としながらそれを絶えず

否定して自己同一性を確立するという意味で「自己への否定的関係」なのである。これが

今までの直接態としての「存在」の真理として現れる。 

 

 「〔6〕これによって存在は絶対的に自己へと還帰している。存在は単一な直接的なも

のであるという自分の規定態を揚棄してしまい、そして自己を内化している。」（231/372） 
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 いまや存在はこのような媒介を含みつつ、直接態（統一）を維持しているという意味で

「自己へ還帰」していて、単一な直接的なものではなく、区別を廃棄するという媒介を自

己に内化している存在になっている。そしてそれこそが「本質」である。 

 

本質の登場〔7〕-〔10〕 

しかしヘーゲルはそれを本質とすぐには言わず、なおも存在論全体を回顧してこの新し

い領域へと移行しようとする。〔7〕は質、量、度量と続いた展開の簡単な回顧にすぎな

い。そして〔8〕はまたしてもこの第三章の回顧であるから、その最後の文だけを見てお

こう。「〔8〕③二つの自立的なもの相互の否定的な関係が両者の質的な規定態をつくって

おり、だからこの規定態において既述の最初の直接態はもっぱら規定態として措定され、

指定されるとともに揚棄されている。この揚棄が直接態を揚棄することにすぎないので

はなく、否定としての直接態を揚棄することでもあるために、この揚棄は否定の否定で

あって、それは全体の自立態であるところの規定態、すなわち否定的な無差別
、、、、、、、

なのであ

る。」（231/373）――ここでは「規定態」というカテゴリーが三つの意味で使われている。

最初にでてきたものは無差別の両因子がそれぞれ質的に区別されて規定態であるというこ

と、第二のものはその両因子を統一している無差別が媒介に対立して規定された直接的統

一であるということ、第三のものはその直接的な規定態としての無差別を媒介している運

動の全体として動的な統一としての規定態（「否定的な無差別」）であるということである。 

 そして、続く〔9〕がようやくその存在論の総括を受けて、本質の登場を告げる文とな

る。 

 

 「〔9〕①規定態
、、、

の
、
、そして

、、、
規定態に対する無関心性
、、、、、、、、、、、

の
、
この
、、

ような
、、、

自己統一が存在の真
、、、、、、、、、

理である
、、、、

。②この統一は単一な存在、無関心的な直接態であるが、ただしこの統一は自

分の否定の否定を通じて、自己自身に対する自分の無関心性によって自己と媒介された

ものとしてある。言いかえれば純粋な自己同等性としての媒介、単一な直接態としての

媒介が存在している――その存在とはもっぱら、自分の否定において自己と合致し、そ

れをもって純粋な存在であるということ、まさにそうした存在である。」（231/373） 

 

 媒介に対立する直接態として規定態であった無差別（第一の否定）を、両因子の自立性

を否定してただ一つの全体に統一する「否定の否定」こそが、直接態を自分の非自立的な

契機として含む統一、しかも自己の契機として自ら産出する能動的な存在だということで

あり、そういう能動的な存在が存在論全体の最終結論＝真理である。それは一方でふたた

び「単一な存在」であるが、それは以前の無差別のような直接態ではなく、区別を否定し

て媒介的に自己に還帰するという媒介運動の全体のことを指して言っているのであるから、

「単一な直接態としての媒介」という矛盾した表現が、そして、媒介を含みながら「純粋

な存在」であるという矛盾した表現が当てはまる。 

 このような「否定の否定」による自己媒介運動の全体を、ヘーゲルは「本質」と呼ぶ。 

 

 「〔10〕①こうした端的に内化された存在としての存在が本質
、、

である。②こうした存在

の真理とは絶対的に揚棄された直接態として直接的なものであるということである。③
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この〔本質という〕直接的なものは否定的な自己関係としてのみある…」（232/373-374） 

 

 「内化された存在」というのは、存在という直接態が媒介されたものとして立てられて

いるということであって、それがすなわち「存在の真理」である。この真理をあらわにし

た存在、つまり自己を媒介する運動そのものとして存在する（直接態である）ものがここ

で「本質」としてようやく姿を現したわけである。だから本質は「否定的な自己関係」と

も言いかえられている。自己関係であるとは直接態であるということだが、それは存在的

＝質的なもの（第一の否定）の自立性を否定した否定の否定という媒介を経て成立してい

る直接態である。 

だがそうなると、いままで「存在」とか「直接態」あるいは「自己関係」などと呼んで

いたものの位置づけが変わってくる。それらは実は本質によって媒介されることではじめ

て存在することができる直接態である。そこでヘーゲルは続いて存在論全体をこの本質の

運動によって措定されたものとして描い出している。 

 

「〔10〕③この〔本質という〕直接的なものは否定的な自己関係としてのみあり、こう

してそれは自己から自己を突き離すが、この突き放すことはそれの非存在であって、そ

のためそれは第一の
、、、

直接態、質的な
、、、

存在である。④だがこの非存在は自己に対する無関

心性、自分を揚棄することであって、だからそれは同時にさしあたり量的な存在である。

……⑤量的な存在は自己を度量となし、そして度量としては自己を対自的に存在する無

差別となす。後者の対自存在する無差別がまさに、直接的な存在
、、

を非存在
、、、

として、そし

て自体存在
、、、、

を規定態
、、、

として規定するということである」（232/374）。 

 

ここでは質、量、度量という存在論の諸カテゴリーが本質を始元とする次元
、、、、、、、、、、

から捉え直

されている。すなわち本質とは「否定的な自己関係」という自己媒介する運動なのである

から、存在という自己の抽象的な同一性を否定し（「自己から自己を突き放す」）、規定態

を産出して自分のうちに自己と他者との区別を「質」として生み出す。質的に区別されて

いる直接態は無媒介に前提されるものではなく、真実には本質によって生み出されたもの

であったということがここで明かされる。それが量となり度量へと展開され、そして最後

に無差別になると直接的な存在は実は媒介されたものであることがあらわに示されるので

あり、そして「自体存在」などという単なる自己同一性にすぎず、「同一性と区別との同

一性」のなかの前者の同一性でしかないことを示す。そしてこの段落の最後でヘーゲルは

こう言う。 

 

「〔10〕⑥存在
、、

は、それが自分があるところのものではないことによって、またそれが

ないところのものであることによって、――〔つまり〕自己自身のこうした単一の否定
、、、、、、、、、、、、、、

性として
、、、、

、本質
、、

なのである。」（232/374） 

 

存在が「自分があるところのものではない」、「それがないところのものである」という

のは、直接的なものであるはずの存在が実は媒介されたもの（非存在）であり、媒介され
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たものがそのまま直接態であることを述べている。こういう存在の統一は「自己自身のこ
、、、、、、

うした単一の否定性
、、、、、、、、、

」である。自己同一的な直接態であるはずの存在が媒介運動そのもの

として自己を分割して区別を生み出す能動性である。そういう自己媒
、、、

介運動の自己同一性
、、、、、、、、、

こそが真の存在である「本質」なのである。 

 存在が直接性の領域であったのに対し、本質とは媒介の領域であるが、本質の全体はそ

の直接態と媒介という二つの契機の統一である。だから本質はそうした二つの契機が相互

に規定しあう関係の全体、つまり「相関性」Verhältnis を自分の領域とするものになる。

たしかに相関性は量論以来これまで何度も登場してきた。しかしそれらはすべて正
、
比例と

か、反
、
比例とか、冪

、
比例とかいったように、何らかの形容詞がつく比例＝相関であったが、

いまやそうした形容詞は取れて、あらゆる比例・相関を作り出す相関的な関係運動そのも

のがそれだけで論理学の対象となることになる。 

 

補論：二版における「C．本質への移行」の叙述 

 二版ではこの「C」節は「本質への移行」とタイトルが変えられた。本質への移行の論

理そのものには大きな違いはないが、叙述は全く変わっている。初版にくどいくらい書き

込まれていた回顧は全部なくなり、その代わりに無差別が本質へと転回される論理が四つ

の段落に上手に整理されていて、分かりやすく改善されている。 

 まず【1】では「無差別」というカテゴリーの何が問題だったのかが指摘される。出だ

しで、絶対的無差別は「存在が本質に成る前の、存在
、、

の最後の規定」（381/285）であるが、

それが本質には達せず、存在の領域にとどまるその理由は「区別を外的で
、、、

質的なものと

してそなえている」（同）からである。区別が絶対的無差別という区別を統一する全体者

に対して無関心にとどまり、「自体的な区別」（382/286）、すなわちそのカテゴリーの概念

に組み込まれた区別でないということをヘーゲルはここでは「外的反省」（同）の立場だ

とし、主観的意識が外的に絶対的無差別と区別とを結びつけるのではなく、「かの統一の

〔含む〕区別の固有の諸規定が自己を揚棄し、かくしてこの統一こそが絶対的な否定態

…であること」（同）が示されなければならないとその課題を明快に提示している。 

 続く【2】では、（「B．自分の諸因子の反比例としての無差別」の節を経過したことで）

ここではすでに無差別の諸規定が自己を揚棄する過程は終わっていることが宣言される。

二版の特徴は、この自己揚棄は「それ〔無差別〕自身とそれの規定された存在との矛盾、

無差別の自体的に存在する規定とそれの措定された規定態との矛盾」（同）だというよう

に、「矛盾」という言葉が使用されていることである。この矛盾しあう両項が互いに否定

的な関係をとり、そしてまさにそれゆえに「相関関係」（Verhältnis）が打ち立てられたこ

とによって、無差別は「実際にあるところのものとして措定される」（同）のであり、

「単一で無限な否定的自己関係、自分が自分と両立できないこと」（同）とされる。 

 そして【3】では統一の契機となったものの性格が確認される。それらは「契機である

から、第一に自体的に存在する
、、、、、、、、

統一に帰属し、統一から解放されることはなくて、基体

としての統一によって担われ、そしてそれによって満たされており、第二に、対自的に
、、、、

存在する
、、、、

統一に内在的であってその統一の自己からの反発によってのみある諸規定とし
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て存在する」（381/287）。これによっていまや諸カテゴリーはこれまでの存在論の全領域

おいてそうであったように「存在するもの」Seiende ではなく、「措定されたもの」

Gesetzte（同）となる。一つ一つのカテゴリーが自立したものではなく、他者との相関関

係のなかで理解されているのが「措定されている」ということである。 

 最後に【4】ではこうした統一が本質であることが手際よく叙述される。ここで成立し

た統一は「直接的で前提された
、、、、、、、、、

統体性」（同）であるが、この統一が「このような単一な
、、、

自己関係
、、、、

であるのは、もっぱらこのような前提を揚棄すること
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

によって媒介されている

からであって、このように前提されていることと直接的な存在自身は、この統一の突き

放す働きの一契機であるにすぎず、根源的な自立態と自己同一性とは、結果として生じ
、、、、、、、

た無限の自己合一
、、、、、、、、

としてしかない。こうして存在は規定されて本質となっている。すな

わち存在を揚棄することを通じて自己と〔合一した〕単一な存在としての存在となって

いる」（382-383/287-288）。 

 二版のこの叙述は総じて初版よりも分かりやすく改善されている。 

 

「存在論」研究の終わりに当たって 

以上で筆者は「存在論」の研究をひとまず終えることにするが、結果として得られたの

は、ヘーゲルの論理学というものは論理的カテゴリーの必然的な移行を網羅した体系的な

本なのではなくて、ヘーゲルの努力と探求心が詰まった本だということである。特に初版

と二版の比較を通して得られたのは、彼が試行錯誤を恐れず、いろいろな可能性を検証し

ながら本を書いており、そしてそれは未来にはいつでも改定の用意があるソフトな本だと

いうことであった。人間の思考の体系を自分一人の力で描き切ってみせるというほどヘー

ゲルという人は自信家でも傲慢でもなかった。それがよく分かっただけでも、改訂版のな

い「本質論」と「概念論」を読む際の勇気というべきものが与えられた気がする。そこで、

ヘーゲル自身が二版の「序文」において、プラトンが『国家』を七回改訂したという逸話

に触れて書いた以下の愚痴のような叙述を引用して締めくくりとしよう。 

 

「現代世界に属するものとして、深淵なる原理、重大なる対象、そしてさらに広大な

範囲にそなえた素材を目の前にして手を加えなければならない著作のためには、七十七

回推敲できるだけの自由時間が認められたならば、という願いを切にもつ。」（2:20） 

 

 

 

 

参考文献 

 

ヘーゲルのテキスト 

・ G.W.F.Hegel: Dissertatio philosophica de Orbitis Planetarum. Jena 1801. In: GW, 

Bd.5.Schriften und Entwürfe (1799-1803). Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum. 

S.233-253. 

 村上恭一訳『惑星起動論』法政大学出版局、1991 年。 



現代社会を理解するための『大論理学』注釈（９）      123 

（ GW ＝ Georg Wilhelm Friedlich Hegel. Gesammelte Werke. In Verbindung mit der deutschen 

Forschungsgemeinschaft. Hrsg. v. der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Hamburg 

1968ff.） 

 

ヘーゲル研究文献 

・ Dos, André: Hegel. La Théorie de la Mesure. Trad. Et commentaire. Paris 1970. 

・ Engelhard t ,  Die t r ich von , :  Hegel  und d ie  Chemie - -S tud ie  zur  Phi losophie  und  

Wissenschaf t  der  Natur um 1800 .  Wiesbaden  1976.  

・ Kruck, Günter : Von quantitativ-qualitativen Verhältnissen zum entwickelten Fürsichsein 

als Begriff des Maßes. In: Hegel－200 Jahre Wissenschaft der Logik. Hrsg. von A.F. 

Koch, F.Schick, K. Vieweg und C. Wirsing.   Hamburg 2014. S.123-137. 

・ Pechmann, Alexander von : Die Kategorie des Maßes in Hegels »Wissenschaft der Logik«. 

Einführung und Kommentar. Köln 1980. 

・ Rosenkranz, Karl: Die Knotenlinie von Maasverhältnissen. In: K.Rosenkranz, Studien. 

Zweiter Teil. Reden und Anhandlungen. Leibzig 1844, S.62-95. 

・ Ruschig, Ulrich : Hegels Logik und die Chemie: Fortlaufender Kommentar zum 

"realen Mass" (Hegel-Studien, Beihefte 37) , Bonn 1997. 

・ Snelders, Henricus A.M. : Hegel und die Bertholletsche Affinitätlehre. In: Hegels 

Philosophie der Natur. Hrsg. Von R.-P. Horstmann und M. Petry. Stuttgart 1986. 

・ 竹村喜一郎：「ヘーゲル度量論の構成と科学理論的意義」つくば国際大学研究紀要

No.19、2013 年。 

・ 本多修郎：「ヘーゲル弁証法と科学」理想社、1971 年。 

・ 山口祐弘：『存在の諸相』光洋書房 2019 年。 

・ 渡辺祐邦：「惑星軌道論とヘーゲルにおける古典力学の問題」、北大哲学会編「哲学」

第 1 号、1964 年。 

・ 渡辺祐邦：「ベルトレの『化学静力学試論』とヘーゲルの選択親和力論――ヘーゲル

が読んだ科学の古典（その１）――」、所収：「自然哲学研究」第 3 号、1990 年、1-

23 頁。 

・ 渡辺祐邦：「ベルツェリウスの『化学的比率の理論と電気の化学作用に関する試論

（1819 年）および『化学教科書』（1828 年）とヘーゲルによるその批判――ヘーゲル

が読んだ科学の古典（その３）――」、所収：「自然哲学研究」第８号、1994 年、19-

43 頁。 

・ 渡辺祐邦：「ヘーゲル『大論理学』・「度量」論「c．選択的親和性」への注釈 所収：

「ヘーゲル論理学研究」第 13 号、ヘーゲル論理学研究会編、2007 年、63-85 頁。 

 

化学史関連 

・ 大木道則／田中元治編『酸塩基と酸化還元』（岩波講座「現代化学 9」）岩波書店 1979

年。 

・ 清水清久「『定比例の法則』論争――勝ったのはベルトレかプルーストか」、所収「化

学と教育」35（1）、1987 年、45-46 頁。 



124                 黒崎剛 

・ 廣田襄『現代化学史――原子・分子の科学の発展』 京都大学学術出版会 2013 年。 

・ 山本義隆『熱学思想の史的展開 熱とエントロピー』ちくま学芸文庫、I  2008 年、

Ⅱ ・III 2009 年。 

・ 渡辺啓／竹内敬人『読み切り科学史』 東京書籍 1987 年。 

・ Donovan, A.L.: Philosophical Chemistry in the Scottish Enlightenment . Edinburgh 1975. 

・ Schofield, Robert. E.: Mechanism and Materialism. British Natural Philosophy in An Age 

of Reason. New Jersey 1970. 

 

辞書類 

・ Neue deutsche Biographie / herausgegeben von der Historischen Kommission bei der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften; 27Bd. Duncker & Humblot, c1953-. 

 


